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第９回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年３月10日) 

 

第 ９ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成23年３月10日(木曜日) 

            午前10時１分開議 

            午後０時０分休憩 

            午後１時４分開議 

            午後２時38分休憩 

            午後２時50分開議 

            午後４時25分休憩 

            午後４時35分開議 

            午後５時23分散会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第56号  平成23年度熊本県一般会計予

算 

 議案第58号 平成23年度熊本県母子寡婦福

祉資金特別会計予算 

議案第75号 平成23年度熊本県病院事業会

計予算 

議案第83号 熊本県国民健康保険広域化等

支援基金条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第90号 熊本県病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第97号 熊本県やさしいまちづくり推

進計画の策定について 

請第56号 子どもの医療費無料化拡充につ

いての請願 

請第58号 市町村国民健康保険への補助を

求める請願 

請第39号 認可外保育所に通う子どもたち

のための助成金に関する請願 

 報告事項 

  ①第２期熊本県地域福祉支援計画の策

定状況について 

   ②「水俣病被害者の救済及び水俣病問

題の解決に関する特別措置法」に基

づく一時金の生活保護上の取扱いに

ついて 

   ③熊本県就学前教育振興「肥後っ子か

がやきプラン（改定版）」の策定に

ついて 

  ④第４期熊本県障がい者計画の策定状

況について 

  ⑤熊本県自殺対策行動計画の策定状況

について 

  ⑥障害のある人もない人も共に生きる

熊本づくり条例（仮称）の取組みに

ついて 

⑦熊本県周産期医療体制整備計画の策

定状況について 

  ⑧熊本県健康食生活・食育推進計画の

策定状況について 

  ⑨熊本県高齢者居住安定確保計画の策

定状況について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

                委 員 長  溝 口 幸 治 

        副委員長  内 野 幸 喜 

                委  員  鬼 海 洋 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

委  員 藤 川 隆 夫 

委  員 松 田 三 郎 

委  員 山 口 ゆたか 

欠席委員（１人） 

委  員  堤   泰 宏 

委員外議員（なし） 
――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 森 枝 敏 郎 

                  医 監 東   明 正 
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         次 長  本 田 惠 則 

         次 長  松 葉 成 正 

         次 長  古 森 誠 也 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

      社会福祉課長 中 園 三千代 

      少子化対策課長  福 島 誠 治 

    障がい者支援総室長  東   泰 治 

障がい者支援総室副総室長  西 岡 由 典 

     医療政策総室長 倉 永 保 男 

  福祉総合相談所次長兼 

  医療政策総室副総室長 佐 藤 克 之 

  医療政策総室副総室長 松 永   寿 

 健康づくり推進課長 岩 谷 典 学 

健康づくり推進課 

健康福祉審議員 坂 本 弘 一 

       健康危機管理課長  末  正 男 

        薬務衛生課長  内 田 英 男 

 ねんりんピック推進室長 小 原 雅 晶 

      長寿社会局長  江 口   満 

        高齢者支援課長  永 井 正 幸 

  認知症対策・ 

地域ケア推進課長 古 谷 秀 晴 

病院局 

     病院事業管理者 横 田   堅 

      総務経営課長 大 谷 祐 次 
――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫 

     政務調査課課長補佐  森 田   学 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第９回厚生常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に３名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、今回付託されました請第56号につい

て、提出者から趣旨の説明の申し出があって

おりますので、これを許可したいと思いま

す。 

 まず、請第56号についての説明者を入室さ

せてください。 

  （請第56号の説明者入室) 

○溝口幸治委員長 おはようございます。説

明者の方に申し上げます。各委員には、請願

書の写しを配付しておりますので、説明は簡

潔にお願いいたします。それでは、お願いい

たします。 

  （請第56号の説明者趣旨説明) 

○溝口幸治委員長 趣旨はよくわかりました

ので、後でよく審査いたしますので、本日は

これでお引き取り下さい。 

  （請第56号の説明者退室) 

○溝口幸治委員長 続いて、請第58号につい

ての説明者を入室させてください。 

  （請第58号の説明者入室) 

○溝口幸治委員長 おはようございます。各

委員には、請願書の写しを配付しております

ので、説明は簡潔にお願いいたします。 

  （請第58号の説明者趣旨説明) 

○溝口幸治委員長 ありがとうございまし

た。趣旨はよくわかりましたので、後ほど審

査をいたします。本日はこれでお引き取り下

さい。 

  （請第58号の説明者退室) 

○溝口幸治委員長 次に、本委員会に付託さ

れました議案等について審査を行いますが、

本日は、健康福祉部と病院局関連の議案、報

告事項の説明及び請願の審査等を行います。

あす、環境生活部関連の議案、報告事項の説

明及び付託議案の一括採決等を行いますの

で、そのように取り計らいたいと思います

が、御異議ございませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように進

めさせていただきます。 

 それではまず、本委員会に付託された健康

福祉部と病院局に関連した議案等を議題と
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し、これについての執行部の説明を求めた後

に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いいたします。 

 また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆さんは着席のまま行ってください。 

 それでは、森枝健康福祉部長から総括説明

を行い、続いて、担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 

○森枝健康福祉部長 おはようございます。

健康福祉部でございます。それでは、着座を

させていただきます。 

 健康福祉部関係の議案の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、予算関係２

議案、条例等関係２議案の合計４議案でござ

います。 

 まず、第56号議案の平成23年度熊本県一般

会計予算についてです。 

 くまもとの夢４カ年戦略において、当部が

主に担当する長寿安心くまもとと子どもの笑

顔があふれる社会の実現のために、総額1,37

8億6,000万円余の予算をお願いしておりま

す。 

 その主な内容ですが、地域福祉の推進につ

いては、子供から高齢者まで、障害の有無に

かかわらず、だれもが住みなれた地域で安心

して暮らせる地域共生社会づくりを目指し、

本年度策定する第２期熊本県地域福祉支援計

画に基づき、地域福祉の全国モデルである地

域の縁がわや地域ふれあいホームの普及を図

るとともに、地域の結いづくりや福祉からの

起業化を進める地域の支事おこしに取り組む

など、全国に先駆けたまちづくり型福祉を展

開してまいります。 

 また、ユニバーサルデザインを理念とした

やさしいまちづくりを推進するため、本年度

策定する第３期熊本県やさしいまちづくり推

進計画に基づき、ハートフルパス制度の普及

や、だれでも使いやすい施設等の整備の推進

に取り組んでまいります。 

 さらに、平成23年度から、水俣病被害者等

が地域で安心して生活を継続できるよう、環

境生活部と連携しながら、水俣病発生地域の

保健、医療、福祉の充実に取り組んでまいり

ます。 

 次に、生活困窮者等への支援については、

生活保護の適正な実施や、生活保護世帯の自

立のためのプログラムを策定し、就労支援や

子供への日常生活、学習支援等による、きめ

細やかで継続的な自立支援を行ってまいりま

す。 

 また、ホームレスの自立支援のため、緊急

一時宿泊所の提供、巡回相談、自立支援セン

ターの設置等を行ってまいります。 

 さらに、貧困の連鎖を教育で断ち切る一環

として、引き続き、生活保護世帯の子供たち

の大学進学等を応援するために、無利子の生

活資金貸し付けを実施するとともに、児童養

護施設などから進学を志す子供たちへも同様

の支援を行ってまいります。 

 次に、子育て支援については、子育てする

なら熊本でと言われる子育て先進県を目指

し、地域のニーズに応じた多様な子育て支援

策の充実を図るとともに、第３子以降の３歳

未満児の保育料の無料化、保育所入所待機児

童を解消するための保育所整備や、居宅等で

少人数の乳幼児を保育する保育ママ制度の開

始に向けた取り組みも実施してまいります。 

 また、少子化の要因の一つである未婚化、

晩婚化の流れを変える一環として、若者への

結婚支援にも取り組んでまいります。 

 児童虐待防止については、児童虐待の発生

防止、早期発見、早期対応を図るために、児

童相談所の体制や地域での見守り体制の充実

を進めてまいります。 

 ひとり親家庭への支援については、ひとり

親家庭が自立し安心して生活できる環境づく

りのため、子育てと仕事の両立が図りやすい
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在宅就労支援を推進するとともに、生活面や

教育面など総合的に支援してまいります。 

 ニートや引きこもりなど社会生活を円滑に

営む上での困難を有する子供、若者への支援

については、ネットワークによる支援体制の

充実や子ども・若者計画の策定を行ってまい

ります。 

 次に、高齢者への支援については、高齢者

の方が住みなれた家や地域で生活が継続でき

るよう、介護予防や24時間居宅サービスなど

の地域包括ケアを推進するとともに、認知症

の方やその家族への支援として、基幹型と地

域拠点型の２層構造とした熊本モデルの認知

症疾患医療センターの全県的な展開と機能強

化、さらには、高齢者の尊厳を尊重したケア

モデルの普及などのケアの質の向上、地域支

援体制の全県的な展開により、全国に先駆け

た熊本モデルづくりを進めてまいります。 

 また、要介護状態や認知症の症状、家族の

状況に応じて適切な介護サービスを受けるこ

とができるよう、介護基盤緊急整備等臨時特

例基金等を活用して、認知症高齢者グループ

ホームや特別養護老人ホームなどの基盤整備

を進めてまいります。 

 さらに、高齢者が生き生きと輝き、長寿を

楽しめる社会の実現に向けて、本年10月15日

から18日までの４日間、第24回全国健康福祉

祭くまもと大会、ねんりんピック2011熊本を

開催します。全国から参加される方々に満足

していただける大会となるよう、県民総参加

の取り組みを推進してまいります。 

 次に、障害者への支援については、本年度

策定する第４期熊本県障がい者計画に基づ

き、ともに生きる社会づくりに向けて、障害

者の地域生活への移行や地域生活の支援、発

達障害など新たな障害に対する支援、障害者

への差別をなくす取り組み等を推進します。 

 このため、障害者に対する保健医療サービ

スの着実な実施や、地域生活に必要な生活介

護や就労支援などの日中活動系サービス、グ

ループホーム等の住まいの場の充実を図って

まいります。 

 また、平成24年度以降の障害福祉サービス

等の提供体制の確保を図る第３期熊本県障が

い福祉計画を策定するとともに、在宅の重症

心身障害児者に対する療育や日中活動の場を

提供する通園事業の推進、発達障害児者の家

族の相談役であるペアレントメンターの養成

等に取り組んでまいります。 

 自殺予防対策については、その充実強化の

ため、本年度策定する熊本県自殺対策行動計

画に基づき、県内の関係機関や団体とも連携

しながら、地域自殺対策緊急強化基金を活用

して、普及啓発や相談体制の充実、人材育

成、さらには市町村を核とした地域での取り

組みなどを総合的に推進してまいります。 

 次に、地域医療体制の整備については、引

き続き、地域医療再生基金を活用して、医師

確保総合対策や救急医療対策等に取り組んで

まいります。 

 医師確保総合対策では、深刻な医師不足に

対応するため、熊本大学と連携した寄附講座

の設置、医学生への修学資金貸与、女性医師

の就業支援、地域医療機関の医師の勤務環境

整備、総合医の養成等を行ってまいります。 

 救急医療対策では、ドクターヘリの本年末

の導入に向けて準備を進め、熊本型ヘリ救急

搬送体制の構築を図るとともに、救急車搬送

の医療的な質の向上を図ってまいります。 

 次に、健康増進・長寿づくりの推進につい

ては、生活習慣病対策に重点を置いた健康づ

くりを推進するため、運動、栄養・食生活、

たばこ対策、歯の健康などについて、子供の

ころから生涯を通した適切な生活習慣の定着

ができるよう、一人一人の健康づくりを支援

してまいります。 

 特に、歯の健康については、昨年10月に制

定された熊本県歯及び口腔の健康づくり推進

条例の趣旨を踏まえ、子供の虫歯予防促進の

ため、小中学校等での弗化物洗口を推進して
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まいります。 

 栄養・食生活の分野では、本年度策定する

熊本県健康食生活・食育推進計画に基づき、

子供や高齢者等のライフステージの特性に応

じた健康的な食生活習慣の定着や食育を進め

てまいります。 

 がん対策については、県内どこでも、だれ

もが高い水準のがん医療を受けることができ

るよう、がん診療連携拠点病院を支援してま

いります。 

 また、全国的に見て人工妊娠中絶率が高い

ことから、教育委員会とも連携しながら、望

まない妊娠を防ぐための啓発や人材育成に取

り組んでまいります。 

 次に、健康危機管理対策については、イン

フルエンザの流行が１月下旬をピークに終息

に向かっていますが、今後は、高病原性の新

たな新型インフルエンザの発生に備えるた

め、国の新型インフルエンザ行動計画の改定

状況を注視しながら、平成21年度の新型イン

フルエンザ対策の検証結果を踏まえ、本県の

行動計画を改定してまいります。 

 また、感染症対策として２月に造成しまし

たワクチン接種緊急促進基金を活用して、本

格的に子宮頸がん予防ワクチン等の予防接種

を促進してまいります。 

 次に、第58号議案の平成23年度熊本県母子

寡婦福祉資金特別会計予算についてですが、

母子家庭を対象とした修学資金等の貸付金と

して１億2,000万円余を計上しております。

 以上、特別会計を含む健康福祉部の平成23

年度の予算総額は1,379億8,000万円余とな

り、平成22年度当初予算と比較しますと、金

額にして116億円余の増額、率にして約9.2％

の増となっております。 

 次に、第83号議案の熊本県国民健康保険広

域化等支援基金条例の一部を改正する条例の

制定についてですが、国民健康保険法の一部

改正に伴い、関係規定を整備するものです。

 次に、第97号議案の熊本県やさしいまちづ

くり推進計画の策定についてです。 

 現行計画が本年度末で終了しますが、引き

続き、ユニバーサルデザインを理念としたや

さしいまちづくりを推進するため、次期計画

の策定に当たり、熊本県行政に係る基本的な

計画の策定等を議会の議決事件として定める

条例第３条に基づき、議決をお願いするもの

でございます。 

 このほか、第２期熊本県地域福祉支援計画

の策定状況についてなど、９件について御報

告させていただくこととしております。 

 以上が今回提案しております議案等の概要

でございます。詳細につきましては、関係各

総室長及び課長が説明いたしますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。座ったまま説明をさせていただ

きます。 

 お手元の厚生常任委員会説明資料の２ペー

ジをお願いいたします。 

 予算の内容につきまして、主なものを御説

明申し上げます。 

 まず、社会福祉総務費でございますが、10

億9,512万円余をお願いしております。 

 まず、説明欄１の職員給与費でございます

が、２億2,860万円余を計上しております。

これは、平成23年１月１日時点での定年退職

予定者を除く職員数とその給与額をもとに積

算いたしております。この職員給与費につき

ましては、各課、総室、室とも同様の趣旨で

ございますので、それぞれからの説明は省略

させていただきたいと思っております。 

 なお、健康福祉部全体で65億321万円とな

っております。 

 次に、説明欄２の民生委員費でございます

が、熊本市を除く県内2,729名の民生委員・

児童委員の日常活動に係る費用弁償の経費等

でございます。 

 次に、３の社会福祉協議会助成費につきま
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しては、県社会福祉協議会の運営費や地域福

祉権利擁護センターへの補助等でございま

す。 

 次に、４の地域福祉振興費でございます

が、(1)地域福祉計画推進・支援事業は、今

年度内に策定します第２期の地域福祉支援計

画の推進並びに市町村トップを対象にしまし

た市町村トップセミナー等の開催に要する経

費でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 新規事業としまして、(4)の地域の縁がわ

彩り事業、(5)地域の結いづくり活き活き事

業、その下の(1)の地域の支事おこし事業に

つきましては、第２期地域福祉支援計画の３

本柱として県の計画に位置づけているもので

ございまして、まず、(4)の地域の縁がわ彩

り事業、これは、地域の縁がわのさらなる普

及や、その地域の実情に合わせた効果的な地

域住民との交流拡大に向けた支援に要する経

費でございます。従来縁がわ事業につきまし

ては、施設整備への支援を行っておりました

が、23年度から活動費への助成も予定してお

ります。 

 次に、(5)地域の結いづくり活き活き事業

は、県内全市町村における小地域ネットワー

ク活動のさらなる普及啓発並びに水俣・芦北

地域における住民見守り活動の普及に要する

経費でございます。 

 次に、５番、社会福祉諸費、(1)の地域の

支事おこし事業、この支事おこしの支事とい

うのは造語でございまして、地域の縁がわで

高齢者、障害者等を地域住民が支え合いなが

ら起業化を図っていく、支事を起こしていく

と、そういった意味で使っております。この

事業につきましては、地域の縁がわを拠点と

する起業化モデルをつくり、行政に頼らない

小地域のモデル的な取り組みにつきまして、

県内への普及、推進を図るための経費でござ

います。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 ３段目の(4)地域共生くまもとづくり事業

でございます。これは、今年度策定中の第２

期地域福祉支援計画及び第３期やさしいまち

づくり推進計画に寄与する民間団体の地域福

祉活動に対する助成費でございます。 

 (5)でございます。これは経済対策として

昨年度から実施しておりますが、23年度も引

き続き、介護や福祉の仕事を目指す学生をふ

やすための事業ですとか、福祉、介護の人材

と事業所をつなぐ事業など、福祉・介護人材

の参入促進や定着を図るための経費でござい

ます。 

 (6)につきましては、これも経済対策とし

て実施している事業でございます。国の交付

金が中核市の分を含めて県に一括して交付さ

れておりまして、熊本市が所管する社会福祉

施設等の耐震化整備やスプリンクラー整備事

業に対して補助を行うものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 中ほど、７番、やさしいまちづくり事業費

でございます。新規事業の(2)福祉有償運送

制度活用による地域生活の利便性向上事業に

つきましては、水俣・芦北地域の生活の利便

性向上を図るための福祉有償運送制度の普及

に要する経費でございます。 

 (3)ＵＤやさしいまちづくり普及啓発事業

は、障害者用駐車場の利用証を発行しますハ

ートフルパス制度の普及などによるユニバー

サルデザインを理念としたやさしいまちづく

りの意識向上、あるいは人材育成に要する経

費でございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 説明欄中ほどの１番、社会福祉事業振興資

金利子補給でございます。これは、社会福祉

法人が、社会福祉施設の整備のため、独立行

政法人福祉医療機構から借り入れた資金の利

子の一部を補助することにより、社会福祉事

業の振興を図るための経費でございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 １番の災害救助基金積立金でございます。
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これは、災害発生時におきまして、県が収容

施設の供与ですとか、生活必需品の貸与等の

救助を実施するための必要な費用の財源とし

まして、災害救助法の規定に基づく災害救助

基金の積み立てを行うための経費でございま

す。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 ４番の保健医療推進対策費でございます。

新規事業の(4)第６次保健医療計画策定事業

につきましては、この保健医療計画は医療法

に基づく医療計画でございまして、５年ごと

に見直しを行っております。現在の５次計画

が平成24年度までの計画であることから、次

期計画の策定に向けて、今後の保健、医療の

あり方を検討するための基礎調査等を行うた

めの経費でございます。 

 次に、８ページ下段は、宇土市にございま

す保健環境科学研究所と、それから次の９ペ

ージ上段は、県内10カ所の保健所のそれぞれ

の運営費及び維持管理費でございます。 

 最後に、９ページ下段の１番、災害援護資

金貸付金償還金でございますが、これは、災

害により被災した世帯への貸付金に係る返済

額のうち、国庫への償還に要する経費でござ

います。 

 以上、健康福祉政策課は、総額36億7,895

万1,000円をお願いしております。 

 続きまして、説明資料の77ページをお願い

いたします。 

 第97号議案の熊本県やさしいまちづくり推

進計画の策定についてでございます。 

 本計画につきましては、昨年の９月及び11

月の定例会におきまして、策定経過を当委員

会に報告してまいりましたが、今回は議案と

して提案させていただいております。 

 内容については、次の78ページからの資料

で要点を説明させていただきます。 

 78ページをお願いいたします。 

 まず、計画の策定趣旨でございます。 

 平成６年６月に、高齢者、障害者の施設利

用上の円滑化を図るため、ハートビル法が制

定され、これを受けて、本県でも平成７年３

月にやさしいまちづくり条例を策定いたしま

した。この条例に基づき策定されましたのが

熊本県やさしいまちづくり推進計画であり、

平成８年度から２期15年間にわたって施策を

進めてまいりました。 

 中ほどですが、本県の社会情勢の変化を見

ますと、計画は、対象としております高齢

者、障害者の状況につきましては、高齢化率

が25.5％といった超高齢化の中にございまし

て、また、障害者手帳の所持者数も、身体、

知的、精神の３障害ともに、ここ７年間、増

加している状況にございます。 

 また、下段の第２期計画、現計画の評価で

ございますが、具体的施策の数値目標では、

30指標のうち、20指標におきまして目標の８

割を達成している一方で、未達成のものも10

ございまして、特に、意識づくり、生活環境

分野におきまして、さらなる取り組みの強化

を図る必要があるというふうに分析しており

ます。 

 こうした中で、第２期計画の計画期間が今

年度で終了することから、23年度から28年度

までを計画期間とします第３期計画を策定す

るに至っております。 

 79ページをお願いいたします。 

 計画の位置づけとして、①から③まで、３

つの項目を挙げております。 

 まず、①にありますように、条例に沿っ

て、３つの基本方針に基づき、７つの分野に

おける現状と課題を明らかにし、具体的施策

を体系化し、計画的に事業を実施するための

よりどころとなる計画としております。 

 次に、現計画策定後の社会情勢の変化や国

の動向などを踏まえた内容としております。

 さらに、県政の運営指針でございます、く

まもとの夢４カ年戦略でも、ユニバーサルデ

ザインとやさしいまちづくりが主な施策とし

て位置づけられており、ユニバーサルデザイ
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ンを理念としたやさしいまちづくりを推進す

ることとしております。 

 中段の計画策定の体制につきましては、民

間の有識者から成ります推進協議会と、その

下の専門分野の９人の委員から成ります専門

委員会を設置し、計画案に沿って検討をいた

だいております。また、庁内関係課で構成し

ます推進会議におきまして、庁内協議、調整

を行ってまいりました。 

 下段の計画策定の経過にございますが、関

係団体の方々からの意見聴取、あるいは当事

者へのアンケート調査を行うとともに、パブ

リックコメントにより、県民の皆様からの意

見を広く伺いながら策定に取り組んでまいり

ました。 

 80ページをお願いいたします。 

 ここからは計画案の概要についてでござい

ます。 

 第１章では、やさしいまちづくり条例の制

定経緯、社会情勢の変化、国の動向などにつ

いて記載しております。 

 なお、第１章の右側に議案第97号Ｐ１～Ｐ

７と記載してございますが、これは、別冊で

お配りしております第３期計画の冊子の掲載

ページを示したものでございます。 

 次に、第２章の推進計画についての欄で

は、この計画の骨格となる項目を記載してお

ります。 

 まず、計画が目指す姿として、高齢者や障

害者等を取り巻くさまざまな障壁を取り除

き、県民だれもがともにいきいきと暮らせる

ような社会の創造を掲げておりまして、ここ

に向けて基本的な事項を②から⑦まで６つ記

載しております。１つ目が、②ユニバーサル

デザインの視点でございます。③が条例の施

行に沿った展開、④が効果的な推進と進捗管

理、⑤が推進主体と役割、⑥が計画の期間、

それから、⑦が関連計画との整合性というこ

とで、それぞれ記載しております。 

 81ページをごらんください。 

 第３章の分野別施策、ここでは、３つの基

本方針と７つの分野に沿って具体的に内容を

記載している部分でございます。 

 まず、第１の意識づくりですが、ここで

は、施策数12項目、指標数４項目を設定し、

共生社会への理解やボランティア活動を促進

していくこととしております。障害者用駐車

場の適正利用を図りますハートフルパスの協

力施設数ですとか、地域の縁がわの箇所数、

こういったものを指標として設定しておりま

す。 

 次に、第２の社会環境の整備ですが、ここ

では、施策数79、指標数10を設定し、教育、

雇用、情報、スポーツ・レクリエーション・

文化、防犯・防災・交通安全におきます高齢

者や障害者の環境整備の促進を図っていくこ

ととしております。 

 この分野では、専門的な他の計画と整合性

を図ることとしておりまして、(2)の教育分

野におきましては、くまもと夢への架け橋教

育プラン、(3)の雇用の分野では、しごとい

きいき県民プランとそれぞれ施策を共有して

おります。 

 また、(4)の情報、さらには、次のペー

ジ、82ページにわたりまして、(5)のスポー

ツ・レクリエーション・文化について記載し

ております。 

 (6)の防犯・防災・交通安全につきまして

は、犯罪の起きにくい安全・安心まちづくり

基本指針、あるいは熊本県交通安全計画とそ

れぞれ施策を共有しております。 

 最後に、82ページの下段の第３、生活環境

の整備では、施策数15項目、指標数７項目を

設定しております。こちらでは、建築物、道

路・都市公園等、旅客施設・公共車両等のハ

ードの分野になっておりまして、高齢者や障

害者を初め、だれもが円滑に利用できるよう

な整備を進めていくこととしております。こ

の分野の進捗管理として、下の指標に挙げて

おりますように、事前協議の実施により、よ
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り使いやすい建築物の整備を進めることなど

で、ハード整備を進めることとしておりま

す。 

 83ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 本計画は、以上のような非常に幅広い分野

にわたっております。21の指標を設定して進

めていきますが、よりわかりやすく、かつ短

期間集中的に実施するため、第４章としまし

て、重点プロジェクトを今回初めて設けてお

ります。 

 この重点プロジェクトは、啓発の促進と移

動の確保の２つのプロジェクトを設定してお

ります。 

 プロジェクト１の啓発の促進では、多目的

トイレ等の利用しやすいトイレに関する情報

発信を行うおでかけトイレ普及作戦や、障害

特性の理解者をふやしていくハートフルサポ

ーター育成の取り組みなどを掲げておりま

す。 

 プロジェクト２の移動の確保では、災害時

に要援護者が安全に避難できるかの検証を行

う取り組みですとか、障害当事者を含む地域

全体の意見を商業施設や道路等の整備に反映

し、だれもがより使いやすい空間を整備する

取り組みを掲げております。 

 これら２つのプロジェクトを展開しなが

ら、県民の皆様とともに、やさしいまちづく

りを進めていきたいと考えております。 

 以上、やさしいまちづくり推進計画の概要

につきまして御説明申し上げました。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 ここで質疑を受けたいと

思います。 

 

○山口ゆたか委員 まず、１ページの母子寡

婦福祉資金の特別会計についてちょっとお尋

ねしますけれども、前年度からかなり増額、

2,400万余り増額されておりますが、今状況

としてはどうなのか、ちょっと詳しく説明を

いただきたいと思います。 

 

○溝口幸治委員長 山口委員、それは後で少

子化対策課から説明しますので。 

 

○山口ゆたか委員 済みません。 

 

○藤川隆夫委員 ５ページの福祉有償運送制

度活用、これは地域が水俣病発生地域という

ふうに入っておりますけれども、障害者自体

は県下各地にいらっしゃると思うんですけれ

ども、このような制度は、ほかのところでや

る予定があるのかどうか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 福祉有償運送につ

きましては、現在県内でそれぞれ取り組んで

いただいておりまして、特に、今回、水俣・

芦北地域につきましては水俣病発生地域であ

るということで、特に障害者の方が多うござ

います。といったことで、全圏域の通常の福

祉有償運送の取り組みに加えまして、この地

域、特にてこ入れするという意味で、運送主

体の立ち上げに際しての支援等を行うための

経費として今回掲載しております。 

 ほかの圏域につきましては、特に本年度ま

で県の協議会も設置した形で、特に利用者が

10人を切るような小規模なところにつきまし

ては、県も協議会を統括する形で支援をして

おりまして、引き続き、23年度、各地、市町

村での協議会とともに、県でも連絡会議のよ

うなものをつくりまして、全県的には促進を

図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○藤川隆夫委員 今の説明わかりましたけれ

ども、これは予算的には立ち上げだけで、そ

の後はもう特に予算つけてやっていくとか、

そういう話はありますか。 
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○吉田健康福祉政策課長 今回予算をつけて

おります部分につきましては、水俣・芦北地

域を対象にしたもので、23年度におきまし

て、運送主体の設立関係の費用につきまして

支援をするということで、立ち上げ支援限定

ということで想定をいたしております。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩中伸司委員 ４ページの(4)の地域共生

くまもとづくり事業ですが、これは民間団体

への助成ということですが、具体的にはどう

いう団体でしょうか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 この地域共生くま

もとづくり事業につきましては、県の方で今

造成しております地域福祉基金、本年度末で

13億7,000万ほど造成しております。その運

用利息を活用したものでございます。 

 内容としましては、助成率が３分の２、助

成の上限額が100万円ということでございま

して、民間の団体、ＮＰＯですとか、いろん

な福祉団体、あるいは地域での自治活動をさ

れているような団体、こうした団体が、やさ

しいまちづくり計画ですとか、地域福祉計画

の理念に沿うような独自の取り組みをなされ

る場合に対象としております。例えば、研修

会を開催したりですとか、あるいは広報活動

をされたりですとか、イベント、セミナーを

開催されたり、そうした場合にさまざまの費

用を助成するというふうなものでございま

す。 

 

○岩中伸司委員 今年度、大体何団体、計算

すればわかるんでしょうが。予定では。 

 

○吉田健康福祉政策課長 毎年度、年度が始

まりまして、夏前ぐらいの時期で県内募集を

いたしますので、その出ぐあい次第で数とい

うのは当然変わってくるんだろうというふう

に思っております。 

 

○岩中伸司委員 いいです。 

 

○内野幸喜副委員長 ２ページの民生委員

費、恐らく12月に民生委員が新たにまた、委

嘱というんですかね、なったと思うんですけ

れども、現在欠員というのはあるんですか

ね。欠員数、それから欠員地域というのはど

れぐらいあるのかというのをちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

 

○吉田健康福祉政策課長 民生委員につきま

しては、熊本市を除く地域を県の方で管轄し

ております。昨年の12月１日で一斉改選とい

うことで、任期が３年ございますが、３年に

１度の大きな入れかわりの時期となっており

ます。それで、12月１日に向けまして改選手

続をとりましたが、23年２月22日の状況で申

し上げますと、全体として16名の欠員がござ

います。定員が2,729名ということで、16名

の欠員がございますが、欠員の部分につきま

しても、順次、その後市町村での推薦会等を

開いていただきまして、上げていただくよう

にしておりますので、実際、日を追って、こ

の欠員というのはもっと少なくなってくるよ

うな形で動いてくるものというふうに思って

おります。 

 

○内野幸喜副委員長 昨年だったですか、東

京の方とかで高齢者の方が亡くなっていて、

手続がとられてなくて、そのときにやっぱり

民生委員の方とかが、本来は、そういったも

のも御自宅の方にお邪魔して早期発見に至っ

ておくべきだったと思うんです。ただ、そう

いったいろんなことがあって、今民生委員の

方に負荷がかかって、なかなかなり手がいな

いという現実もあると思う。その辺、何か対
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策というか、そういったものは今打っていま

すか。 

 

○吉田健康福祉政策課長 民生委員さんにつ

きましては、まさにボランティアということ

で、費用弁償、年間６万弱ほどございます

が、実質的にボランティアということで活躍

をしていただいております。役割がどんどん

重くなってくる割には、そうしたボランティ

アということで、なかなか市町村の方でもな

り手を探すのに今御苦労されております。 

 県としましては、本年度、民生委員さんの

役割をわかりやすく書いたパンフレット等を

作成してＰＲに努めておりますが、なかなか

民生委員さんだけを頼りにしていくだけでは

地域のいろんな高齢者の問題等解決しません

ので、いろんな地域福祉の中での縁がわづく

り事業、あるいは人と人とのつながりをつく

っていく小地域のネットワーク活動、こうし

たものを進めていきたいと思っております。 

 特に、明日になりますけれども、県内で初

めての取り組みとしまして、県と県の社会福

祉協議会、それから県の民生委員・児童委員

協議会、それから熊本県警察本部、それから

民間事業者ということで熊本日日新聞社、５

者で協定を結ぶことにしております。民生委

員だけではなくて、そういった日々高齢者の

自宅を訪問される民間事業者、新聞販売店に

なりますが、こうした方々の協力も得なが

ら、少しでも地域でのそうした見守り、声か

け活動が充実されていくことが、また民生委

員のなり手不足の解消にもつながっていくの

ではないかというふうに考えております。 

 

○内野幸喜副委員長 今民生委員の方も、ほ

とんどもう何期もやっていらっしゃる方がや

っぱり多いんですね。民生委員の高齢化とい

うのも今出てきていると思いますので、今、

吉田課長から話もいただきました。しっかり

とそういった対策、対応をとっていただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 今、内野委員の方からも話

がありましたように、本当になり手がおら

ぬ。私の周辺でも何人もそういう人たちと会

いますけれども、ようやくことし継続した

り、新しく発掘をしてお願いしてなってもら

ったりということがありますけれども、やっ

ぱり環境が随分変わっているんですね、かつ

てと比べると。例えば、高齢化の状況もそれ

はもう数年前と比較にならぬように地域の中

では上がっていますし、それから一番問題

は、個人情報の問題で、民生委員の方々と、

例えば区長さんだとか地域の役員との間で情

報交換が非常に難しくなっている。こういう

問題もあって、どの程度この民生委員と県と

のかかわりがあるのかということ、いつも私

自身も判断に迷っていたわけですけれども、

そういう意味で――しかも、昨年からあって

いるように、高齢者の亡くなるケースにかか

わる責任の問題だとか、客観的に非常に大き

な変化をしている、そういう状況の中でどう

するかということについては、もう少し積極

的な関与をしていかないと、現場で、なって

いただいた方々は全くボランティアですか

ら、これだけ負荷が集中するという状況の中

で、悩んで悩んでやめてしまうという、こう

いう現状もありますから、ぜひその点は取り

組んでいただくようにお願いしておきたいと

思います。 

 

○溝口幸治委員長 要望ですか。 

 

○鬼海洋一委員 要望ですね。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○鬼海洋一委員 ちょっと質問をしたいと思

いますが、先ほど部長のあいさつの中にもあ
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りました地域の縁がわづくり、地域ふれあい

ホーム、新ということになっておりますけれ

ども、この地域の縁がわのさらなる普及や効

果的な地域交流拡大に向けた支援に要する経

費と書いてあります。何か特別に今年度、こ

の縁がわづくり事業の中で変わったことが、

特徴的なことがあればお聞かせいただきたい

と思います。 

 

○吉田健康福祉政策課長 地域の縁がわづく

り事業につきましては、平成16年度から取り

組んでおりまして、県民の方々が、日常生活

圏、歩いていける範囲１カ所ということで、

小学校区に１つずつということで500カ所を

目指しております。ただ、昨年度末で200カ

所ということで、本年度もまた増加、あると

思いますが、目標に向けてますます頑張って

いかなくてはいけないと思っておりますが、

この７年間の取り組みの中で、特に地域の縁

がわ団体からお聞きします課題というのが２

点ございまして、１つは、地域住民の方とど

うやって交流を拡大していくかということ

と、もう一つは、運営費をどうやって捻出し

ていくかということがございます。 

 その１点目の地域住民の方との交流の拡大

につきましては、これを図る観点から、本年

度には、農業をツールとしまして、縁がわで

地域住民の方々との交流を図るための農園づ

くり事業というのを始めております。今年

度、予算を上回る件数の申請があっておりま

す。 

 それから、２点目の運営費の捻出につきま

しては、多くの縁がわで共通した課題だと思

っております。昨年の11月、この委員会でも

視察いただきました人吉市の「青井さん」ふ

れあいサロンでも、廃品回収ですとか、ある

いは町内会からの助成を受けながら、非常に

苦労して運営されているというお話がござい

ました。こうしたことを受けまして、本年度

予算の中では、従来の施設整備への改修費用

の補助に加えまして、活動費に対する補助、

これは補助率３分の２で補助限度額80万とい

うことですが、当然縁がわを今やっていらっ

しゃる団体も対象になりますが、そうしたも

のを設けております。そうしたことで、今後

とも地域の実情に応じた支援策をやっていき

たいというふうに思っております。 

 

○鬼海洋一委員 例えば、私も今４年に１回

選挙せなんなというふうに思いますけれど

も、ずっと回りますね。そうすると、そのと

きにやっぱり４年でも随分地域が変わってお

りますね。何が変わっているか。高齢化、特

に市街地、中心市街地が非常に変わっている

という状況がやっぱりあります。 

 そこで、例えば共同店舗なんかあるんです

が、こういうところに今地域の年寄りがどう

かというと、９時半が、そこが店があく直前

にずっと並んで待っている。そして、そこが

あいたと同時に入っていって弁当買ったり、

つまり、そこが地域、中心市街地の高齢化し

た年寄りの人たちのコミュニティーの場所に

なっているという、こういう現状もあるんで

す。 

 この共同店舗がなくなってしまうと、コン

ビニ、コンビニがその役割ができるかという

と、なかなかできない。そういう商工部局と

連携をとった地域のこの縁がわづくりといい

ますか、そういうことも必要だなというふう

に思いながら今ずっと回っとるんですが、そ

ういうところにはこの事業展開できるんです

か。 

 

○吉田健康福祉政策課長 地域の縁がわづく

りにつきましては、本当に今200カ所、県が

助成をしましたところ以外でもいろんな展開

がございます。例えば、本年度、縁がわづく

り事業として６つの団体に助成をさせていた

だいておりますが、その中には、例えば、松

橋の商業施設のスペースを活用した縁がわ等
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もございまして、あるいは、中には、本年

度、助成以外でも学校の跡地を活用したりと

いうことで、いろんな場所での展開がふえて

おります。それで、当然そうした場合には、

市町村の段階では、少なくとも他部局、福祉

以外のいろんなところとお話ししながら、事

業の企画というのをやっていただいていると

いうふうに考えております。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか。――ほかに

ございませんか。 

 私から１点いいですか。 

 さっき熊本県やさしいまちづくり推進計画

の説明がありましたけれども、この中で、い

わゆる未達成項目というのがありますよね。

全部100ではなくて、まだ残っているものが

あるんだと言われますが、仮に、今度６月に

提案される予定の障害者の差別をなくす条

例、こういったものが制定されると、このや

さしいまちづくりの計画の未達成項目につい

てはどのような効果が出るのか。条例が制定

されることで加速度的にこの未達成項目が達

成されていくということならば非常にいい条

例じゃないかなと思うんですが、その辺の関

係、あるいはそういう条例ができなくても、

もっといろいろな要望があるわけですから、

この推進計画、あるいはその上位の条例等に

何かを加えていくとか、そういうものがあっ

た方がいいのか、その辺の総合的な話をちょ

っと課長の方からお願いしたいと思います。 

 

○吉田健康福祉政策課長 このやさしいまち

づくり条例、あるいはこの条例に沿った今回

の計画につきましては、まず、対象の部分

で、障害者の方には限定されていないという

のが大きくございます。それともう一つは、

意識づくり、社会環境、生活環境ということ

で定めておりますが、特に、コア、メーンの

部分につきましては、国のハートビル法、あ

るいは交通関係の法律等でございますよう

に、生活環境、特に建築物ですとか、道路で

すとか、旅客施設、この部分がこのやさしい

まちづくり推進計画のメーンの部分ではない

かと思っております。これにつきましては、

国の制度を基本としながら、上乗せ、横出し

ということですから、１つには、国のやさし

いまちづくり、バリアフリーの流れの中で今

後も粛々と進めていくというようなことにな

ろうかと思います。 

 障害の方の条例につきましては、また御報

告の中でも説明あると思うんですが、過度の

負担とかいうような条項もございまして、こ

のやさしいまちづくり計画とは少し趣旨が違

うのかなというふうには思っております。直

接その影響があるというふうな感じではない

かなというふうには思っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 この計画自体にどうとい

うことではないんですけれども、障害者スポ

ーツの全国大会があっとりますけれども、私

たちも一度障害者条例のことを勉強に行って

から、障害者の皆さんと電車の中ですれ違っ

たりしたんですが、熊本県においては、県代

表として参加していただく方々に、何かジャ

ージーの提供をやめたということもちょっと

お聞きしたんですよね。そのあたりも、何か

各施設の皆さんからは出していただけんかな

という要望もちょっといただいているので、

要望として添えておきます。よろしくお願い

します。 

 

○溝口幸治委員長 要望でいいですね。 

 たしかあの話は、よその県は、きちっとし

たいわゆるブランドというか、いい品物で着

ているんだけれども、熊本県は予算が削られ

とるんで、何かぴらぴらのやつで、なかなか

肩身の狭い思いをしたという話だったと思い

ますけれども、まあ、要望ということですの
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で、よく検討していただきたいと思います。 

 それでは、社会福祉課、中園課長。 

 

○中園社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料は、10ページをお願いいたします。 

 予算の内容につきまして、主なものを御説

明いたします。 

 まず、社会福祉総務費でございます。 

 説明欄２の生活福祉資金貸付事業費につき

ましては、県社会福祉協議会への補助でござ

います。 

 (2)生活福祉資金相談支援体制強化事業

は、貸付業務の窓口となります市町村社協に

相談員を配置することに対しまして、県社協

を通じて補助するものでございます。 

 次に、３の社会福祉諸費につきましては、

社会福祉法人や施設の指導監査に要する経費

でございます。22年度は、72カ所の法人、16

1カ所の施設の監査を行いましたが、23年度

も同じ規模で実施予定でございます。 

 次に、下段の遺家族等援護費でございま

す。 

 次の11ページにかけまして、戦没者の遺族

の方々に対する特別弔慰金などに関する事

務、また、中国残留邦人に対する自立支援や

支援給付金の経費を計上しております。 

 次に、11ページ下段からの生活保護総務費

でございます。 

 説明欄１の(1)生活保護世帯からの進学の

「夢」応援事業ですが、新規分と旧年度から

継続して貸し付ける分と合わせまして、合計

34人分の予算を計上しております。 

 それから、(2)ホームレス対策事業です

が、これまで実施しておりますシェルター事

業や巡回相談事業を引き続き実施しながら、

さらに内容を拡充いたします。 

 まず、働く意欲や能力がある人たちのため

の自立支援センターを新たに設置しまして、

住まいの提供とともに、健康管理や日常生活

の支援を行いながら、自立に向けた支援を行

いたいと考えております。このセンターの設

置につきましては、都道府県レベルとしては

東京都に次いで２番目となります。さらに、

廃品回収ですとか、清掃業務などに関する知

識や技術の講習を行いまして職場開拓まで行

うなど、支援内容の充実に努めてまいりま

す。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 (3)住宅手当緊急特別措置事業、それか

ら、(5)緊急雇用創出基金市町村補助事業で

ございますが、失業者の中で住宅を喪失して

いるか、またはそのおそれのある方に対して

住宅手当を支給するとともに、就労支援を行

うための経費でございます。(3)は県の実

施、(5)は熊本市を含む各市に補助するもの

でございます。市の場合は、ホームレス対策

などもこの予算で行います。 

 それから、(6)は、新規になりますが、自

立支援プログラム策定実施推進事業でござい

ます。これまでセーフティーネット支援対策

事業として生活保護世帯の自立支援をしてま

いりましたが、これをさらに拡充いたしま

す。具体的には、まず、就労に当たってさま

ざまな課題を抱える被保護者に対し、ノウハ

ウのある専門機関などに委託しまして、職業

訓練から就職活動、さらには離職防止までの

総合的な支援を行います。また、子供の学習

支援ですとか、引きこもり、不登校への対応

などにつきまして、また別の専門機関に委託

して行うこととしております。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 (7)は、事業名が変わったことで新規扱い

になっておりますが、これまで同様、生活保

護の適正化を進めるための経費でございま

す。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 中段の扶助費でございます。 

 説明欄１の生活保護扶助費でございます

が、生活保護世帯の増加に伴いまして、本年
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度当初予算比較で８億1,000万円余の増額と

なっております。 

 以上、社会福祉課は、総額49億9,663万3,0

00円をお願いしております。 

 最後に、15ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。生活保

護世帯進学「夢」応援貸付におきまして、在

学中継続して貸し付けを行う必要があります

ので、平成26年度まで債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○福島少子化対策課長 少子化対策課でござ

います。 

 説明資料16ページをお願いいたします。 

 予算の内容につきまして、主なものを説明

いたします。 

 児童福祉総務費でございます。 

 まず、説明欄３児童健全育成費の(1)多子

世帯子育て支援事業は、子育て家庭の経済的

負担の軽減のために、第３子以降の３歳未満

児の保育料の無料化を実施する市町村に対す

る補助でございます。今年度、未実施の団体

が６団体ございましたが、来年度はそのうち

５団体で取り組んでいただく予定になってお

ります。 

 次に、(2)熊本県地域子育て応援事業でご

ざいますが、市町村が実施する子育て支援事

業や、商店街、あるいは地域の縁がわ施設が

子育て環境の向上のために実施する事業に対

し、安心こども基金の活用により補助を行う

ものでございます。 

 17ページをお願いします。 

 (3)と(4)は、安心こども基金の活用による

新規事業でございます。 

 まず、(3)若者の結婚支援事業ですが、少

子化の流れを変えるためには、その要因とさ

れております未婚化、晩婚化対策が必要であ

ります。また、いわゆる団塊ジュニア世代が

30代後半に入った今、少子化対策が喫緊の課

題となっております。そのために、男女の出

会いの機会の減少、あるいは恋愛や結婚に関

するアドバイス機能の低下という課題に対応

しながら、全県的に結婚を応援する機運を盛

り上げてまいりたいと考えております。 

 具体的には、公益法人、あるいはＮＰＯ法

人への委託により、仮称でございますが、結

婚支援センターを設置いたしまして、市町村

等で取り組まれております男女の出会いの場

となる交流イベントの紹介や地域の結婚世話

役さん方を紹介する結婚応援サイトを開設す

るとともに、非営利の交流イベントへの助

成、あるいは世話役さん同士の交流会の開催

など、全県的な結婚支援体制を構築すること

にしております。 

 次に、(4)お父さん子育て応援事業は、最

近育児をする男性を称して育メンと呼ぶよう

になりましたが、父親の育児参加の重要性が

認識されてきている中、父親の育児参加の啓

発のために父親向け研修を実施したり、ある

いはロアッソ熊本の選手との交流によりまし

て、親子ふれあいサッカー教室等の開催を行

うものでございます。 

 次に、(5)児童健全育成事業は、放課後児

童クラブや児童の健全育成のための児童館活

動を実施する市町村に対して補助するもので

ございます。 

 (6)現任保育士等研修事業は、保育所職員

等を対象に計画的、体系的な各種研修会を実

施し、保育士等の質の向上を図るものでござ

います。 

 18ページをお願いします。 

 新規事業の(7)子どもの食育推進事業は、

食育が子供の健やかな成長のために重要な役

割を果たしていることから、保育所の食育活

動、給食管理への支援や手引書の作成、ある

いは地域子育て支援施設の食育活動への支援

等に取り組むことにしております。 

 次に、(8)子ども・若者育成推進事業は、
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昨年４月、ニート、引きこもりなど社会生活

を営む上での困難を有する子供、若者を支援

することを目的とする子ども・若者育成支援

推進法が施行されたことを受けまして、この

３月14日に発足を予定しております関係機関

によるネットワークであります子ども・若者

支援地域協議会の開催や、今後の支援の方向

性を示すために平成23年度に予定をしており

ます、子ども・若者計画の策定等に要する経

費でございます。 

 次に、新規事業の(9)要保護児童進学応援

事業は、児童養護施設や里親のもとで養育さ

れる児童が大学等に進学する場合に、安心し

て修学できるよう、在籍期間中の生活費を貸

し付け、本人の自立を支援する事業でござい

ます。先ほど社会福祉課からの予算でもござ

いましたが、生活保護世帯の応援事業と同様

のスキームによる無利子の貸付金制度でござ

います。 

 それから、下段、児童措置費でございます

が、そのうち、１児童扶助費ですが、(1)が

私立保育所の運営費の県負担金、(2)が児童

養護施設や乳児院等への措置費、(3)及び19

ページの(4)が、母子生活支援施設や授産施

設への措置費でございます。 

 次に、３児童手当でございますが、子ども

手当の一部として児童手当相当分に係る県の

負担金を市町村に交付するものでございま

す。平成23年度の子ども手当法案につきまし

ては、現在国会で審議中でございますが、政

府予算及び子ども手当法案に沿いまして、県

の負担分としてお願いを申し上げておりま

す。 

 下段の母子福祉費でございますが、１ひと

り親対策費の(1)ひとり親家庭等応援事業

は、安心こども基金を活用しまして、ひとり

親家庭等に対し、在宅就労に向けた技能訓練

や生活面、教育面など、総合的に支援する事

業の２年目分でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 (3)ひとり親家庭等支援事業は、母子家庭

の母親が看護師等の資格を取得するために養

成機関に通う場合に給付金を支給します。高

等職業訓練促進給付金を初めとする、ひとり

親家庭等に対する支援を推進する事業です。

今般、給付金の対象資格を、現在７資格でご

ざいますが、来年度から准看護師等を含めま

して33資格へ拡充することにしております。

 続きまして、３の(2)が、ひとり親家庭等

に対する児童扶養手当でございます。 

 21ページをお願いします。 

 ４ひとり親家庭等医療費は、県単独の医療

費助成事業の一つとして実施するものでござ

います。 

 次に、児童福祉施設費でございますが、２

市町村保育施設運営費補助の(1)特別保育総

合推進事業は、延長保育や病児・病後児保育

など、保育所等において地域のさまざまなニ

ーズに対応した多様な子育て支援を行う市町

村に対する補助でございます。 

 次に、新規事業の(2)保育ママ推進事業

は、保育士等が家庭的保育者、これはいわゆ

る保育ママと呼んでおりますが、となって自

宅等におきまして子供を預かって保育サービ

スを提供する事業でございます。熊本市やそ

の周辺の市町では保育所入所待機児童が発生

しており、これまで保育所の施設整備等の対

策を講じてきましたが、なかなか入所希望者

の増加に追いつけない状態であります。保育

ママ事業は、保育所の新設より施設整備や運

営経費の負担が少なく、待機児童解消に即効

性があり、かつ効率的な事業ですので、事業

主体となる市町村がスムーズに事業推進でき

るよう、その準備として、県においてその研

修等を実施することにしております。 

 ３児童福祉施設整備費は、児童福祉施設等

の整備に対して補助を行うものでございま

す。このうち、(1)保育所等緊急整備事業

は、安心こども基金の活用によりまして、民

間保育所の施設整備費の補助を行うものでご
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ざいます。平成23年度は、熊本市を含む８市

町村、16カ所で事業を予定しております。 

 22ページをお願いいたします。 

 (2)児童福祉施設耐震化等特別対策事業

は、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金を

活用しまして、八代市にございます八代乳児

院の耐震化等の整備に対して補助を行うもの

でございます。 

 次に、６児童相談所費の(3)児童保護費負

担金徴収促進事業は、児童養護施設等への入

所に当たりまして、保護者から所得に応じて

徴収します児童保護費負担金の徴収に要する

経費でございますが、急増する未収金対策の

一環としまして、収納率向上のためにします

徴収専門員を現在の１人から２人に増員しま

して、徴収の強化を図ることにしておりま

す。 

 23ページをお願いします。 

 新規事業の(5)子どもを虐待から守るため

の緊急対策事業は、今般の安心こども基金の

積み増しによりまして、メニューの一つとし

て、新たに児童虐待防止対策緊急強化事業が

創設されまして、本県にも配分があったこと

を受けまして、事業を創設しております。具

体的には、児童相談所における児童の安全確

認体制の充実を図るため、非常勤職員の増員

等を図るとともに、地域見守り支援体制の強

化等を講じることにしております。 

 最下段の母子寡婦福祉資金特別会計繰出金

は、母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るた

めの各種の資金の貸し付けを実施するための

特別会計への繰出金でございます。 

 以上、少子化対策課の平成23年度一般会計

予算は、総額187億4,312万2,000円をお願い

しております。 

 24ページをお願いいたします。 

 母子寡婦福祉資金特別会計でございます

が、先ほど御説明しました一般会計からの繰

出金等を財源とした各種の貸付金でございま

す。総額１億2,475万8,000円をお願いしてお

ります。 

 あわせて説明してよろしいですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい、いいです。 

 

○福島少子化対策課長 先ほど山口委員から

御質問がございましたので、補足させていた

だきます。 

 母子寡婦福祉資金貸付金につきましては、

最近貸し付けの実績がふえてきております。

数字を申し上げますと、平成19年度が約8,30

0万、20年度が約9,200万、21年度が約１億

円、22年度が、さらにちょっと伸びまして１

億2,400万の見込みでございます。そのよう

なことから、今年度につきましては、12月補

正で増額をさせていただきまして、今の額に

させていただいております。来年度につきま

しては、この額を計上させていただいている

ところでございます。 

 なお、主な内容は、子供さんの修学資金、

それからその支度資金、これで約９割を占め

ております。 

 続きまして、25ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 まず、一般会計は、先ほど御説明しました

新規事業の要保護児童進学応援資金貸付の分

でございまして、平成23年度に入学した児童

が卒業するまでの26年度までの間、貸し付け

が継続することになるため設定するものでご

ざいます。 

 次の母子家庭の児童の身元保証は、母子家

庭等の児童が就職する際、保証人が得られな

いときに県が身元保証を行うものでございま

す。 

 下段の特別会計の母子寡婦福祉資金貸付

は、先ほど御説明しました資金に関する債務

負担行為の設定でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 
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○溝口幸治委員長 それでは、ここで社会福

祉課、それから少子化対策課の説明について

質疑を受けます。――ございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 11ページのホームレス対策

事業なんですけれども、これは市以外を対象

にされているのかと思うんですけれども、一

体どの程度のホームレスの方がいらっしゃっ

ているのかというのと、また、この自立セン

ターを設置しなきゃやれないものなのかとい

うちょっと具体的にその理由を説明していた

だければと思います。 

 

○中園社会福祉課長 ホームレスの実態でご

ざいますけれども、厚労省が毎年全国一斉に

調査をしておりまして、ちょうどことしは１

月にやりましたけれども、それで、県全体で

40人という数字が出ております。昨年は76人

でしたので、それだけ見ますと減少傾向にあ

るかと思いますが、実は21年度に本県独自で

４カ月間かけて実態調査をしましたときに17

9人という数字が把握されております。その

後のシェルターとか相談事業におきまして

も、本年度11カ月で40人ほどの利用がされて

いますし、実態としては、数字的にはなかな

か正確につかめていないというのが実態なん

ですけれども、実際に支援を求めている人た

ちは後を絶たないといった実態がございま

す。そういうことで、支援策を積極的にやっ

ていきたいと思っているところです。 

 ２点目の自立支援センターをつくらなきゃ

いけないのかということでございますが、先

ほど申し上げましたように、都道府県レベル

では東京都に次いで２番目ということになっ

ております。自立支援センターは全国で今10

カ所ございますけれども、ほとんどが大都市

の政令市でございます。本県では、今シェル

ター事業なんかでまとめてホームレスの方の

支援をしておりますけれども、23年度から

は、特に就労意欲とか能力のある人たちを生

かそうということで、専門的に仕事の支援と

いうことでやっていきたいと思っておりま

す。熊本が何でということなんですが、熊本

県では、21年度から生活困窮者対策を本格的

に取り組んでいますけれども、各市町村で単

独でやるというと、なかなか対象者もまとま

りませんし、効率的ではないということで、

県でやろうということになっております。熊

本市が今政令市を控えていろいろ準備されて

いるところですので、県でやりました成果を

熊本市にフィードバックできたらと思ってい

るところでございます。 

 

○藤川隆夫委員 先ほどの179名というの

は、これは市を除いた分というふうに考えて

いいんですか。 

 

○中園社会福祉課長 いえ、熊本市も入って

おります。 

 

○藤川隆夫委員 入っていますか。 

 

○中園社会福祉課長 はい。先ほどの40名も

入っております。 

 

○藤川隆夫委員 入っているんですね。 

 

○中園社会福祉課長 はい。 

 

○藤川隆夫委員 ということは、どちらにし

ろ、市と県で協力しながらやっていくという

のはよくわかるんですけれども、例えば、こ

れで、この後この方たちがどの程度の割合で

自立していっているのかというのは、それは

データ出ていますか。 

 

○中園社会福祉課長 自立支援センターにつ

きましては、北九州市を参考にしているんで

すけれども、北九州市の場合が、21年度の実
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績でいきますと、121名の方が利用されて116

名の方が退所されたということなんですが、

就職率は60.4％ということになっておりま

す。自立支援センターの実績は確かにあるか

と思っております。 

 熊本県の実態ですけれども、40人いらっし

ゃる中で27人ほどがシェルターを利用され

て、あと、就職とか生活保護家庭に移行され

ております。 

 

○藤川隆夫委員 大体内容はわかりましたけ

れども、就労されてもずっと続いているかど

うかというところまでできれば追跡してやっ

ていかないと、やっている意味がないような

気もしますので、せっかくこうやってつくら

れて、ホームレスの方たちを助けていこうと

いうんであれば、今言ったような観点も持ち

ながらやっていってもらえればと思います。 

 

○山口ゆたか委員 12ページの矯正施設等退

所者、先ほどの藤川先生とやっぱり同じなん

ですけれども、この事業は、ことしから始め

られた事業だったと思いますけれども、今現

状はいかがでしょうか、お尋ねします。 

 

○中園社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 昨年の８月16日に設置しまして、統計的に

ことしの２月４日までの数字が出ております

けれども、実際に相談に来られた方が31件ご

ざいます。保護監察所からの紹介が３件、そ

れからほかの定着センターからが３件、あと

は、市町村とか御本人とか家族からの相談で

ございます。 

 それで、実際支援に移行した数が12件ござ

います。支援といいますのは、自立してアパ

ートに入ったりとか、就職したりとか、ある

いは生活保護を受けるようになったりとか、

施設に入ったりとか、それはさまざまでござ

います。 

 

○山口ゆたか委員 まだ期間もそんなに長く

ありませんし、今後の推移も見ていきたいな

と思うんですけれども、やはり社会に復帰す

るという理解等をしていただく、多くの人に

していただくことも大事だと思いますので、

そのあたりは、今委託されている出先と協調

しながら、県もフォローしながらやっていた

だきたいなというふうに思います。お願いし

ます。 

 

○松田三郎委員 少子化も一緒ですね。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○松田三郎委員 資料の17ページ、若者の結

婚支援事業について来年度から新規で、もち

ろん出ばなをくじこうというつもりはござい

ませんが、少子化対策課長にお尋ねします。

 少子化対策課の所管ということは、冒頭部

長のごあいさつにもありましたように、まず

少子化に歯どめをかけるには、晩婚化、非婚

化というよりは、まず結婚していただかない

と、今の日本の法制度では婚姻関係にある方

々に子供を産んでいただきたいという趣旨で

もちろん取り組んでいらっしゃるんだと思い

ます。 

 確かに市町村でも、もちろんこの点につい

ては、限られた条件、財政的な状況にもかか

わらず、いろいろ各市町村でありますとか、

市町村内の地域、ＮＰＯ法人等々、頑張って

おられる。これはもちろん限界があるのかも

しれませんが、一生懸命身近なところで頑張

っていらっしゃるにもかかわらず県の方でこ

れをやるというのは、一定の成果が余り見ら

れないとか、市町村単位じゃなくてやっぱり

広域的に紹介する必要があるとか、いろいろ

な要因があろうかと思いますが、約1,400万

使って、この内容は一応御説明ありましたけ

れども、期待をされる効果でありますとか、
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事業の中身とかをもうちょっと説明していた

だければと思います。 

 

○福島少子化対策課長 今回事業を新設させ

ていただきましたのは、先ほどもちょっと触

れましたけれども、特に、これは全国的な課

題なんですけれども、やはり団塊ジュニア世

代、ここはもともと人口が多いわけでござい

ますが、もう既に30代後半に入ったというと

ころで、やっぱりここで今頑張っておかない

といけないんじゃないかと、将来の日本のた

めにもですね、そういうことで、かなり今全

国的に都道府県の取り組みが加速化をしてき

ております。その状況が、今先生の方から御

説明しましたけれども、市町村あたりにまで

波及して、市町村でもかなり独自の取り組み

とか、あるいはいろんな団体が取り組みをさ

れています。 

 今回のねらいは、そういった取り組みを県

としても御紹介していって、県も一緒になっ

てこういった取り組みを応援していくんだと

いうところをねらいとした、思っておりまし

て、今市町村の方でいろんな取り組みをＰＲ

されるときも、県の方でもあわせてＰＲする

ということで、県の今回考えておりますの

は、県が独自で交流イベント等を実施する予

算は入っておりませんで、そういったものを

紹介する――初年度ということでホームペー

ジ等の開設もありますので、ちょっと若干膨

れておりますけれども、どちらかというと、

下支えといいますか、今地域で、先ほど触れ

ましたが、独自でいろんなお世話をされてい

る方もいらっしゃいますので、そういった方

々を紹介して、また、その方々に実際会って

もらって、マッチングをしてもらったりと

か、そういうことで全県的にそういった今取

り組みを――今がちょうど県としてもそれを

下支えするいいチャンスかなと思っておりま

して、そういう趣旨でさせていただこうと思

っております。 

 

○松田三郎委員 民間にももちろんあるわけ

ですね、こういうのが。民間だけではだめ

だ、やっぱり県がこういう分野を、こういう

下支えとはおっしゃいましたけれども、やら

ないとだめなんだという何かあれがあるのか

なと思って質問したんですけれども、例え

ば、仮称ですけれども、この支援センターと

いうものを設置して、今想定なさっているん

ですね、どっかに委託するわけでしょう、そ

の運営とかを。そういうところも触れていた

だければと。 

 

○福島少子化対策課長 まず、委託ですが、

まだもちろん決めておりませんけれども、プ

ロポーザル方式でいろんな提案をしていただ

いて、その中からいいところをと思っていま

すけれども、先ほど触れましたが、やはりそ

ういう業としてやっているところではなく

て、ＮＰＯ法人とか、そういったいろんな応

援を、まさに全県的に結婚を進めていこうと

いうか、盛り上げていこうというところで賛

同されるようなところにしたいと思っている

んですけれども、あと、ちょっと若干数字を

紹介させていただいてよろしいでしょうか。

現在の未婚化、晩婚化のですね。 

 まず、25歳から29歳、20代後半の未婚率で

ございますが、前回の国勢調査で、まず全国

ですが、男性が71.4％、女性が59.0％でござ

います。あわせて、30歳から34歳の未婚率、

男性が47.1％、女性が32.0％。前回の国勢調

査で、これは平成17年でございますので、恐

らく22年の調査がまた上がってくると思うん

ですけれども。あと、平均初婚年齢でいきま

すと、男性が、これは21年の数字でございま

すが、30.4歳、女性が28.6歳ということにな

ります。ちなみに、熊本県の場合は、全国の

数値よりも若干未婚率、今の平均初婚年齢も

全国で若干ようございますけれども、非常に

未婚率が急増している、あるいは平均初婚年

 - 20 -



第９回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年３月10日) 

齢がちょっと上がってきているという状況が

ありますので、将来の日本社会を考えた場合

にやはり深刻に考える必要はあるのではない

かなと思っておりまして、そういうところも

踏まえまして、今回の事業も考えたところで

ございます。 

 

○溝口幸治委員長 課長、それは答えになっ

とらぬ。今の後段の部分は参考としてよかで

すけれども、おっしゃっているのは、民間で

やっているところがあるのに、そうじゃない

ところに出そうとされているんですから、そ

の理由をきちっとお話しにならぬと説明にな

らぬと思いますよ。 

 

○福島少子化対策課長 済みません。ちょっ

とそこが漏れておりました。そのような非常

に厳しい状況にありますので、もはや、やは

り行政がもう入っていく必要があると我々と

して認識しております。まさに社会政策とし

てと申しますか、この少子化対策を進めてい

く上でやる必要があるというふうに考えてお

りまして、それは今全国的にも行政の方でも

かなり進められてきておるところでございま

す。特にうちが突出しているとか、そういう

状況ではないと思っております。 

 

○松田三郎委員 最後に、これは安心こども

基金の活用事業でしょうから、大体23年まで

かな、基金。ちょっと例外的に延びるのもあ

るとはいえ、さっきおっしゃった、別に事業

仕分けのように、すべて民間にやらせろと、

行政はやるなと言うつもりはもちろんありま

せんので、やっぱり聞きながら、ずっと続け

られるたぐいでもないんでしょうから、特に

初年度に関しては工夫を特にしていただい

て、何かぱっとしたばってん、すぐやめらし

たというんじゃなくて、ああ、やっぱり県が

あそこまでやったから中期的、長期的に数字

もよくなったなと言われるような、喜ばれる

工夫のある事業にしていただきたいというふ

うに要望して、私の質問は終わっときます。 

 

○岩中伸司委員 大変私もずっと地域を回り

ながら、30代の青年が、結婚するどころか、

家にいるというか、仕事に行っていないとい

う人がいっぱいいるんですね。ですから、課

長から説明いただいたんですが、ずっと全国

的にも30から34歳の未婚率が男は47.1％、す

ごい数字なんですが、この背景は、単に少子

化の担当じゃなくて、先ほどおっしゃったよ

うに、やっぱり全体的な取り組みが必要だな

と。その背景には、私は、雇用の問題、非正

規が非常に多くなっている、200万円以下の

人がもうかなり多くなっている現状の中で、

結婚なんて考えられないという経済的なそう

いう環境もあると思うんですが、どのような

分析をされていますか。 

 

○福島少子化対策課長 我々も、少子化の背

景といいますか、少子化社会をめぐる状況と

いうことでいろいろ数字も調べたりしており

ます。これもちょっとまた紹介させてもらっ

てよろしいですか。 

 １つは、今先生おっしゃいました非正規の

職員の有配偶、要は配偶者がいるかどうかと

いう数字がちょっとありますので、ちょっと

紹介します。ちょっと古いですが、2002年な

んでちょっと古いんですが、例えば、30から

34歳……。 

 

○岩中伸司委員 もっとふえとるですよ、

今。 

 

○福島少子化対策課長 ちなみに、30から34

歳で正規が６割いるけれども、非正規が30％

ということで、半分なんですね。だから、は

っきりその辺もちょっとあらわれております

ので、このあたりの問題点は、実は労働雇用

課の方でもいろんな計画を策定する仕事にき
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のう入っておりますので、十分情報も伝えな

がら、そっちの方でもいろいろ頑張ってほし

いということで申し上げて、日々やっている

ところでございます。 

 

○岩中伸司委員 やっぱりこれは、構造的な

今の社会のあり方そのものの問題だと思うん

ですね。少子化にもつながるし、もちろん未

婚率が高い、生活そのもの、それから生活保

護の問題、すべてにかかわってくるなという

ふうな現状で、非常に私は、今の社会、心配

をしているんですね。まあ、これは私の思い

だけでいいです。 

 あと、ちょっと質問ですが、これとちょっ

と違うんですが、関連して、今同じように、

16ページで、熊本県地域子育て応援事業で１

億5,300万が計上されていますが、これは、

具体的にはこういう縁がわ施設、いろんなこ

とですが、もっとちょっと詳しくどんな形の

事業になりますかね。 

 

○福島少子化対策課長 地域子育て応援事業

につきましては、これも安心こども基金活用

によりまして、ここは３カ年目になります

が、中心となっておりますのは市町村の自主

的な子育て支援の取り組みに補助するもので

ございまして、例えば、先ほども触れました

けれども、今年度では、市町村でそういう出

会いの場をつくったりとか、そういったもの

に助成とかもやったりしているんですけれど

も、それが３カ年目になります。 

 今回、それに加えまして、先般、12月補正

で、就学前の保育園とか幼稚園、そういった

ところでの取り組みにこの事業を活用して支

援させていただきましたが、来年度は、商店

街とか、この地域の縁がわ施設、こういった

ところでこの子育て環境の向上のために実施

していただくところに助成をやっていこうと

いうふうに考えているところでございます。 

 

○岩中伸司委員 今新たに地域へもっとやっ

ぱり力をつけるようなということで地域縁が

わ施設等々にも支援をしていくということで

すが、これは先ほど健康福祉政策課の方から

報告をいただいた３ページの地域の縁がわづ

くり事業の4,698万円、この内容と、ほぼ一

致じゃないけれども、かなり関連するなとい

うふうな思いで、そういう意味では、私は、

先ほど社会的な問題、仕事の問題も言ったん

ですが、地域のつながりというか、向こう三

軒両隣、この前、浦田議員が一般質問でされ

たですね、それがやっぱり非常に今切れてい

っているというふうに思うんですね。ですか

ら、今少子化対策の中でもこの子育て応援事

業でそういう面も大事だと、政策課も同じよ

うな形と、同時に、こことはちょっと関係な

いんですが、公民館活動については、これは

公民館の補助はずっと削減をしてきているん

ですよね。ちょっとこの委員会には関係ない

かもしれぬけれども、すべてこの問題は地域

をどうつながりをつくっていくのか、地域全

体でどう支えていくのかというようなことが

基本になっていかなければならないにもかか

わらず、何かこれこそ、私は縦割りですべて

分散されているようなんで、もっと横の連携

をとっていけないのかなというふうな思いで

これを今聞いたんですけれども、この辺につ

いては担当課では何か、いいですかね。 

 

○福島少子化対策課長 地域の縁がわにつき

ましては、私はもう健康福祉部におかれまし

ては、もう共通の宝という意識でおりますの

で、そういったところが子育て応援という観

点から、具体的にいいますと、そういう例え

ばベビーカーを整備したりとか、トイレの子

供用のトイレを設置したりとか、いろんなお

むつ交換台設置とか、そういったことを取り

入れていただくときに、うちの方から御支援

しようということでございます。気持ちとし

ては、もう縦割りじゃなくて、地域内のは少
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子化対策にとっても非常にもう重要な施設で

ございます。 

 

○岩中伸司委員 ぜひそういう意味では横の

連携をしっかりとりながらつくっていってい

ただきたいと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 １つ、これは20ページで

すけれども、ひとり親家庭の支援事業という

ことで、今度は対象資格の拡充がなされまし

たが、後で構いませんので、資格の33資格を

教えてくださいということが１点です。 

 その次、保育ママ推進事業ですけれども、

かなり待機児童については一部市町村におい

てまだあるということはお聞きしておりまし

たが、解消されつつあったんじゃないかとい

うことで、今年もまた、最近各自治体で行わ

れている新たな保育ママという取り組みをさ

れるようですが、これはどこでされるのか、

教えてください。 

 あと、清水が丘学園についてお聞きします

が、措置される児童生徒数はどのような推移

をしているのか、ひとつ教えてください。 

 最後に、今までずっと見落としていたなと

思うんですけれども、母子寡婦福祉資金貸付

金、一般会計からも繰り入れし、かつ地方債

ということで起債を充当しながら運営されと

るのをちょっと気づいておりませんでした

が、この地方債の起債については何か根拠が

あるのか、お聞かせ下さい。 

 

○溝口幸治委員長 ４点ですね。 

 

○山口ゆたか委員 はい。 

 

○福島少子化対策課長 資格の一覧につきま

しては後ほど。 

 まず、保育ママでございます。今回の保育

ママの事業を推進するに当たりましては、あ

くまで待機児童が発生しているところという

ことでございまして、今回市町村の意向等も

確認しまして、現在のところ、合志市、大津

町、菊陽町、この３つは一緒に取り組もうか

なということで意向を示されております。 

 それから、清水が丘学園につきましては、

現在の暫定定員が17人なんですけれども、直

近では７名でございます。ちなみに、すべて

中学生でございます。 

 それから、母子寡婦福祉資金の貸付金の制

度でございますが、これは制度として一般財

源と起債でという形になってございまして、

その割合につきましては２対１で、県債が

２、一般財源が１で貸し付けていきます。そ

れでまた回収があってきますので、その回収

金を使いながらまた貸しますので、常に財源

構成がきれいに２対１ということでございま

せんが、制度のスキームとしてはそういう形

になってございます。 

 

○山口ゆたか委員 地方債の起債できる債の

名前というか、そういうのは何だったですか

ね。済みません、小さいことで。後でわかっ

たら教えていただければと思います。 

 

○福島少子化対策課長 申しわけございませ

ん。 

 

○山口ゆたか委員 その清水が丘学園は私も

一度見させていただきましたけれども、かな

り利用者が、措置されている児童生徒が減っ

とるというようにとらえることもできるかな

というふうに思いますけれども、熊本市は設

置せずに共同で清水が丘学園でという方向で

進んできたと思うんですが、建物等もかなり

老朽化しているところもあるでしょうし、そ

のあたりも含めて今後どう対処されるかなと

いうとがちょっとあるんですが、いかがでし

ょうか。 
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○福島少子化対策課長 まず、入所児童の状

況をもう少し説明しますと、若干変動がござ

いまして、ちょっと今年度は少ないといいま

すか、７人というのはかなり一番少ない方か

なと思います。21年度は大体15名前後で推移

しておりましたので、ちょっとそういう状況

でございます。 

 あと、施設について御質問がありました

が、確かにちょっと老朽化は進んでおります

ので、必要なところは少しずつ手直しはして

いっておりますけれども、当面は現有施設を

できるだけ有効に使っていきたいと思いま

す。 

 

○山口ゆたか委員 私は、あの施設を考える

ときに、一定程度地域からはちょっと離れた

というか、市道が上にあるじゃないですか、

下に行けば住宅が広がっているんですけれど

も、あの施設のあり方が本当にいいのかなと

思うんですよね。一定程度社会との距離感も

必要だろうというふうに皆さん考えられるか

なとも思いますけれども、あのつくり方が、

果たして児童というか、生徒のあり方として

いいのかなと感じるところがあって、もう一

回そのあたりも含めて検討の余地があるんじ

ゃないかなとやっぱり思うんですよね。だか

ら、以前からある施設なので、今後の課題と

してひとつ要望しておきます。 

 

○溝口幸治委員長 要望ですね。 

 

○鬼海洋一委員 保育ママの推進事業です

が、かつて私は、有料老人ホームができたこ

ろさまざまの問題も全国的に発生しておりま

して、一番心配するのは、事故の可能性の問

題ですよね、こういうところの。だから、今

回の市町村の事業に対する支援という形だと

いうふうに思うんですけれども、そういう意

味での資格や規制や、そういうことに対して

どの程度、つまり、セーフティーというか、

安全に対する措置がとられているのかどうか

というと、これはどうなんでしょうか。 

 

○福島少子化対策課長 保育ママの制度の導

入に当たりまして、我々がしっかり考えたい

のはまさにそういう面でございまして、先ほ

ど少し制度について説明しましたが、もうち

ょっと言いますと、制度的には１人の保育マ

マに３人の子供がつけられるんですけれど

も、例えばその１人の方に補助者が１人つけ

ば５人まで預かれるとか。だから、そのセッ

トで、例えば２セットだと10人まで預かれる

ことになりますから、今の手を挙げている、

関心を示している市町村さんと検討するに当

たっては、そういう１人だけでさせるとか、

そこはちょっとやめようかなということで、

できるだけ複数体制でやれるような形を考え

ようという話をしています。 

 それと、あと、制度としましては、その保

育ママなり補助者と別に、そこを応援する支

援者という方を置いたり、あるいは連携保育

所ということで、必ず保育所と連携させて、

そこを決めるようになっておりますので、そ

ういった形でいろんなところから支援できる

ような体制をきちっとつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○鬼海洋一委員 資格はどう。 

 

○福島少子化対策課長 資格につきまして

は、要件としましては、まず保育士の場合、

それとあと、看護師等で研修等をきちっと修

了した者ということなんですけれども、今の

ところ市町村さんとの面接段階では、保育士

さんを選ぼうということで話は進めておると

ころでございます。 

 

○松田三郎委員 関連しまして、今の希望な

さっておられる、主に町ですね、合志並びに
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菊池郡、すべて要望どおりいったとして何人

ぐらい待機児童が減るのか、解消するのかと

いうのが１つ。 

 もう一つは、預ける人が市町村に保育料、

保育園でいえば保育料に匹敵するようなもの

を払うわけでしょうけれども、それが通常の

認可保育園の保育料との料金がどうなのか。

もう一つが、保育ママに預けて、待機児童の

中から――優先度はその市町村が判断するわ

けでしょうけれども、保育ママに預けて、欠

員が――ちょっと減ったからその人はまた保

育園に預けられるのか、もしくは、優先度が

もう一番下になって、リストでいくと、保育

ママに預けた人はもうそのリストから外れま

すとなるのか、ちょっと説明してください、

わかりますか、今の質問。どっちなのかとい

うのをちょっと簡潔に教えていただきたい。 

 

○福島少子化対策課長 まず、待機児童の解

消でございますが、今後半年ごとに待機児童

の数字を把握していきますので、ちょっと現

段階で何人というのはまだはっきりはしてい

ませんが、少なくとも……。 

 

○松田三郎委員 これは基金事業で一部は―

―確かに民家をちょっと広げるとか、そんな

のに使えると聞きましたけれども、あとはほ

とんど人件費とか保育ママプラス補助する人

の人件費なわけでしょう。ということは、手

を挙げられて何カ所、あるいは何人というの

が一応積算の根拠であるかなと思う。それ

で、全部３人とか、あるいは補助がついて５

人といった場合に何カ所、何人、それでいく

と、満杯になったときに何人待機児童が減る

のかなという質問ですけどね。 

 

○福島少子化対策課長 申しわけございませ

ん。来年度の予算は、まだそこまではちょっ

と入っておりませんで、具体的に申し上げま

すと、先ほど言いました、県で研修を――保

育士さんを指定しますけれども、保育ママを

やっていただくためのちょっと研修をやって

もらう、実地研修も含めまして。その研修の

事業と、あわせまして、24年度から実施でき

るように、必要な、例えば建物の改修、ある

いはそれに伴います家賃の補助、その予算で

ございまして、その保育ママの実際の実施に

当たってのいわゆる運営費の予算はまだ今回

ちょっと入っておりません。それで、研修に

どれだけ受けていただくか、そのあたりでお

のずと保育ママの規模も決まってきますの

で、このあたりは今後市町村と詰めさせてい

ただきたいと思います。 

 あと、保育料につきましては、基本的には

これは認可保育所でありませんけれども、あ

くまで市町村が実施主体となって公費で運営

費補助していきますので、これに国、県もあ

わせて負担しますけれども、基本的には保育

料については差をつけない方向だと思いま

す。 

 そういうことで、運用につきましては、ま

だちょっと済みません、今後ちょっと市町村

といろいろ詰めていきたいというふうに考え

ております。 

 だから、順番につきましては、やはり御本

人といいますか、保護者さんの希望等もしっ

かり聞きながら、その保育ママにどなたを預

けるかとかは考えていくということにしてお

ります。その順番、あくまで市町村に保育を

お願いしたい保護者は、同じように希望しま

すよね、そのときにそういった希望を聞いて

いくことになると思いますけれども。 

 

○溝口幸治委員長 何も決まっとらぬという

ことでしょう。今おっしゃったようなことは

決まっとらぬということでしょう。 

 

○福島少子化対策課長 まだ決まっておりま

せん。 
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○松田三郎委員 ただ、国の指針なり何なり

というのも一切ないんですかね、これは。制

度自体、するしないは別として、一応話があ

って、実際熊本県は今回支援するんでしょう

けれども、全くなしですか。 

 

○福島少子化対策課長 もちろん実施要綱と

かはつくられとりますので、あくまでこのい

わゆる保育サービスの一つということで位置

づけてございますので、やり方とすれば、先

ほど申し上げましたように、市町村に対して

保育をしてほしいという方から希望をとるこ

との一つに組み入れられると。だから、認可

保育所とそういう意味では同格といいます

か、そういう形に制度的にはなってまいりま

す。 

 

○松田三郎委員 さっき鬼海委員の質問にも

ありましたように、やっぱりその安全面と

か、最低の施設なり何なりというのは、大方

この国の指針なり何なりというのがあるのか

なと思ったけれども、それすら――例えば、

県で、自由とは言いませんけれども、県の裁

量で判断してください、あるいは市町村と協

議してある程度こうやって決めてくださいと

いうような緩やかなレベルの話ですか、これ

は。 

 

○福島少子化対策課長 面積基準とか、そう

いったものは当然ございます。制度にのっと

ってその辺はきちっとやってもらう必要が出

てまいります。 

 

○松田三郎委員 正式には24年度から、そう

いうことですね。 

 

○藤川隆夫委員 ちょっと松田委員のとかぶ

るんですけれども、今施設基準はあるみたい

な話されてましたよね。それで、多人数を預

かるということになると、消防法だとか、建

築基準法だとか、いろんなものの絡みが出て

くると思うんですよ。今まで健康福祉部絡

み、厚生労働省絡みで、例えば、障害者を外

へ出して、それを住宅で見るといった場合に

いろんな制度のハードルが出てきて結局でき

なかったという話が出てきていますので、こ

れをやったときに何人も預かった場合に、本

当に何もしなくてできるのかどうかというと

ころは恐らく出てくると思うんですよね、何

人も預かると。そのとき、さっき安全面の話

もたくさん出てましたけれども、じゃあ、ス

プリンクラーつけろだとか、そんな話出てく

る可能性があると思うんですよ。その付近

は、きちっと整理されているのかどうか。 

 

○福島少子化対策課長 申しわけありませ

ん。その辺も含めて今後きっちりやっていき

ます。 

 

○松田三郎委員 これは、例えば今多分成立

しないと思いますけれども、今の政府がやっ

ている新システムになった場合の影響はある

んですか。一切関係ないのか、保育ママ制度

は。 

 

○福島少子化対策課長 保育ママ制度は、確

かに待機児童解消のための方策ということ

で、新システムの話とは別――前から話があ

っております。今回のこれを進める背景とし

て、今基本的に待機児童が多いところにつき

ましては、新設の２階に保育所を設置したり

ということを基本にやっとるんですけれど

も、第一、５年後、10年後に、じゃあ、子供

がどうなるのか、ふえるのか減るのか、その

あたりがなかなか見えない中で、このまま、

じゃあ、つくり続けるということがいいのか

どうか、当然建設費用、運営費の費用かかっ

てまいりますので、市町村さんもその辺がか

なりお悩みでございまして、ある意味、その

調整的なといいますか、補完的な認可保育所
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をそういう役割として有効に活用していこう

ということでお話をしておるようなところで

ございます。だから、新システムとは直接は

そういう意味では関係ないといいますか。 

 

○岩中伸司委員 先ほどの非正規の10年前の

資料じゃなくて、待機児童の一番新しい待機

者というのは、熊本県の場合はどれくらい。

深刻な状況。 

 

○福島少子化対策課長 待機児童の最新の数

字が、昨年の10月１日現在でございます。毎

年４月１日現在と10月１日現在で調査するよ

うになっておりまして、大体傾向としては当

然４月より10月の方がふえてまいります。直

近の昨年の10月１日現在でございますが、熊

本市さんをちょっと紹介します。熊本市さん

が226、これが一番多うございます。あと、

熊本市以外、一番多いのが合志市で89、次が

大津町で81、それから益城町で26、菊陽町1

9、宇土市が13、10名以上が以上でございま

す。 

 

○岩中伸司委員 合計でいくと。 

 

○福島少子化対策課長 あと、一部甲佐が

８、御船が３……。 

 

○岩中伸司委員 小さいところはいいですか

ら、県全体で。 

 

○福島少子化対策課長 県全体では、熊本市

以外のトータルが239でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、465ですか

ね。この待機児童の基準というのは、そもそ

もどこの県でも同じですかね。例えば、隣の

宮崎県は待機児童５人しかなってないんです

けどもね。 

 

○福島少子化対策課長 入所待機児童の定義

でございますが、先ほどからちょっとお話し

しているのと関連しますが、市町村に入所申

し込みが提出されているけれども入所ができ

ていない児童ということになります。 

 

○岩中伸司委員 熊本県の場合は、かなり統

計的には多いような感じがして、福岡でも1,

422というふうなことなんですよね。そこら

辺は基準が違うのかなと思ったんですが、こ

れはまた後でいいです。 

 

○鬼海洋一委員 例えば宇城市なんかは、か

つて５町ですよね。そうすると、宇城市とい

う単位ですけれども、松橋はもう物すごく、

いわゆる待機児童といいますか、入所希望者

が多い。ところが、三角あたりは、まさに幼

稚園が閉園しなきゃならぬような、そういう

過疎の中の問題なんです。しかし、それは、

トータルをすれば、待機児童の算定基礎に当

たらないというようなこともあるんじゃない

んですか。だから、その待機児童そのものの

今ある表に出ている数字というのが、それぞ

れの状況を見ると、必ずしもその数字で現状

把握できない点があるんじゃないかなという

ふうに思うんですが、それはいかがですか。 

 

○溝口幸治委員長 それじゃあ、ちょっと12

時になりましたので、ここで休憩を入れます

が、今の議論を聞いていると、なかなか皆さ

んすっきりこないので、今、鬼海先生がおっ

しゃったり、岩中先生がおっしゃったその待

機児童の数がありますよね、プリントがあり

ますよね。それをきちっと整理をして午後か

ら出していただきたいと思います。 

 それから、鬼海先生が先ほどまたおっしゃ

った保育ママの安全面の確保、あるいは松田

委員がおっしゃった認可保育園との連携、そ

れから料金――決まっていないものは決まっ

ていないという話でいいんですが、要は、こ
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の予算を認めて、その次の段階で保育ママ事

業というのがスタートするわけですよね。そ

のときに、スタートするものが全く何も見え

ないというままにこの予算を、はい、認めま

すというわけにはなかなかいかないんじゃな

いかなと思いますので、その後どういうふう

に進んでいくのかというものも、そちらの方

でプリントが用意してあれば、それをお配り

していただいて、まずそこを説明いただきた

いというふうに思います。 

 そのところから午後から再開をいたしたい

と思いますので、１時まで休憩をいたしま

す。 

  午後０時０分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時４分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、再開をいたし

ます。 

 先ほどの質問の答弁からお願いいたしま

す。 

  （資料配付) 

○福島少子化対策課長 それでは、今お配り

しております資料に基づきまして御説明をさ

せていただきます。 

 まず、１枚目の資料が、昨年10月１日現在

の全国の状況でございます。本県につきまし

ては、先ほど触れましたが、43番、熊本県と

いうことで239名でございます。それから、

右が熊本市、103番でございますが、226名と

いう状況でございます。 

 あと、それのさらに具体的なものといたし

まして、２枚目に、本県における待機児童数

の推移ということでお渡ししております。そ

この一番右の22年度の10月１日現在の数字、

これが内訳になってまいります。 

 それから、先ほど御質問がございました入

所待機児童の定義でございます。下の表の外

に書いてございますが、調査日時点におきま

して、入所申し込みが提出されており、入所

要件に該当しているが、入所していない児童

ということでございます。 

 入所要件につきましては、以下の基準に従

い、市町村の条例で定めることになっており

ます。 

 御留意いただきたいのが米印でございまし

て、他に入所可能な保育所があるにもかかわ

らず、特定の保育所を希望し、保護者の私的

な理由により待機している児童は含まれない

ということになってございます。 

 続きまして、保育ママの関係で説明をさせ

ていただきます。 

 まず、制度の概要ということでまとめた資

料がございます。 

 まず、１、実施主体、市町村、２、対象児

童は、法第24条の規定に基づくということ

で、保育に欠ける児童ということになりま

す。認可保育所と同様でございます。 

 ３番、これも先ほど触れましたが、保育マ

マ１人で３人以下を預かれる。補助者がいた

場合は５人以下預かれるということになりま

す。 

 実施場所が、家庭的保育者の居宅または賃

貸アパート等。 

 ５番、保育時間が原則として８時間、６

番、保育料につきましては市町村が定めると

いうことで、これも認可保育所と同じ考え方

です。 

 ７番、賠償責任保険ということで、市町村

は、家庭的保育者が事故等の発生による補償

を円滑に行うことができるよう、家庭的保育

者に賠償責任保険に加入させるか、市町村み

ずからが加入することにより補償の体制整備

を図ることになっております。 

 ８、保育内容につきましても、保育指針に

準拠するということでございます。 

 ９番、その保育ママの要件でございます

が、これも先ほどちょっと触れましたが、保

育士、また、看護師、幼稚園教諭等で、認定

研修を終了し、市町村長が適当と認める者と

いうことで、本県につきましては、保育士で
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いきたいと思っております。 

 それから、10、11ですが、支援体制という

ことで、家庭的保育者または補助者に対し指

導、支援を行う者、それと、支援の体制整備

の一環として、連携保育所を確保するように

なっております。 

 それから、12番が居室の基準ということ

で、保育を行う部屋については、面積9.9平

方メートル以上であって、採光及び換気の状

況が良好であること、３人を超えて保育する

場合は、こういった基準がきちっと定められ

ております。 

 13、設備ということで、衛生的な調理設備

及び便所を有すること、あるいは遊戯等に適

する広さの庭を有するか、これにかわる公園

等があるかとかがございます。 

 14、安全対策ということで、健康診断、健

康管理、事故やけがの防止と対応、防災・防

犯対策、緊急時の対応ということで、こうい

った形で要綱にうたわれていますので、これ

に従うような実施をやっていきたいと考えて

おります。 

 来年度につきましては、次、最後のページ

でございますが、そこの２番に書いておりま

すが、事業内容ということで、まず、この家

庭的保育を実施される方の研修を実施したい

と考えております。それとあわせまして、

(2)、(3)ですが、24年度からの実施に備えま

して、改修が必要な場合、あるいはそれに伴

って家賃等が必要な場合は補助を行うという

ことで、４番に書いてございますが、安心こ

ども基金を活用して実施をすることにしてお

ります。 

 一番上がスキームということでございます

が、市町村が事業主体となりまして、保育者

の方に委託いたします。それに連携保育所、

支援者等がついた形で実施をすると。運営費

につきましては、国、県、市町村が３分の１

ずつ負担するという形になってまいります。

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 質疑はございませんか、

今の説明について。 

 

○山口ゆたか委員 今の最後のページの図な

んですけれども、ここの連携保育所というの

は認可の保育園ということで定義していいで

すか。 

 

○福島少子化対策課長 認可保育所を想定し

ております。 

 

○山口ゆたか委員 認可外とかは含まれない

ということですね。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 保育ママについてはよろしいですかね。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 ほかの件でも結構ですの

で。 

 

○藤川隆夫委員 ちょっと発言ができなかっ

たので、１つお願いしますけれども、結婚支

援センターの件、これは少子化対策の一助に

なるという話ではありますけれども、今の人

口動態見ますと、確実に人口は減ってきてい

ますよね。それで、福島課長は、実際にこれ

をやることによってふえると考えているかど

うかがまず１点。課長の個人の意見で構いま

せん。 

 それと、もう一点が、本当にこれは行政が

やらなきゃいけない事業なのかということ、

先ほども話がありましたけれども、結局こう

いう形で結婚相談所をつくり、そしていろん

な出会いの場を設けるということ、本来は、

これは個々の人間が自分で努力して相手を探

し結婚していくのが普通の話だろうと思うん

ですよね。そうすると、こういうのをつくっ

てしまうと、結局安易に、あそこに行けば何

とかなるみたいな話になる可能性が出てくる
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と思うんですよね。そこまで考えてこれをつ

くろうとしているのかどうかも含めてちょっ

と話してください。 

 

○福島少子化対策課長 まず、最初の御質問

で、これが成果が上がっていくかという話で

ございます。御案内のとおり、我が国の合計

特殊出生率が非常に低うございまして、1.37

ということで、人口維持水準2.07を大きく下

回っている状況です。その中で、本県、1.58

ということで、全国で３番目とはいえ、その

2.0……。 

 

○藤川隆夫委員 課長、簡単でいいです。こ

れをやることによって人口がふえると思って

いるのか思っていないのかですね。 

 

○福島少子化対策課長 出しています。 

 

○藤川隆夫委員 出すんじゃなくて、本当に

そう思っていらっしゃいますか。人口動態、

人口の統計調査からいってずっと減ってきて

いますよ。ふえるなんてことはまず考えない

方が私はいいと思う。減った人間の数の中で

どうやって子育てをしていくかということを

考えた方が、私はより子育て支援につながる

と。それを逆にふやそうなんてことは私は考

えるべきでないと思うし、また、なおかつ、

今言ったような形で出会いの場をなぜ行政が

つくらなきゃいけないのか、それも委託し

て。やっぱり違和感がありますよ。 

 相手を探すのは個人が探すわけでしょう。

で、結婚するわけでしょう。そして、その結

果として子供が産まれるという話になるわけ

じゃないですか。そうであれば、自然の流れ

ですよね。それをわざわざ行政がおぜん立て

して、それも委託して、いろんな出会いの場

をつくり――ちょっと私は違和感があるし、

そういう人たちがさらにふえて――そういう

人たちっておかしいですけれども、そういう

のに依存するような人たちですよね、これだ

けじゃなくて、ほかのいろんなシステムをつ

くってくれと、こがんすると助かるけん、つ

くってくれというのを一々つくりよったらた

い、やっぱりおかしな話になるだろうし、や

っぱり男女間の問題なわけだから、おのおの

が自分の力で探してきて結婚するのが普通だ

と思うとたいね。わざわざ行政がこういうこ

とをする必要はないと思う。 

 なおかつ、さっきお話しされていたのが、

今までやっている民間のところには委託せず

に、違うような、今まで余りそういうノウハ

ウを持ってないようなところに、あるのかな

いかちょっとわからないんですけれども、公

益とかＮＰＯ法人に委託されると。民間の実

際やっている事業所には委託しないという話

だったと思うんですけれども、より有効的に

するんであれば、実際やっていらっしゃると

ころに委託した方がまだ効果が上がるんじゃ

ないんですか、ノウハウ持っているからとい

う話です。 

 

○福島少子化対策課長 出生率の上昇につな

がるか、それ自体、済みません、わかりませ

ん。それと、目的で、済みません、先ほど御

説明したのがちょっと誤解があったかもしれ

ませんが、今回県で委託する委託料の中に

は、出会いの場の実施の費用は入っておりま

せん。 

 

○藤川隆夫委員 事業所に委託するんでしょ

う。委託事業でしょう。 

 

○福島少子化対策課長 いや、だから、委託

の内容は、いろんな市町村とか、いろんな団

体が出会いの場をつくってこられています。

今後またふえると思いますので、そういった

情報を全部集めまして、それを県民の方に流

していく。例えば、この支援センターに、仮

称でございますが、支援センターに登録して
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いただければ、携帯あたりでその出会いの場

の、こういうのありますよということで情報

提供していくとか、そういうことでございま

すので、その交流の場を県が設けるという考

えは……。 

 

○藤川隆夫委員 ないけれども、結局支援セ

ンターをつくって、いろんな情報を流すため

にこういうのをつくろうとしているわけでし

ょう。別にこれは民間でも構わないんじゃな

い。 

 

○福島少子化対策課長 それともう一つ、先

ほどちょっと誤解があったかもしれません

が、県が実施主体となってそういう出会いの

場は設けませんが、委託を受けたところが、

自己資金で、県からの委託料じゃなくて、自

主的にその場を設けるとかいうことまで制限

する予定はございません。その点、ちょっ

と。 

 ですから、あくまで今回の目的は、今せっ

かくこういう取り組みがいろんなところで起

きてきていますので、県も一緒になってその

取り組みを応援していこうというのが一番の

目的です。 

 

○溝口幸治委員長 さっきの保育ママと一緒

で、スキームとその委託したところが出会い

の場をつくることはできるけれども、委託先

は、じゃあ、何をするのかというと、さっき

ホームページ開設とかおっしゃったですけれ

ども、何か県がそのいろいろ情報をとって、

トータル出会い系サイトか何かつくるみたい

なイメージしか浮かばぬとですけど、さっき

の保育ママのやつと一緒で、きちっとした説

明できる資料をそろえて、これは後で説明し

てください。 

 一応これは置いときます。 

 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 資料はそれでいいです。ち

ょっと聞き間違いかもしれませんが、これで

ふえると思いますかと言うたら、それはわか

りませんと。じゃあ、やっぱりその、いや、

この事業やるとこういう効果が――先でです

よ、後で、あがんとばやったばってんふえと

らぬたいと、とっちめるつもりありません

が、意気込みとして、議案として出すこの新

規の事業の中で、こういうつもりで、こうい

う意気込みでやりますというのが伝わってこ

ぬと、まあ、市町村が応援しよるけん、一応

県も入ってちょろちょろしますというぐらい

のレベルに聞こえてしようがないので、その

意気込みを、もうちょっとこっちの委員を説

得するぐらいの、そしてその資料も後でいた

だくと。何と、いや、わかりませんと、た

だ、他県の例がありますからというぐらいに

聞こえてしようがないので、もう一回お願い

します。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと資料と一緒にき

ちっとそこも整理をして答えてください。 

 ということで、これは置いときます。ほか

にございませんか。 

 

○岩中伸司委員 今のは、市町村でそんな動

きが積極的にあるんで、そんな要望がどんど

ん上がってきとるという前提であるわけでし

ょう。ちょっとそこら辺。 

 

○溝口幸治委員長 ですから、それも含めて

後でお願いします。 

 ほかに移ります。――ありませんか。 

 

○内野幸喜副委員長 児童手当の件なんです

けれども、40億計上されていますが、大体人

数どれぐらいを想定しているのかというのを

お聞かせいただきたいんですが。 

 

○溝口幸治委員長 資料があれば、資料も配
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ってください。 

  （資料配付) 

○福島少子化対策課長 今の、まず御質問か

らお答えします。 

 資料の21年度、22年度、23年度と書いてご

ざいますが、来年度の予算、平成23年度でご

ざいますが、一応本県のトータルの対象児童

数は、右側に約23万900人ということで見込

んでおります。 

 公務員につきましては、それぞれが所属庁

で支給いたしますので、公務員を含まない数

ということで算出をいたしております。 

 

○内野幸喜副委員長 せっかく資料をいただ

いたので、ちょっとこの資料について説明、

いいですか。 

 

○福島少子化対策課長 資料全般について説

明させていただきます。 

 平成21年度までは児童手当ということで制

度がございまして、米印に書いてございます

が、所得制限ありで、小学校修了までという

ことになっておりました。 

 それから、22年度に子ども手当が導入をさ

れております。右側に、参考、手当額という

ところにも書いてございますが、３歳未満

が、１万円だったんですけれども１万3,000

円と、それ以上が、5,000円なり１万円が１

万3,000円、あと、中学生が支給対象となっ

てまいりました。 

 あと、財源のスキームでございますが、左

側でございますが、従来、児童手当として、

国、県、市町村、事業主が負担しておりまし

た。児童手当分ということで引いてございま

すが、そのうち、所得制限の廃止による児童

手当分の対象者拡大に伴う増、ここだけは引

き続き県が負担するということになっており

ます。22年度でいきますと、１億7,400万、

県が支出するとなります。ただ、これにつき

ましては、国の方から地方特例交付金により

財源措置がされております。それ以外の部

分、その上に書いてございますが、小学生ま

での手当単価のアップ分と中学生分、これに

つきましては、すべて国が見るということに

なっております。 

 23年度でございますが、制度が変わりまし

たのは、３歳未満が２万円ということに引き

上げられましたが、この手当単価のアップ分

は国で見ますので、基本的には県の支出の分

につきましては22年度と同様のスキームでご

ざいまして、対象児童の見込みの増で若干額

がふえているという状況でございます。 

 制度につきましては以上でございます。 

 

○内野幸喜副委員長 今ちょっと説明を受け

ましたが、３歳未満が２万円に引き上げられ

て、平成22年度と比べて、それは国が措置す

るので、県の負担分はふえないということ、

今説明だったですね。ただ、当初、この子ど

も手当については全額国が負担するという話

だったんですね。昨年、ここは委員会の場で

すけれども、我々自民党としては認めたと。

ただ、今回については、２年連続でそうやっ

て地方に負担を求めてくるのはおかしいんじ

ゃないかということで、修正案を示したわけ

ですね。そこで、この前知事の答弁もありま

したが、私たちは市町村に対しては迷惑かけ

られないというその思いは一緒です。ただ、

これはおかしいんじゃないかということでメ

ッセージを出しました。この前知事の答弁も

ありましたが、部長に、ぜひ個人的な見解と

いうか、健康福祉部長としてじゃなくて、個

人的な見解をちょっとお伺いしたいんですけ

れども。 

 

○森枝健康福祉部長 子どものシステムとい

いますか、制度については全体としましては

現物給付と現金給付というか、そういう体系

といいますか、そこら辺は、１つは、欧米諸

国、特にヨーロッパに比べると少し現物あた
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りの率がちょっと低いので、全体としての充

実が必要かなとは思っております。ただ、そ

のあり方、それと、バランスとあり方、非常

に重要でありまして、そこら辺十分議論があ

って、持続可能な形で、かつ大方の国民の皆

さんが納得できるシステムが基本的にはいい

かなと思っているんですが、そういう形でい

うと、我々県としまして、昨年の話が出てき

たときに、私個人としては、少し設計が荒い

なというのがちょっと印象は持ちました。い

ろいろ今度改善されるような幾つかの点も含

めて、本当はスタートのときにもうちょっと

きちんとした議論と、もうちょっと制度設計

といいますか、ヨーロッパで似たような例が

あるにしても、日本流にどうすればいいのか

というのがもうちょっと議論が必要かなと思

っています。 

 ただ、いずれにしましても、都道府県とし

ましては、国がそう言った以上は、とにかく

全額国が責任持って、特に現金給付について

は国が責任を持つということでいったんで、

そこはそうしてもらいたいということで、全

国知事会もそういうことはずっと要望してき

てて、我々もそういう努力をしてきましたけ

れども、残念ながらそういう状況にはなって

いないと思いますし、ただ、中長期的にいい

ますと、本当きちんとした議論がなされて、

日本がもうちょっといい子育てシステムが、

全体として現物と現金といいバランスで、か

つ持続可能なこのシステムとして構築される

といいなと思っているところです。 

 

○溝口幸治委員長 ちなみに、もう１枚配っ

てもらったですね、これでいくと、市町村交

付金のところが23万900人分ということでし

ょう、人数は。 

 

○福島少子化対策課長 そうですね。 

 

○溝口幸治委員長 この県職員分のところは

何人分になっているんですか。 

 

○福島少子化対策課長 人数まで、済みませ

ん、ちょっと把握していません。教育委員

会、警察、企業局、すべて入っています。 

 

○溝口幸治委員長 人数は後で教えてくださ

い。 

 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

 いいですか。次、行きます。障がい者支援

総室、東総室長。 

 

○東障がい者支援総室長 障がい者支援総室

でございます。 

 説明資料の26ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明申し上げたいと思いま

す。 

 まず最初に、目の障害者福祉費、右側の説

明欄でございますけれども、１の障がい者扶

助費でございますが、予算額は96億4,000万

円余でございます。 

 (1)更生医療費は、障害を軽減する手術や

人工透析等の身体障害者の更生に必要な医療

費、(2)精神通院医療費は、通院による精神

医療を継続的に要する病状の精神障害者の方

の通院医療費について公費負担を行うもので

ございます。(4)の障害福祉サービス費等負

担事業は、障害者の方の介護給付費等自立支

援給付に要する経費について負担するもので

ございます。 

 ２の障がい者福祉諸費の(1)障がい者支援

施設工賃アップ推進事業は、展示・商談会の

開催など、障害者支援施設で働く方々の工賃

アップを図るための事業経費でございます。

(2)市町村地域生活支援事業は、市町村が地

域の実情に応じて実施いたします相談支援と

かコミュニケーション支援とか、そういった

支援の実施に要する経費に対して補助を行う

ものでございます。 
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 27ページをお願いいたします。 

 (3)障がい者社会参加総合推進事業は、障

害のある方々のその有する能力及び特性に応

じて、自立と社会参加を促進するための各種

事業に対して補助を行うものでございます。

熊本県障害者スポーツ大会の補助とか、地域

精神障害者スポレク大会等への補助、そうい

ったものでございます。(4)高次脳機能障害

支援普及事業は、高次脳機能障害者への専門

的な支援を行うために、平成20年度から熊本

大学に支援センターを設置しておりますが、

その運営経費等でございます。 

 (5)障害福祉サービス事業者等運営安定化

事業、(6)障害者自立支援法移行促進事業、

(7)障害者自立支援法施行円滑化事業及び次

の28ページ、(8)福祉・介護人材の処遇改善

事業につきましては、いずれも障害者自立支

援対策臨時特例基金による事業で、障害者自

立支援法施行後の事業者の事業運営の安定

化、新体系への移行の促進等を図るための事

業に要する経費等でございます。 

 (9)の障がい者就労継続支援事業から一番

下の(12)「働きながら資格をとる」介護雇用

プログラム事業は、緊急雇用創出基金及びふ

るさと雇用再生特別基金を活用した事業でご

ざいます。その中の(9)障がい者就労継続支

援事業は、施設に就労支援員等を配置して、

製品開発、販路拡大等を通じて、施設で働く

障害者の方々の工賃アップを図るものでござ

います。(11)の発達障がい理解促進事業は、

発達障害者支援センターに専門指導員を配置

して、発達障害に関する普及啓発、相談支援

事業を行うものでございますが、この中で、

23年度からは、新たに、発達障害児を持つペ

アレントメンターを活用しながら、相談支援

体制についても取り組むことといたしており

ます。(12)「働きながら資格をとる」介護雇

用プログラム事業は、介護施設において離職

失業者等を雇用して、働きながらヘルパー２

級資格の取得を目指すものでございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 (13)から(15)は、新規事業でございます。 

 (13)第３期障がい福祉計画策定事業は、障

害者自立支援法に基づく障害福祉計画の計画

期間が23年度で終了することになりますの

で、次期計画を策定する必要があるため、そ

の策定に要する経費を計上いたしたものでご

ざいます。(14)在宅障がい児・者実態調査に

つきましては、国において、制度の谷間のな

い障害福祉サービスについて、今検討が進め

られています。その検討をするための基礎資

料とするため、障害児者の全国実態調査を行

うための経費でございます。全額国庫でござ

います。(15)水俣病発生地域の障害福祉推進

モデル事業につきましては、水俣・芦北地域

は、人口に対する身体障害者手帳所持者等の

割合が県下でも最も高い地域でございます。

相談支援事業所が少なく、利便性の低い状況

にありますため、当該地域をモデルとして介

護保険の基準該当サービスの普及促進を図る

とともに、相談支援事業所の機能強化に要す

る経費を計上いたすものでございます。 

 ３の障がい者福祉施設整備費でございま

す。 

 (1)障がい者就労訓練設備等整備費は、障

害者施設が就労移行支援と新たな障害福祉サ

ービス事業へ移行する際の設備等整備に要す

る経費に対して補助を行うもの、(2)障がい

者福祉施設整備費は、障がい者福祉施設の整

備等を行う社会福祉法人等への補助を行うも

ので、いずれも国庫補助事業でございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 (3)の障がい者福祉施設耐震化等特別対策

事業は、施設の耐震工事、スプリンクラーの

設置につきまして社会福祉法人等への助成を

行うもので、社会福祉施設等耐震化等臨時特

例基金を活用した事業でございます。 

 ４のリハビリテーションセンター費でござ

いますが、福祉総合相談所において身体障害

に関する各種判定等を行っていますが、それ
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にかかわる経費でございます。 

 ５重度心身障がい者医療費につきまして

は、重度の障害者、これは、身体障害者手帳

１から２級、療育手帳Ａ１からＡ２、精神障

害保健福祉手帳１級所持者の方々が対象です

けれども、その方々の医療費の自己負担分へ

一部助成を行う市町村に対し補助を行うもの

でございます。 

 ７発達障害者福祉費は、発達障害に関する

相談、療育支援を行う事業でございます。発

達障害者支援センターとして大津町にござい

ます社会福祉法人三気の会に委託をして実施

するものでございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 ８知的障害者更生相談所費は、福祉総合相

談所における知的障害に係る判定等に要する

経費でございます。 

 続きまして、目の児童福祉総務費ですが、

１の保護事務費につきましては、障がい児施

設入所児の医療費支払いにおけるレセプトの

審査手数料、心身障害者扶養共済制度事務費

等でございます。 

 ２の特別児童扶養手当支給事務費につきま

しては、身体または精神等に障害を有する児

童を在宅で療育されている保護者に対して支

給を行います特別児童扶養手当の支給事務に

当たります嘱託職員の人件費等でございま

す。 

 続きまして、児童措置費でございます。 

 １の児童扶助費は、障害のある児童が措置

または契約により施設を利用した場合にかか

る経費でございます。熊本市以外の児童につ

いての経費でございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 ２の心身障害者共済事業費でございます

が、本制度は、心身障害者の保護者が加入者

となり、保護者が死亡または重度障害となら

れた場合に、障害者本人に年金を支給するも

のでございます。 

 ３心身障がい児通園事業費でございます。

療育の拠点施設として市町村が設置いたしま

した県内10カ所の圏域ごとの地域療育センタ

ーに助成を行うものでございます。 

 ４心身障がい児施設療育事業費は、在宅の

重度心身障がい児者に対し機能訓練等を行う

ものでございまして、現在、熊本市実施分を

含めまして県内に５カ所の施設に委託して実

施しておりますが、来年度、さらに１カ所、

八代地域に設置する予定としております。事

業開始は、７月を計画しているところでござ

います。 

 続きまして、目の児童福祉施設費でござい

ます。 

 ２のこども総合療育センター費につきまし

ては、宇城市松橋町にございますこども総合

療育センターの運営経費等でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 下段の目の精神保健費でございます。 

 その１精神保健費の(1)精神保健医療費

は、措置入院費の支弁に要する経費でござい

ます。大体毎年60名から70名の方を措置して

いるところでございます。(2)精神障害者社

会復帰施設運営費補助は、精神障害者の社会

復帰を図るため、社会復帰施設に対する運営

費補助を行うものでございます。(3)精神障

害者地域移行支援特別対策事業につきまして

は、精神科病院から退院し、地域生活への移

行を推進するための事業でございまして、23

年度は、熊本、上益城、八代・芦北地域、球

磨地域の４圏域において実施する予定として

おります。 

 34ページをお願いいたします。 

 (4)自殺予防普及啓発事業、(5)市町村等自

殺対策推進事業、(6)自殺予防相談支援事業

につきましては、地域自殺対策緊急強化基金

による事業でございます。自殺予防に向け引

き続き効果的な事業実施を図っていくことと

しております。 

 ３の精神保健福祉センター費でございます

が、今年１月４日から長嶺の旧保育大学校舎
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へ移転して業務を行っているところでござい

ます。 

 35ページをお願いいたします。 

 (2)の精神保健福祉センター管理運営費

は、センターの運営に係る経費を、(3)精神

保健福祉センター処分費は、水道町にありま

した旧センターの解体等に要する経費等を計

上いたしております。 

 最後に、最下段、県立病院事業会計繰出金

でございます。地方公営企業法に基づきます

一般会計からの繰出金でございます。 

 以上、障がい者支援総室の予算総額は209

億4,329万円でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○倉永医療政策総室長 医療政策総室でござ

います。 

 説明資料の36ページをお願いいたします。 

 まず、老人福祉費です。 

 説明欄１の介護保険対策費ですが、新規事

業としまして、訪問看護支援事業に取り組む

ものです。県では、平成18年度に訪問看護推

進プランを策定しまして、訪問看護ステーシ

ョンの機能強化を進めておりますけれども、

小規模の事業所が多く、脆弱な経営基盤等が

課題となっております。切れ目のない医療サ

ービスの提供体制の構築に向けて、在宅療養

支援体制のさらなる整備を進める上では、訪

問看護サービスの充実や体制の整備が不可欠

となっております。 

 そこで、補助事業を活用しまして、訪問看

護ステーションを支援する相談窓口の設置

や、地域の医療機関や介護サービス事業所等

との連携体制づくりを進めるための支援等に

サポートセンターを開設しまして取り組む経

費です。 

 後ほど説明しますけれども、看護師の養成

や確保にかかわる事業と一体的に、また、認

知症対策・地域ケア推進課の地域包括ケアの

システムづくりに向けた事業ともしっかり連

携をして取り組んでいくこととしておりま

す。 

 次に、国民健康保険指導費です。 

 これは、市町村の国民健康保険財政の安定

化に資するため、国民健康保険法に基づき、

県が負担をするものです。説明欄の３の国民

健康保険制度安定化対策費がこの予算のほと

んどを占めております。 

 対策事業の内容ですが、①これは、市町村

が行う低所得者への保険料の軽減等に対しま

して、県がその一部を負担するものです。②

は、高額な医療費の発生による市町村国保へ

の急激な影響を緩和するために、１件80万円

を超える医療費を対象に、国保連合会が行う

高額医療費共同事業に対しまして、県がその

一部を負担するものです。③は、市町村の国

民健康保険の財政の不均衡を市町村の個々の

それぞれの特殊性に配慮しまして調整をする

ための県の交付金でございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費です。 

 説明欄２の保健医療推進対策費ですが、主

な事業としまして、ちょっとページが多くな

りますが、40ページまで16項目があります。

地域医療再生基金の活用と絡めまして説明を

させていただきます。 

 まず、(2)の小児医療対策事業です。小児

救急医療拠点病院、３病院ありますが、その

運営に対する助成や小児救急患者の保護者向

けの夜間電話相談、いわゆる♯8000、これ等

に要する経費です。今回、基金を活用する新

規事業としまして、小児救急医療拠点病院設

備整備事業に取り組みますけれども、これは

小児救急医療拠点病院の医療機器等の整備に

補助を行うものです。 

 38ページをお願いいたします。 

 (4)の医療施設等施設・設備整備費補助で

す。これは、医療機関等の施設及び設備の整

備に対して補助を行うもので、平成23年度

は、４病院に対して補助を行う予定になって
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おります。(5)の医師確保総合対策事業で

す。医師確保による地域医療の再生をテーマ

にしまして、全圏的な取り組みも含めて天草

医療圏の地域医療再生計画を策定し、基金を

活用して平成22年度から本格的に取り組んで

おります。ここには事業を表示しておりませ

んが、継続事業としまして、地域医療システ

ム学の寄附講座ですとか、あるいは自治体病

院内の院内保育所の設置ですとか、あるいは

ドクターバンクの運営、さらには医師修学資

金の貸与、こういった継続事業につきまして

は、内容の拡充を図っていくこととしており

ます。 

 基金を活用する新規事業を３つ挙げており

ますので、その分をまた説明させていただき

ます。 

 まず、１つ目ですが、病児・病後児保育所

設置事業でございます。女性医師等の、看護

師さん等も含めまして就業継続支援という意

味合いで、もう既に継続しておりますが、病

院内の保育所の分、自治体病院の病院内の保

育所、それと絡めまして、病児、病後児の保

育所についてもその開設に対して補助を行っ

ていくということで、新たに取り組もうとし

ているものです。 

 それから、２つ目になりますが、総合医養

成委託事業ですけれども、これは、地域の公

立病院等の医療の現場で不足をしておりま

す、いわゆる総合医を県内の基幹型臨床研修

病院に委託をしまして、養成をして地域の病

院へ派遣をする体制を整備していくもので

す。 

 それから、３つ目になりますが、医師住宅

整備事業ですけれども、僻地や過疎地等に立

地をする公立の病院や診療所の医師住宅は、

自治体の財政状況厳しい中、必要な建てかえ

が進んでおりません。そこで、基金を活用し

まして、僻地等の医師住宅を整備すること

で、医師の住環境を整備し、医師の確保、定

住を促進するものです。平成23年度は、１診

療所とそれから公立の病院で３戸の建てかえ

の分を予定されております。 

 それから、(6)ですが、自治医科大学経常

運営負担金です。これは、医師不足に悩む山

村や離島の住民の保健と医療を確保するため

に、全国47都道府県の総意によって設立され

ました自治医科大学の運営費の負担に要する

経費です。 

 それから、(7)ですけれども、これは療養

病床転換助成事業ですけれども、医療機関が

医療療養病床を老人保健施設等へ転換する場

合に助成を行う事業です。これにつきまして

は、制度の仕組み自体にちょっと今いろいろ

動きがあっておりますので、そこは状況を見

ながら対応していきたいと思っております。 

 それから、(9)ですが、医療施設耐震化整

備事業です。これは、平成21年９月に設置を

しました熊本県医療施設耐震化臨時特例基金

をもとに、指定をした災害拠点病院等の耐震

化の整備に対する補助です。平成24年度以降

の年度ごとの補助予定額につきましては、後

ほど債務負担行為の設定のところで御説明さ

せていただきます。 

 39ページをお願いいたします。 

 (10)から40ページの(15)までの事業は、救

急医療体制の再生をテーマに、阿蘇医療圏を

対象に、地域医療再生基金を活用して取り組

んでいる事業です。 

 (10)これにつきましては、研修会、あるい

はフォーラムの開催等に要する経費になって

おります。それから、(11)ですが、脳卒中等

医療推進事業ですけれども、これは、脳卒中

と急性心筋梗塞の医療体制の検討会議にかか

わる経費や、平成23年度に熊本大学附属病院

内に新たに設置をいたします脳卒中、急性心

筋梗塞治療計画寄附講座に要する経費です。

それから、(12)ですが、脳卒中地域連携クリ

ティカルパス推進事業ですけれども、これに

つきましては、いわゆる私のカルテというこ

とで、医療資源が豊富でない地域、阿蘇医療
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圏におきまして、地域版のモデルとして脳卒

中地域連携クリティカルパスを策定して、医

療連携を進めるための人材の育成を行うもの

です。23年度は、クリティカルパス作成の経

費や検討会議の開催等に要する経費を計上し

ております。それから、(13)になりますけれ

ども、ヘリ救急医療搬送体制整備事業です

が、平成23年末ごろを目途に本格稼働します

ドクターヘリと防災消防ヘリの２機による熊

本型ヘリ救急搬送体制の整備のための事業で

す。具体的には、体制整備の検討を行います

専門委員会の運営の経費、それから基地病院

などの関係施設の整備やヘリポートの整備な

どに要する経費でございます。(14)救急医療

地域支援体制整備事業ですけれども、これ

は、救急車とそれから救急医療機関がインタ

ーネットを通じて画像データを共有する、ち

ょっと横文字になりますが、モバイル・テレ

メディシン・システムと。このシステムによ

りまして、医師による早期の診断や受け入れ

体制の準備などに効果が期待されておりまし

て、その実証を行う経費、それから、ヘリが

対応できない夜間や悪天候時のための救急ワ

ークステーションの整備にかかわる経費でご

ざいます。 

 次、40ページをお願いいたします。 

 (15)の重症心身障がい学寄附講座ですけれ

ども、これは、平成22年度に講座を開設して

２年目に入ります。それから、(16)になりま

すが、新規事業ですけれども、これは、天草

保健医療圏の遠隔医療等設備整備事業です。

これは、天草医療圏で基金を活用する取り組

みになります。天草医療圏におきましては、

医師不足が問題となっておりまして、医師の

確保の努力とあわせて、中核病院とその他の

病院や診療所との連携、それから医療機能の

集約、分化によりまして、医師の効率的配置

の検討を進めておりますけれども、専門医が

不在の病院等もありまして、少数の医師を有

効に活用できる遠隔医療システムを導入する

ことで、診療支援体制を強化することが必要

となっております。そこで、そのシステムづ

くりに向けて、天草医療圏の病院及び診療所

間の診療データの共有化、それから救急搬送

時における診療データの緊急送受信体制の構

築に必要な設備の整備に対して補助をするも

のです。 

 次に、３の後期高齢者医療対策費です。こ

れは、後期高齢者医療制度に係る法定負担金

等です。 

 (1)は、後期高齢者医療給付費の県の負担

金です。後期高齢者医療広域連合の医療給付

にかかわります定率負担分でございます。そ

れから、(2)ですが、後期高齢者医療高額医

療費負担金ですけれども、これは、高額な医

療費の発生による後期高齢者医療広域連合の

財政リスクを軽減するため、レセプト１件当

たり80万円を超える高額医療費に対する公費

負担を行うものです。それから、(3)ですけ

れども、後期高齢者医療保険基盤安定負担金

ですが、これは低所得者等の保険料負担の軽

減分に対する負担金です。県と市町村で負担

をいたします。それから、(4)が後期高齢者

医療不均一保険料負担金ですが、これは、医

療給付費が県内の平均よりも一定以上低い、

あさぎり町ほか４町村に対しまして、保険料

の激変緩和措置として設定をしております、

不均一保険料と均一保険料との差額に対する

負担金です。負担の割合は、国と県、それぞ

れ２分の１となっております。 

 41ページをお願いいたします。 

 ４の母子医療対策費です。これは、総合、

それから地域周産期母子医療センターに対す

る運営費の補助及び周産期医療関係者の研修

に要する経費です。 

 ５と６は、それぞれの基金の平成23年度分

の運用収益の積み増しを行うものです。 

 次に、７の後期高齢者医療財政安定化基金

積立金ですが、これは、保険料の未納や医療

の給付に要する費用の見込み以上の増加によ

 - 38 -



第９回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年３月10日) 

りまして、後期高齢者広域連合の財政リスク

を軽減するため、財政安定化基金を県に設置

をしまして、積み立てを行うものです。負担

割合は、国、県、広域連合、それぞれ３分の

１となっております。 

 42ページをお願いいたします。 

 医務費です。 

 ２のへき地医療対策費の(1)のへき地医療

施設運営費補助ですが、これは、市町村が設

置しております僻地診療所や僻地医療拠点病

院の運営に対する補助、さらに、僻地医療支

援機構の運営に要する経費です。それから、

(2)ですが、へき地医療施設・設備整備費補

助は、僻地の診療所、それから僻地医療拠点

病院の設備整備に対して補助を行うものでご

ざいます。平成23年度は、２つの診療所、そ

れから１つの拠点病院で整備が予定をされて

おります。 

 43ページをお願いいたします。 

 保健師等指導管理費でございます。 

 説明欄の１の看護行政費の(1)看護師養成

所等運営費補助事業ですが、これは、看護職

員の確保や就業環境の整備等を図るため、民

間の看護師等養成所とそれから病院内の保育

所を設置する病院に対しまして、その運営費

の補助を行うものです。(2)の看護師等修学

資金貸与事業は、看護師等を養成する養成所

等の在学者に対しまして修学資金を貸与し、

修学を支援することによって、看護師等の確

保が困難な施設等、特に県内の200床未満の

病院や診療所等において一定期間業務に従事

する者に対して返還を免除することで、県内

に就業する看護師等の確保を図るものです。 

 次に、２の看護師等確保対策費です。これ

につきましては、医師確保と同様に非常に重

要な課題となっておりますので、しっかりと

取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 

 (1)の新人看護職員卒後研修事業ですけれ

ども、これは、新人看護職員の質の向上や早

期の離職防止の観点から取り組んでおる事業

です。これは、22年度、今年度から取り組ん

でおりますが、新人看護職員のいわゆるＯＪ

Ｔ、現場での研修、それから教育責任者の研

修等を行うための経費です。 

 次に、新規事業３つ挙げておりますので、

説明させていただきます。 

 まず、(2)の専門性の高い看護職員の養成

支援事業ですが、これは再生基金を活用する

事業でございます。これは、本県における看

護体制の拡充と看護の質の向上を図るため

に、医療機関等において特定の分野で熟練し

た看護技術と知識を実践する、いわゆる認定

看護師、あるいは専門看護師、それの育成を

支援するものです。認定看護師等の就業者に

占める割合は、熊本の場合には全国の水準の

約半分しかありません。受講料が高額である

こととか、研修期間が長いために医療機関で

は代替職員が必要になることから、研修を受

講させることが非常に困難な状況にあります

ので、その支援を行うものです。 

 それから、(3)の看護職員確保対策支援事

業ですけれども、これも再生基金を活用する

事業ですが、看護職員の離職、大体毎年2,00

0人を超えるぐらい離職があっております

が、その実態を踏まえまして、看護職員の確

保が困難な病院等からの相談に対応する相談

窓口の設置や潜在看護職員を対象にした研修

会を開催することなどによって、再就業の支

援に取り組むというものでございます。現

在、離職中の看護職員の再就職を促進するた

めに無料職業紹介を行うということで、ナー

スセンター事業を県の看護協会さんに委託を

して取り組んでおりますけれども、この支援

事業も、県看護協会さんに委託をしまして、

一体的に取り組むことで効果的な看護職員の

確保につながることを期待しております。 

 44ページをお願いいたします。 

 (4)の新規事業の水俣病発生地域在宅生活

支援サービス提供体制づくり事業ですけれど
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も、これは、水俣・芦北圏域には訪問看護ス

テーションが５カ所ありますけれども、小規

模で市街地の方に集中しておりまして、訪問

看護師の確保が困難な状況が続いておりま

す。今後さらに高齢化が進みますことから、

水俣病の患者さんを初め山間地の高齢者の方

も含めまして安心して在宅医療が受けられる

ように、在宅医療のかなめであります訪問看

護ステーションの運営の強化、それから安定

化を支援することで、水俣・芦北地域におけ

る訪問看護や訪問介護等の在宅生活支援サー

ビスの提供体制の整備を図っていくものでご

ざいます。 

 次、45ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定についてでございま

す。 

 まず、医師修学資金の貸し付けですが、こ

れは、熊本大学医学部入学者を対象にしまし

て、一般枠の５人、それから地域枠の５人の

10人に対しまして、入学から卒業までの６年

間にわたって修学資金の貸し付けを行うもの

についての債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

 次に、医療施設耐震化整備事業ですが、緊

急に耐震化を行う必要があるとしまして、耐

震化整備指定医療機関に指定をされました災

害拠点病院等に対しまして補助を行うについ

て債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 それから、74ページをお願いいたします。 

 条例議案でございます。 

 第83号の議案、熊本県国民健康保険広域化

等支援基金条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

 75ページの概要の方で御説明させていただ

きます。 

 国民健康保険法の一部改正に伴いまして、

同法に規定します広域化等支援方針の作成及

び当該方針に定める施策の実施に国民健康保

険広域化等支援基金を活用することが可能と

なりましたために、関係規定を整備するもの

でございます。 

 内容としましては、これまでこの基金は、

市町村合併等による国民健康保険事業の運営

の広域化または財政の安定化に資するための

貸付事業や交付事業に活用することとしてお

りましたけれども、これらに加えまして、広

域化等支援方針の作成及び当該方針に定める

施策の実施に要する経費の財源に充てること

ができるようになりましたので、基金の設置

目的と条例の一部を改正するものでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、障がい者支援

総室と医療政策総室について質疑を受けたい

と思います。 

 何かございませんか。 

 

○松田三郎委員 資料の28ページ、東総室長

にちょっとお尋ねします。 

 28ページの(11)発達障がい理解促進事業、

ちょっと説明いただきましたけれども、大変

重要な、予算の額は別として、必要な事業と

思います。緊急雇用創出の事業を使って、さ

っきの御説明で、支援センターに、部長の冒

頭のあいさつには、ペアレントメンターとい

うものを養成する、そのほかにもこの理解促

進の手段、方法というのを何か考えていらっ

しゃるのかが１つ。それともう一つは、私だ

けでしょうか、耳なれない言葉でしたので。

今までなくて新しい概念、人のペアレントメ

ンター、それの用語の説明。２点お願いしま

す。 

 

○東障がい者支援総室長 まず、28ページの

(11)の発達障がい理解促進事業でございます

けれども、先ほど説明の中で申し上げました

ように、大津町にあります三気の里という施
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設がございます。そこに県が委託して発達障

害者支援センターを設置しているところでご

ざいますけれども、そこに緊急雇用創出基金

活用事業を使いまして、２名の職員を採用し

ているということでございます。それは21年

度から採用をしてきているところでございま

す。 

 21年度は、他県で、警察官の方がその知的

障害、発達障害をお持ちの方を拘束するとき

に、ちょっといろいろあって、警察職員の方

に発達障害というのはいかなるものかという

ことをケアすると、そういったものを21年度

は中心に行ったところでございます。 

 それと、発達障害の方が地域で生活を安定

的に生活していくためには、いろんな商業施

設でもその発達障害というのはどういった状

態を示すものかというのを理解していただく

必要がある、そういうことで、22年度は、コ

ンビニエンスとか商業施設等にその周知を図

っているところでございます。 

 23年度も、同じような形で、それぞれ地域

生活を支援するという意味で、いろんな関係

機関に対して、発達障害というのはどういっ

たものかというのをこの２名の職員を通じて

やっているところでございます。 

 そういった人件費は、この(11)の中で行っ

ていますけれども、その中の運営経費の一部

をペアレントメンターという形で――このペ

アレントメンターというのは、２点目の御質

問ですけれども、実は発達障害を持つ子供さ

ん等が今増加傾向にあるということです。去

年、４月にこの常任委員会の１回目がありま

したときも、松田委員の方から、こども総合

療育センターに診断を申し込んでも３カ月待

ちとか、そういった状況になるという御発言

があったところでございます。そういうこと

で、保護者にとって、自分の子供が発達障害

を持っているときに、なかなか診察までの順

番待ちのときに非常に不安な気持ちを持って

おられるところがあるんじゃないかと。それ

と、また、その自分の子供が発達障害という

診断を受けた後に、じゃあ、今後どう将来的

になっていくのかというところも不安をお持

ちじゃないかと。それともう一つ、発達障害

で今いろんなところで出てきますけれども、

これは後で報告いたしますけれども、県の障

害者プランをつくったときも、パブリックコ

メントをしたときにパブリックコメントとし

て意見が出た中に何件か出てきたのは、発達

障害の在学中まではいろんな支援があるけれ

ども、卒業した後の就労対策がなかなか十分

じゃないんじゃないかという御意見ございま

した。そういうことで、保護者にとって、学

校から卒業したり、自宅生活をしていく上に

おいて、やっぱりいろんな不安をお持ちじゃ

ないかと。そういったのを――ペアレントと

いうのは親という意味で、メンターというの

は、その領域に専門的ないろんなことについ

て承知されているという意味で、これ、ペア

レントメンターという、あわせて、発達障害

について親としてずっと子供の行く末にかか

わってきた人たち、そのことについて一定の

見識を持っている方という形なんですけれど

も、そういった方を、これはだれでもいいと

いうわけではなくて、やはりそういったこと

に、きちんといろんな保護者からの相談に対

応できる資質をやはり育成する必要がある

と。そういうことで、そういう発達障害関係

団体から推薦等をいただいた上で、10名程

度、実際に活動する前に養成する必要がある

んじゃないかと。そういう養成に一定期間か

けて、その後、保護者からのいろんな相談対

応に、電話対応とか、そういう形で取り組ん

でいくというところで、その育成に要する研

修会費とか、育成した後に電話相談とか、あ

るいはその地域の保護者会とか何かに、そう

いう保護者の集まり等に行って説明すると

か、自分の経験でこうだったということを説

明して、経験を共有していただくという取り

組みをする経費を入れているところでござい
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ます。 

 

○松田三郎委員 ちょっとさっき、前段後半

になりますけれども、理解を促進するのにい

ろいろ活躍していただく方は、三気の里、支

援センターにいらっしゃる２名の方がその役

割を果たされるんですね。ペアレントメンタ

ー、メンターというのは別にまた10名ほど

と。この両方、この事業でやるわけですか。

造語ですか、ペアレントメンターというの

は。 

 

○東障がい者支援総室長 これは国がもう既

に使っている言葉でございまして、発達障害

分野にというところで、その分野で使われて

いる……。 

 

○松田三郎委員 その分野だけの用語。 

 

○東障がい者支援総室長 と聞いているとこ

ろでございます。 

 

○松田三郎委員 とりあえず来年度に関して

は10名ほどの養成を目指されると。この方は

どこに連絡すれば、派遣なり、来ていただけ

るというのは県なんですか。 

 

○東障がい者支援総室長 県でも連絡いただ

ければ連絡体制はとるつもりですけれども、

基本的には、発達障害といっても、学習障害

もあれば、注意欠陥多動性障害、あるいはア

スペルガー症候群という形で、あるいはそれ

以外のいろんな発達障害の分野がございまし

て、その幾つかまた領域を２つとも持ってお

られる方もおられるということで、どういっ

た方にだれをつなげていくかというのは、や

はりどうしても専門的な見識がないといけな

いもんですから、これは、窓口としては発達

障害者支援センターでやるということで考え

ております。 

 

○松田三郎委員 支援センター。 

 さっきもあったように、例えば療育センタ

ーに予約すると何カ月待ち、これもだんだん

ふえていくんでしょうけれども、その養成も

ですね。この支援センターに電話したら、ま

た何ヶ月か、ペアレントメンターが来るのに

かかるとか、そういうふうにならないよう

に、１日、２日でそういう見識が高まるとは

思いませんけれども、できるだけ身近なとこ

ろにある程度、重い相談じゃなくても、気軽

に相談できる人が近くに何人かいらっしゃる

ということ自体が安心につながると思います

ので、頑張ってください。 

 以上です。 

 

○藤川隆夫委員 29ページの13番の第３期障

がい福祉計画策定事業のところなんですけれ

ども、現在障害者自立支援法が見直しをされ

ているかと思います。現在こういう形でつく

ったとして、障害者自立支援法が見直された

ときに、この関係、今こっち側でつくろうと

しているものとの関係にそごが生じるなんて

ことはないのかということをお尋ねします。 

 

○東障がい者支援総室長 この第３期障がい

福祉計画は、自立支援法に基づいて法的に計

画を策定する必要があるものでございます。

今、第２期で、21年度から23年度までという

ところでつくっているところでございますけ

れども、そういうことで、第３期は、24年度

から26年度までというところですけれども、

今、障害者総合福祉法、これは仮称ですけれ

ども、これを昨年の６月29日の閣議決定で

は、24年通常国会に提出し、25年８月施行を

目指すというところで今動いているところで

ございます。ただ、これがどうなるかわから

ないというところで、基本的にはそれぞれ―

―その法律がどうなるかは別として、やはり

障害者の方がそれぞれの地域で地域生活をし
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ていく上においては、福祉サービスをどうや

って計画していくかというのが必要なところ

でございます。そういうことで、現時点で

は、現在の障害者自立支援法に基づいてこの

３年計画をつくるというところで、もしそう

いう新しい法律ができたときにその見直しが

必要な場合は、また国の方からのいろんな規

程を待って対応することで考えているところ

でございます。 

 

○藤川隆夫委員 今ので大体わかりましたけ

れども、新しい法律と実際にこっち側でつく

った計画とにマッチングしていかなきゃいけ

ないんですけれども、それがずれがないよう

にやっていってもらわなきゃいけないと思い

ますので、その付近は、新たなものを含めて

見ながらやっていってもらえればと思うんで

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○山口ゆたか委員 40ページ、お願いしま

す。16番の天草地域の医療圏遠隔医療等設備

整備事業ですけれども、今の説明の中で、医

師の効率的な配置に資するようなということ

がありました。今いろんな形で話し合いを行

っていただいとって、今後、医療再生とか、

医師確保に向けた動きになっていくんだろう

なと思っておりますけれども、１つ大事なこ

とが、医師の数というか、そこも考えること

が大事だと思うんですよね。地元では、マグ

ネット方式でやってみようじゃないかという

御意見もちょっとお聞きしましたけれども、

やはり根本的には、遠隔医療システムを導入

する前に、天草圏域で医師をどうするかと、

必要な数をどう算定するかというか、一応み

んなで話し合うかということが大事じゃない

かなというふうに思うんですよね。その方向

でいけば、また天草市の方においては、公立

病院のあり方も検討されなければいけない事

項として１つ上がっておりますけれども、も

う少しやっぱり議論をしていただいて、医療

体制をつくり上げていかなければいけないん

じゃないかと思っております。その中で、本

年、遠隔医療システムの整備に対する補助と

いうのが出てきておりまして、まだまだ医師

の配置の考え方とか、そのあたりが出ていな

い段階でこういう機材購入をするというの

は、私はちょっと順番が違うんじゃないかな

という気がいたしますが、いかがでしょう

か。 

 

○倉永医療政策総室長 まさに医師の確保の

場合に、医師不足が本当にどうなのかという

部分はきちんと確認する必要がありますの

で、今、去年から推進会議、あるいはワーキ

ングプロジェクトチームをつくって、そうい

ういろんな形の天草の方での医療体制のあり

方、そういった病院の再編とかも含みなが

ら、そういった部分でどういうふうに整理を

していくのかと。そうなってくると、本当に

こういう医療体制で臨んでいくというふうな

ことが見えてくれば、じゃあ、今の現状から

考えたときに、医師がどのくらい、あるいは

どういう診療科も含めて不足しているのかと

か、そういったことが見えてくるようになり

ますし、そういったそれぞれのその病院等の

持ち味を生かしながら連携してやっていきま

しょうという形の部分での体制づくりの分を

ベースにして、今回、この遠隔医療の部分で

システムを構築していこうということで取り

組んでいくようにしておりますので、まさに

今、山口委員から言われたように、その辺の

議論をやっていきながら、同時進行で、今い

ろいろと内容の詰めも含めて取り組むように

しておりますので、すぐにということではあ

りませんので、まだその辺の議論を踏まえな

がら取り組んでいくというふうなことになろ

うかと思っております。 
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○山口ゆたか委員 天草市の公立病院のあり

方というのを考えるときに、やはり今ある公

立病院をどうしていくのかということも大事

だと思います。それはもう医療の経営的な側

面も大事だろうと思うし、そういうことで、

まだまだ全然整備されていないんですよね。

そういった中で医師をどう確保するかも考え

なければいけないし、かなり深慮しなけれ

ば、深く考えていかなければいけない状況に

あるのに、まあ、今皆さんから説明とか随時

いただいとるんですが、なかなかその会議が

ちゃんと開かれていないんじゃないかという

不安があるんですよね。ですから、もう少し

行政としてしっかり頑張ってもらわないとい

けないと思うんですよね。 

 部長、いかがでしょうか。将来、もし帰っ

てこられれば、天草の医療圏で過ごしていた

だくことになりますけれども、やはり私はも

うちょっと議論の深まりが必要だと思ってお

ります。ですから、そのあたりも含めて覚悟

を聞かせていただければと思いますが。 

 

○森枝健康福祉部長 天草医療圏全体とし

て、天草市、上天草市と苓北町ありますけれ

ども、従来は、例えば、圏域で一つの医療体

系としてできているかというとできていない

と思うんですね。今、山口委員からお話があ

りましたように、公立病院は考えながら民間

の診療所とかもございますので、中核的な機

能をどうするかということと、あと、ネット

ワーク、圏域内でのネットワークをどう構築

していくかというのを、机の中でただちょっ

と段階的にやっぱり時間かかると思いますの

で、せめて２次機能までは何とか天草圏域内

である程度までできるという医療体制の整備

と、もう一つは、どうしても３次機能は熊本

市が中心になりますので、ドクターヘリ等々

もございますが、ただ、遠いところは、高度

の医療の一部を、時間の問題とかあって一部

遠隔医療の導入というところも、場所によっ

てはちょっと有効な場合もありますので、そ

ういう体系のイメージを描きながら医療体制

の整備を進めていく必要があると思います

が、医師確保の方は、全県的に考えないと、

天草だけではちょっとできないので、熊本大

学を中心にしながら、医学部の増とか、もし

くは修学資金とか、もしくは寄附講座の設置

等々によって全県的に医師もふやしながら、

また、もう少し派遣していただくシステムと

か、そういったのもつくりながら、必要なと

ころにもう少し回るようにというか、もうち

ょっとバランスがとれるような形で持ってい

きながら、いろんな取り組みを進めていくこ

とで。ただ、どうしても同時並行的になかな

か急にぱっとは、医師確保の方も、来年、再

来年すぐできますかというと、なかなかぱっ

とはできないので、段階的にふやしていきな

がら、医師をふやしながら、医療機能を高め

ながら、そういう連携とか、そういったのを

きちんとつくっていきながら天草の医療圏を

できたらと思っています。 

 公立病院につきまして、天草市の方で、以

前というか、数年前、そういういろいろ議論

が行われて、中核的な病院と、ハブアンドス

ポークみたいな感じでの議論がなされており

ますが、ただ、天草の場合は、地域医療セン

ターと、御承知のように中央病院の双璧があ

りますので、そこは一応、ペイトが１つにな

るというのはなかなか難しいので、あわせ

て、両機能の役割分担とか、両方あわせて総

合的な機能が発揮できるように、その方が現

実かなと私は思っています。ということで、

方向性としてはそうですね。 

 

○山口ゆたか委員 今、天草中央病院と地域

医療センターの双璧とか言われましたけれど

も、医療を欲する地域住民はそういうことは

余り関係ない話なので、やっぱりもう一回ち

ゃんと議論すべきだと思うんですよ。議論の

不足を感じてなりませんので、もう一遍行政
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としてもちゃんと踏み込んで、確かに医師の

皆さんの意向も尊重しながら、話し合いを進

めるにはいろんな方法があると思うんですよ

ね。チャレンジもしてもらったりしましたけ

れども、まだまだ議論の方向はちゃんといろ

んな方向を示しながら、天草の医療をどう確

立するのかというしっかりとした信念を持っ

てやってほしいなと思います。 

 以上です。 

 

○森枝健康福祉部長 おっしゃるとおり、よ

りよい医療圏を目指してについての議論をや

りながらいきたいと思います。ただ、行政と

しては、県行政が地域医療のメーンとして担

っていますが、医療連携を考える場合は、１

次機能とかも大事でありますので、地元の行

政もちょっと入っていただいて、医療機関は

もちろんですけれども、そういったきちんと

した議論をやりながら、いいイメージ、形を

つくりながら進めていきたいというぐあいに

は思っております。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 今の山口委員の話は、天

草だけじゃなくて、それぞれの圏域で共通の

課題というのがあると思うんですね。それぞ

れの圏域できちっとした議論ができるような

体制が今とれているとは私も到底思っており

ませんので、形骸化した会議などやることな

く、きちっと保健所もその役割を果たしてい

く、そして県庁もバックアップをしていくと

いう体制をもう一回再構築しないと、その場

しのぎの答弁というか、その場しのぎの対応

では、これからのこういう高齢化社会という

か、ここはやっぱり乗り切れないと思うの

で、もう一度本庁と保健所の役割も含めてき

ちっと議論をしていただくように私からもお

願いをしておきます。 

 もうよかです、森枝部長。 

 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ちょっと伺いますが、天草

の話ばっかり出てたので、ちょっと阿蘇の話

もさせてもらえればと思うんですが、地域医

療計画の再生基金、これは一体どの程度まで

使えるような見通しがあるのか、まずそれを

最初にちょっと聞かせてもらいたい。 

 

○倉永医療政策総室長 阿蘇圏域の分で一応

25億ということになっておりますが、一応阿

蘇地域の分については、23年度から本格的に

使っていくような感じになるのかなと思いま

すし、それ以外の阿蘇圏域を支援する救急医

療体制分はもう22年度からかなりいろいろ使

ってきていますので、阿蘇圏域の分は中央病

院の改築の分に基金を充てる分が入っており

ますので、その辺の部分で、今の流れからい

きますと、一応予定に近い形の分で動き始め

ているかなと。ただ、地元のそれぞれの実施

主体の主体性が非常に重要になりますので、

基金が終わった後も、その取り組みが、継続

性が非常に重要になりますので、そこの部分

の主体的な取り組みの部分をしっかりと仕組

んでいく中で事業を組み、実施に取り組んで

いくというふうな、そういう形になっており

ますので、23年度から、あと、24年度はかな

り本格的な取り組みになるかなと思っていま

す。 

 

○藤川隆夫委員 今ちょっとお話が出ました

阿蘇中央病院、建てかえ、今されているかと

思いますけれども――まだこれからですか

ね。建てかえされるという話で動いています

けれども、実際に、主に、これを見ると救急

を主体に取り組んでいこうというふうな話が

出ていますよね。基本的に言うと、恐らく２

次救急までが普通だろうと思うんですけれど

も、これは３次救急あったら赤字恐らく出る

と思うんですけれども、だから、その部分も

含めて、救急やるのは当然２次まではやって
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いいと思うんですけれども、３次にまで手を

出すようなことがないようにというのが１つ

と。 

 もう一つは、やはり基金が切れた後の運

営、これがやっぱり赤字になったときに、じ

ゃあ、どこの自治体、阿蘇という自治体が全

部金を出さなきゃいけなくなってくると思う

んですよね。そうなった場合に、今までの地

域の医療機関の慢性的な赤字のところがたく

さんありますよね、そのような状態になって

しまったら困るわけなんですよね。だから、

自分のところのその病院で財政が成り立つよ

うな仕組みをやっぱり今後つくっていかなき

ゃいけない、その中で救急も担っていかなき

ゃいけないという話だろうと思うんですよ

ね。その部分に関しては、やはりきちっと見

ていかないといけないと思うんですよ。途中

で赤字が出たときにはもうどこもできません

よという話まで、逆に言うと、阿蘇市に私は

しててもいいのかなと。自分のところで全部

やってくださいよと、赤が出てもと。そこま

で踏み込んで話をしとかないと、最終的に県

が、国が基金出すけん、つくれって言ってつ

くったて、赤字出たけん、金出してくれとい

う話になりますよ、これ。ちゃんとやっとか

ないと。 

 今言ったように、脳卒中の地域連携クリテ

ィカルパスもつくられるということなんです

けれども、現実に今もう既に動いている部分

があると思うんですけれども、阿蘇自体はこ

れは何か入ってないんですかね、最初から。

この脳卒中の地域連携クリティカルパスの中

に。 

 

○倉永医療政策総室長 まずは熊大の方で、

その辺の動くベースづくりの部分をまず優先

で動きますので、どちらにしましても、脳卒

中とか心筋梗塞の部分で、阿蘇中央病院とか

そういった拠点になるようなところの部分の

人的な支援等も含めて、今度の新築等に向け

た部分で体制づくりをにらんでいきながらそ

の基金を活用するというふうな、寄附講座を

活用する、そういった形の部分で今仕組み立

てをしていっていますので、実質的には23年

度の途中ぐらいから、ある程度その内容の部

分を踏まえた分として動いていけるようにな

るかなというふうには思っておりますけれど

も。 

 

○藤川隆夫委員 今言ったことを含めて間違

いがないようにというか、きちっと成り立つ

ように見ていっていただければというふうに

思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩中伸司委員 43ページの一番下の(3)看

護職員の確保で新たな支援事業ですが、先ほ

どの説明で年2,000人ほど離職をしていると

いうふうな報告を聞きましたけれども、現状

はその2,000人離職をしていくという、すご

いな、大きいな、数がと思ったんですが、こ

れは、新たに採用されていくというか、新た

に看護師としての免許を取得する人の数と比

べたらどれくらいあるんですか。 

 

○倉永医療政策総室長 結果としては、毎年

今400人から500人は看護師さんふえているん

ですね、結果はですね。ただ、実際には、新

規による就業する看護師さんたちが、定数で

は1,500人ぐらいいるんですが、大学の方に

勉強に行くとか、あるいは県外に行くとか、

そういった形の部分もありますので、大体そ

の辺で新規の分では800から900ぐらいは一応

県内の方にというふうな形の部分になるんで

すが、その分と合わせまして、実際やめられ

た人たちでまた復職される人たちが、やはり

1,800、2,000近くおられますので、その辺の

部分でちょうど足し合わせますと、400から5

00は今確実にトータルの数はふえてきていま
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す。 

 

○岩中伸司委員 でしたら、大体数は充足す

るんじゃないかと思う。私は、この根幹は職

場の労働条件がやっぱり悪いんじゃないです

か、看護師さんたちの。やめていくような、

そういう現在医院、病院の実態というのはど

うですか。 

 

○倉永医療政策総室長 病院とかその辺で状

況は大分違うと思いますが、傾向としては、

やはり大きな病院の方に行かれるような、そ

ういう動きがどうしても強いもんですから、

実態としてはやはり、先ほどもちょっと説明

では触れましたけれども、200床以下の中小

の病院、あるいは診療所、そういったところ

にはなかなかやはり看護師さんたちが集まり

にくいといいますか、あと、やっぱりそれぞ

れの自分が所属するところで、レベルアップ

のため、いろんな研修とかそういったのを受

けたいというふうな気持ちを持っておられる

方も結構おられるもんですから、そうなりま

すと、そういういわゆる環境、そういった勤

務環境がどうなのかという分は大きな要因に

はなってくるかと思いますけれども、その辺

の部分は確かに影響はあるかなと思います。 

 

○岩中伸司委員 確かに、それぞれのレベル

アップでより高度な医療現場へ行って、自分

の腕を磨きたいというのもあるだろうと思う

んですが、私はもっと根幹には生活のためと

思うんですね。そこが基盤になっていくのが

圧倒的に多いんじゃないかというふうに思う

ので、そこら辺はやっぱり全体的な労働条件

かなというふうな感じがしているところで

す。これは私の気持ちだけで。 

 それと、関連してもう一つ、これは政策室

じゃないんですが、障がい者支援総室で、28

ページ、福祉・介護人材の処遇改善事業で６

億4,000万程度、これは事業運営の安定化と

いうふうな説明をいただいたんですが、これ

は、そういう意味では、この職場の事業の運

営という言い方ですけれども、この説明で

は、処遇を、人材を確保するというのがこの

目的だろうと思うんですね。ですから、この

６億4,000万というのは、そういう形で事業

所が使われているのか、使っているのかどう

なのかというのはわかりますかね。 

 

○東障がい者支援総室長 これは、もともと

処遇改善として交付するときに、それぞれの

事業所から給与規程とか、そういった規程を

どう改正しますということの資料を出してい

ただくということですので、これはあくまで

もその処遇改善に要した分の一定割合をそれ

ぞれ交付しているというところで、処遇改善

につながっているということでございます。 

 

○岩中伸司委員 そしたら、これは確実に、

今説明あったように、そういう賃金の基本的

な明細含めて資料として提出いただいて、そ

れをどう上乗せするかというふうなことでこ

の交付がなされているという理解でいいです

ね。 

 

○東障がい者支援総室長 それぞれの法人か

ら処遇改善をどういう形で給与規程に織り込

んでいくかと、そういうことの前提の提出資

料をいただいた上でこの交付額というのは算

定されていくために、結果として処遇改善に

つながっているというふうにこちらは認識し

ております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○鬼海洋一委員 ちょっと聞き落としたのか

もしれませんけれども、37ページの介護保険

対策費の新規事業で訪問看護支援事業という

のがあります。サポートセンターの開設等に

要する経費ということで。これから、もう何
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回も私申し上げてきたわけですが、みとりの

問題だとか、それから最近は短期入院ででき

るだけ早く自宅に帰すという傾向が非常にふ

えてきている中で、この在宅医療というのは

非常に重要なことだというふうに思っていま

す。 

 そこで、このサポートセンターの開設等に

要する経費の支出をされるわけですが、新規

事業つくられたわけですが、将来の在宅医療

の形、その形との関連でどういうふうに位置

づけられながら今回のこの事業が進んでいく

のかというのが１つです。 

 それからもう一つは、小児医療対策事業

で、今年度これだけの経費をここに予算とし

てつくられたわけですが、もうマスコミでも

何度も報道されておりますように、地域医療

センターの、つまり小児救急に対する危機と

いうのが、物すごいオーバーワークといいま

すか、あるいは患者とのかかわりの中におけ

るさまざまのトラブル、こういうものも含め

て極めて困難な状況を来しているという情報

を聞いているわけですが、このシャープ8000

番に対する経費と同時に、あそこの運営等に

対するかかわり方をもう少し踏み込んでやる

べきではないかなというふうにかねて考えて

いるわけですけれども、今回のこの事業との

かかわりで、その辺をどういうぐあいにお考

えなのかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○倉永医療政策総室長 まず、最初の36ペー

ジですよね。 

 

○鬼海洋一委員 あ、失礼。36ページです。 

 

○倉永医療政策総室長 在宅医療との関連と

いうことですが、当然訪問看護ステーショ

ン、それとドクターの役割、この部分も非常

に重要になってきますが、今在宅療養支援診

療所というのは県内で約190ほど一応手を挙

げておられるんですけれども、本当にその辺

の部分でやはり在宅療養支援の役割を担うぞ

というふうな形で頑張っておられるところは

１割ぐらいまでしかまだいってないような状

況なんですね。これは、よその県あたりとの

意見交換の場でも、やはりそのくらいの状況

が実態としてはどうもあるみたいです。 

 とはいいながら、一方では、介護の方の問

題もありますもんですから、そういう意味で

は、在宅療養といいながらも介護も取り組む

ようなですね、そうなってきますと、地域包

括ケアという、そういった言い方の部分で、

特に介護サイドの方からもそういう体制づく

りにということで今取り組みをされようとし

ていますので、まさにそういった形でのドク

ターとそれから介護とそれから看護、これに

伴う、当然関連するいろんな医療スタッフが

関連してきますので、その辺の部分の一連に

なって、一体的にやっていけるような、そう

いった仕組みづくりに動いていくと。じゃ

あ、そうなってくれば、それぞれの地域の中

でそういう役割を担って頑張ろうという、何

か引っ張るキーマンのような方がおられる

と、その辺の部分で動き始めるところがある

かなというのが、ほかのところの先進的な動

きをしているところには、やはりそういった

動きがありますので、そういったことも踏ま

えて、しっかりと支援体制を仕組みづくりと

してやっていく必要があるんじゃないかとい

う、そういうことでの今回のいろんな事業の

取り組みになっております。 

 

○鬼海洋一委員 その部分で、今おっしゃっ

たように、もう在宅医療ということになりま

すと、例えば介護の部分と医療の部分がもう

全部重なり合うという、そういう状況ですよ

ね。そうすると、今おっしゃったように、ケ

アマネジャーが、例えば医療の部分、介護の

部分、それぞれ今独立してやっていますけれ

ども、これはどっかで保健も含めて一体とな
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るような、つまりケアマネジャーそのものの

意識というのを変えていく必要があるんじゃ

ないかというふうに思います。ですから、そ

ういうことも将来の１つのあるべき形という

ものを示しながら、一つ一つ具体化をしてい

くというような、そういうことをやるべきじ

ゃないのかなというふうに思って、つまり、

このサポートセンターの役割というのは将来

的にどういうぐあいにつながっていくのかと

いうことをお尋ねしておきたかったというこ

とです。その辺いかがでしょうか。全部担い

得るようなケアマネジャーの育成という非常

にレベルアップした状況をつくっていくとい

う努力についてはどういうふうにお考えでし

ょうか。 

 

○倉永医療政策総室長 まさにそういうふう

な形に取り組んでいくということで、一応こ

のサポートセンターにつきましては、看護協

会さんの方と相談もしておりますので、そう

いった形で、まさにいろんな役割の部分を協

会さんの方にも発揮してもらいながら、それ

と県の方でもいろんな部署との関係が当然一

体的な、連携して取り組む必要がありますの

で、そこの部分をベースにして取り組んでい

くというふうなことで今考えております。 

 

○鬼海洋一委員 あと、じゃあ後段を。 

 

○古谷認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課ですけれども、ケア

マネの人の向上ということで、これから意識

改革ということもおっしゃっていたと思いま

すけれども、ケアマネについては、私どもの

方で研修等も行っておりますし、そういった

今後もフォローアップ研修などやりながら、

自主的にそういった中での意識啓発というよ

うなのをやっていきたいなというふうに思っ

ております。 

 

○森枝健康福祉部長 ちょっと補足説明をさ

せていただきますけれども、将来的には、子

供から高齢者まで、当面は要介護高齢者の方

が多いと思いますけれども、例えば、重心の

子供たちとか、重度難病の方とかも在宅で療

養されている方がおられるので、当面は高齢

者を中心にしながら、介護の方がちょっと先

行している部分がありますので、そこに訪問

看護をなるだけ、まだまだ少ないので、なる

だけリンク、そろえるようなことで進めなが

ら、かつプラス、訪問診療というか、なかな

か時間がかかる部分もございますけれども、

段階的にそういう在宅の分を充実していけれ

ばということで、その一つの方策としまし

て、この辺もちょっと支援機能を高めたいと

いうぐあいに思っているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○倉永医療政策総室長 小児関係の分につき

ましては、今、鬼海委員の方からもお尋ねあ

りましたけれども、いろんな地域での実態が

どうなのかということで、今年度夏ごろにそ

の辺の実態調査を一応行いました。それぞれ

の圏域で本当に今の体制で小児の医療体制が

どういうふうに確保できるのかと、あるいは

課題は何なのかというふうなことあたりを整

理しまして、じゃあ、それに対して、当然医

師をそれぞれの圏域で核になる病院に確保し

ないと、なかなか役割を果たしていけません

ので、そういったこともにらみながら、じゃ

あ、北の方のこういうところがどういった体

制を考えていくのか、あるいは熊本の方と、

あるいは県南の方ではどうなのか、まさにそ

ういった意味での今の小児の医療体制の実態

把握が一応きちんとした形でできましたの

で、それを踏まえて、それぞれの圏域の核に

なる病院とか、そういったところといろんな

議論をしていく中で体制づくりをしていきた

いというふうなことで今動き始めているとこ
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ろです。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩中伸司委員 39ページの(10)の阿蘇医療

圏医療連携推進事業649万ですが、これは研

修会とフォーラム、そういういろんな取り組

みのようですが、これはどれくらい、何回ぐ

いされるんでしょうか。 

 

○倉永医療政策総室長 今年度は、フォーラ

ムはもう３回ほど開きました。そういうフォ

ーラム、それから研修会とか。23年度は、も

ちろん同じようなフォーラムというふうな形

の部分もしていくんですけれども、連携を図

っていくということで、休日とか夜間のいろ

んな対応の連携、その部分についても少し補

助をするということで今回は予算が少しふえ

ております。 

 

○岩中伸司委員 ３回程度、夜間をプラスし

ても649万、そういうフォーラムとか研修会

がそんなにかかるのかなという、何か阿蘇は

広いから旅費がかかるのかなとも思うんです

が、それでは意味が違うんですか。 

 

○倉永医療政策総室長 済みません。研修会

とかフォーラムの分は大体150万ぐらいの予

算で、今回約450万ほどというのは、そうい

った休日とか夜間の初期対応とか、そういっ

た部分に協力していただける開業医とか、い

ろんな病院の方に対しての一応支援をすると

いう、そういう部分の分が約450万プラスに

なりましたので650万ぐらいと、まさにそう

いう実際の具体的な連携の部分での動きを始

めましょうというその部分が入った予算にな

っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、ここで暫時休

憩をします。50分まで休憩です。 

  午後２時38分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時50分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、再開をいたし

ます。 

 倉永総室長から発言があります。 

 

○倉永医療政策総室長 済みません。先ほど

看護師の離職等の関係の部分で少し御説明さ

せていただきましたが、大事な部分の内容の

部分をちょっと入れ忘れていましたので、ち

ょっと補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 特に、看護師の離職ということからいきま

すと、結婚、出産、育児等によります、そう

いう20歳から30歳代の離職が非常に多いとい

う内容の部分で特徴がありますので、当然子

育てが終わった後の復職ということで、そう

いった形で継続して仕事ができるような、そ

ういう環境づくりというふうなことをにらむ

ような形の分で、今回の新規事業とか、その

辺の部分にも取り組んでいきたいというふう

に思っておりますので、ちょっと補足をさせ

ていただきます。済みません。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、次、健康づく

り推進課、岩谷課長。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 健康づくり推進

課でございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 最初に、社会福祉総務費、説明欄、社会福

祉諸費でございます。これは、育成医療費

で、身体障害を持つ子供が生活能力を得るた

めに医療費の給付を行うものでございます。 

 次に、公衆衛生総務費でございます。 

 ３の健康づくり推進費の(1)健康食生活の

推進、(2)健康増進計画推進事業、(3)ヘル歯
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ー元気8020支援事業は、県の健康増進計画に

基づく県民の健康食生活の推進、健康づくり

の推進を図るために要する経費でございま

す。 

 47ページをお願いいたします。 

 (4)のがん対策推進事業は、がん診療連携

拠点病院が実施します医療従事者研修、それ

から相談事業等に対する補助費でございま

す。(5)の特定健康診査等実施事業は、市町

村国保が行うメタボリックシンドロームに着

目した特定健診、保健指導の負担金でござい

ます。(6)の市町村健康増進事業は、市町村

が行う住民の健康診査など、健康増進を図る

ための経費でございます。(7)糖尿病予防総

合対策事業は、糖尿病の予防や悪化防止のた

め、保健所を中心とした医療連携体制の整備

に要する経費でございます。(8)がん検診受

診促進企業連携事業は、民間企業と連携しま

して、がん検診受診率の向上を目指すもので

ございます。(9)の天草・芦北圏域がん診療

機能強化事業は、天草及び芦北圏域における

県指定のがん診療連携拠点病院の活動に対す

る補助でございます。(10)の食育総合推進事

業は、本年度に策定します熊本県健康食生

活・食育推進計画に基づきまして、食育に関

する施策を推進するための経費でございま

す。 

 48ページをお願いいたします。 

 (11)の健康づくり等実態調査事業は、熊本

県健康増進計画の見直しの基礎資料となる調

査に要する経費でございます。(12)のむし歯

予防対策事業は、弗化物の塗布や洗口による

虫歯予防対策を乳幼児及び児童生徒を対象に

実施する市町村に対する助成でございます。

 次に、４の栄養指導対策費です。 

 (1)の高齢者元気アップ食生活強化事業

は、食を通した地域の拠点活動の普及等に要

する経費や高齢者の低栄養防止メニューの提

供など、食環境の整備を行う費用でございま

す。(2)の県民健康・栄養調査事業は、県民

の栄養摂取量、食生活等の生活習慣に関する

調査に要する経費でございます。 

 48ページ最下段から49ページにわたってお

りますが、６の原爆被爆者特別措置費です。

原爆被爆者に対し、健康管理手当の支給等を

行うものでございます。 

 次に、７の特定疾患対策費は、特定疾患の

患者及びその家族の負担軽減を図るため、治

療費の公費負担を行うものでございます。 

 50ページをお願いいたします。 

 ９の母子衛生費です。これは、先天性代謝

異常等を早期発見するための検査費でござい

ます。 

 11の母子保健対策費は、望まない妊娠要因

調査の結果を踏まえた検討会の開催及び望ま

ない妊娠を防ぐための普及啓発に要する経費

でございます。 

 12の母子医療対策費のうち、(3)の小児慢

性特定疾患治療研究事業は、特定疾患に罹患

した児童の医療費の一部を公費負担するもの

でございます。 

 51ページをお願いいたします。 

 (5)のＮＩＣＵ入院児支援事業、これは、

新生児集中治療室、ＮＩＣＵにおける長期入

院児の在宅等への移行支援を行うものでござ

います。 

 13の乳幼児医療費は、乳幼児の医療費を助

成する市町村に対する補助でございます。 

 15の妊婦健康診査費でございますが、これ

は、市町村が実施します妊婦健康診査事業に

対する補助でございます。 

 52ページをお願いいたします。 

 予防費でございますが、ハンセン病事業費

としまして、ハンセン病に関する普及啓発等

に要する経費でございます。 

 最後に、保健所費でございますが、妊産婦

乳幼児保健指導費は、心身の発達に問題のあ

る子供の健全な発達のための相談、指導等に

係る経費等でございます。 

 以上、健康づくり推進課、総額54億3,585
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万4,000円をお願いしています。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○末健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 説明資料53ページをお願いいたします。 

 まず、公衆衛生総務費でございます。５億

8,000万円余をお願いいたしておりますが、

これは、主に、説明欄３肝炎対策事業のイン

ターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療に

かかわる医療費助成金及び肝炎ウイルス検査

等に要する経費でございます。 

 前年度比4,240万円余の減となっておりま

すのは、平成22年度の実績を踏まえた所要見

込み額の減によるものでございます。 

 次に、結核対策費でございますが、3,400

万円余をお願いいたしておりますが、これ

は、説明欄１の勧告に基づく入院患者等に対

する公費負担としての結核患者医療費のほ

か、54ページをお願いいたします。説明欄２

の結核の定期健康診断に対する私立学校等結

核予防費補助金及び３の保健所が実施する啓

発活動や服薬指導等に要する経費でございま

す。 

 次に、予防費でございますが、15億400万

円余をお願いいたしております。 

 説明欄１感染症予防費の(1)から(3)までの

事業は、感染症発生時の疫学調査、病原体の

検査及び予防啓発等、また、エイズに関する

啓発、検査、患者カウンセリング等、さら

に、新型インフルエンザに罹患した患者の入

院を受け入れていただく医療機関に対する人

工呼吸器補助などの今後の流行に備えた各種

対策等に要する経費でございます。 

 55ページをお願いいたします。 

 (2)熊本県ワクチン接種緊急促進事業は、

先議で議決をいただきました熊本県ワクチン

接種緊急促進基金を活用した事業で、子宮頸

がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺

炎球菌ワクチンの接種事業を行う市町村に対

する補助でございます。予防費全体で対前年

度比12億3,000万円の大幅な増となっており

ますのは、この事業の開始が主な理由でござ

います。ただ、子宮頸がんワクチンにつきま

しては、全国で、接種事業開始に伴う急激な

需要増によりまして、供給不足が生じており

ます。製薬会社から、安定供給が行われるよ

うになる７、８月までは、既に接種をした人

の２回目、３回目の接種分を優先して供給す

るとの説明がなされており、国においても、

本年３月末までに１回目を接種すれば、高校

生、２年生になっても接種対象とします高校

１年生に対する経過措置を当面継続するとさ

れているところでございます。 

 また、今月に入って、同時接種によります

５例の副反応死亡例の報告がありました小児

用肺炎球菌ワクチン、それからヒブワクチン

につきましては、現在のところ直接的な因果

関係は認められておりませんが、さらにデー

タの収集を行って再評価をするまで、念のた

め当分の間、両ワクチンの接種見合せ措置が

とられているところでございます。 

 なお、昨日、熊本市内の医療機関から、熊

本市に対しまして、２月15日にヒブワクチン

と３種混合ワクチンを接種した７カ月の男児

が７日後の22日に死亡していた事例の副反応

報告があり、熊本市から国に報告され、国に

おいても、全国６例目として調査に着手した

旨の連絡を受けておりますので、御報告申し

上げます。 

 ４の感染症発生動向調査費は、インフルエ

ンザや感染症、胃腸炎などの感染症の発生情

報を収集し、県民や関係機関等に情報提供す

るための経費でございます。 

 ５のワクチン接種緊急促進基金積立金は、

先ほどの基金から生じます本年度分の運用利

息を積み立てるものでございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 次に、食品衛生指導費でございますが、３

億5,400万円余をお願いいたしております。 
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 説明欄１食品衛生監視費、(1)の食品営業

監視事業、(2)食品衛生監視機動班活動事業

は、食品営業施設への許認可や監視指導を行

う経費でございます。(3)食品衛生指導員巡

回指導等委託事業は、社団法人熊本県食品衛

生協会に対して営業施設への巡回指導を委託

する経費でございます。 

 ２食品安全確保対策費の(1)食品検査指導

事業から(4)食品衛生検査施設業務管理事業

までは食品検査関係の事業で、食品衛生法等

により、添加物、微生物、残留農薬等の規格

基準が定められている食品や農産物等の検

査、また、食中毒の原因究明のために検査を

実施し、安全性の確保や検査機関の検査結果

の信頼性確保を図るための経費でございま

す。 

 57ページをお願いいたします。 

 (5)食品監視強化対策事業は、輸入食品、

遺伝子等組み換え食品及びアレルギー物質を

含む食品の検査を行い、違反食品の排除と適

正表示を推進するための経費でございます。

 次に、３乳肉衛生費の(1)と畜検査事業か

ら(4)ＢＳＥ食肉検査体制整備事業までは、

処理される牛、豚、食鳥等の検査、食肉、乳

製品、魚介類等の畜水産食品の抗生物質規格

基準等の検査、ＢＳＥの全頭検査等を行うた

めの経費でございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 (2)から(4)までは、食肉衛生検査所の運営

経費及び屠畜や食鳥の検査経費でございま

す。(5)対米等輸出食肉検査事業は、輸出食

肉に対する検査体制整備の一環として、対米

輸出食肉認定要件でございますサルモネラ検

査に必要な機器の整備を行うための経費でご

ざいます。 

 次に、環境整備費でございます。１億1,30

0万円余をお願いいたしておりますが、１狂

犬病予防費の(1)、(2)の事業は、犬の捕獲、

抑留や登録、予防注射の推進のための経費で

ございます。 

 59ページをお願いいたします。 

 ２の動物保護管理費は、動物愛護や適正飼

養等について普及啓発を図るための経費でご

ざいます。 

 最後に、保健所費でございますが、1,300

万円余をお願いいたしております。 

 説明欄１結核管理費は、保健所が結核患者

の家族や接触者に対して実施します健康診

断、また、回復者に対して実施する精密検査

等に要する経費でございます。 

 以上、健康危機管理課分として、総額26億

227万円余を計上いたしております。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○内田薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料60ページをお願いいたします。 

 主な事業のみ説明させていただきます。 

 まず、１段目の公衆衛生総務費です。 

 右の説明欄１の(2)移植医療推進支援事業

でございますが、地域医療再生基金を財源と

いたしまして、熊本大学医学部附属病院に対

しまして、臓器移植の際に実施いたします白

血球の血液型検査などの体制整備等に係る経

費を助成するものでございます。 

 次に、新規事業といたしまして、(3)の臓

器提供意思表示普及啓発推進事業でございま

すが、緊急雇用創出基金を活用いたしまし

て、年間22万人以上が運転免許の更新に訪れ

ます県の運転免許センターに３人の普及啓発

指導員を配置いたしまして、県警とも連携を

図りながら、運転免許証の臓器提供意思表示

欄への記入をお願いするなど、普及啓発活動

に要する経費でございます。 

 説明資料61ページをお願いいたします。 

 右の説明欄２の生活衛生営業指導費でござ

いますが、個人経営や零細企業が多く、後継

者不足が心配されます理容、美容、クリーニ

ング店などの経営健全化を図るため、財団法
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人熊本県生活衛生営業指導センターが行いま

す融資、あるいは営業相談などの事業に対し

まして補助を行うものでございます。 

 次に、説明資料の62ページをお願いいたし

ます。 

 右の説明欄(4)の薬物乱用防止事業でござ

いますが、県内では、昨年１年間、覚せい剤

などで168人、うち、少年が６人、また、シ

ンナーでは116人、うち、少年66人が検挙さ

れますなど、薬物乱用が依然として憂慮すべ

き状況にありますことから、小中高校生等を

対象としました薬物乱用防止教室の開催や、

県の精神保健福祉センターと連携した薬物相

談事業などに要する経費でございます。 

 最後に、説明資料の63ページをお願いいた

します。 

 新規事業といたしまして、(2)の若年層等

献血普及啓発及び骨髄ドナー登録推進事業で

ございますが、緊急雇用創出基金を活用いた

しまして、４名の啓発指導員を血液センタ

ー、あるいは県内を巡回いたします移動採血

車に配置をいたしまして、企業や市町村とも

連携を図りながら、若年層献血者の確保に向

けた啓発事業及び骨髄ドナーの登録推進に要

する経費でございます。 

 以上、薬務衛生課では、総額１億9,513万

円余をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○小原ねんりんピック推進室長 ねんりんピ

ック推進室でございます。 

 64ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄２の高齢者福祉対策費のう

ち、(1)の全国健康福祉祭開催事業は、こと

し10月15日から18日までの４日間、本県で開

催する第24回全国健康福祉祭くまもと大会、

ねんりんピック2011熊本の経費として、８億

2,300万円余をお願いしております。 

 ねんりんピックの愛称で進められています

全国健康福祉祭は、60歳以上の高齢者を中心

として、あらゆる世代が楽しみ、交流を深め

ることができる総合的な祭典であり、熊本で

は初めての開催となります。大会期間中は、

全国から約１万人の選手、役員を迎え、県内

13の市と町を中心に、22種目のスポーツや文

化の交流大会を行うほか、熊本の魅力があふ

れた総合開会式、閉会式を初め、健康や生き

がいづくりに役立ち、子供から高齢者まで楽

しめるイベントを幅広く開催することとして

おります。 

 また、この大会が九州新幹線全線開業後の

熊本を全国に発信する絶好の機会となること

から、全国からの参加者に熊本のよさを実感

し、満足していただける大会となるよう準備

を進めてまいります。 

 次に、(2)、(3)及び次の65ページの(4)

は、いずれも緊急雇用創出基金を活用した事

業で、大会の広報展開にかかわる事業及び老

人クラブ連合会の支援体制の整備を引き続き

行うための経費でございます。 

 以下、(5)、(6)及び(7)の３つの新規事業

は、いずれもねんりんピック開催中にグラン

メッセ熊本で開催するイベントを実施する経

費でございます。 

 なお、(5)及び(6)は全額国庫補助、(7)は

２分の１の国庫補助事業でございます。 

 以上、ねんりんピック推進室では、10億9,

257万4,000円をお願いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、ここで健康づ

くり推進課、それから健康危機管理課、薬務

衛生課、ねんりんピック推進室についての質

疑を受けたいと思います。 

 質疑ございませんか。 

 

○松田三郎委員 資料48ページ、健康づくり

推進課に、(12)番、お尋ねしますが、これが

昨年10月成立しました条例で、市町村に対す

る助成、ちょっと済みません、違ったのかも
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しれない。市町村数はもちろんわかるでしょ

うけれども、市町村内の、例えば学校とか保

育園、幼稚園、何校、何園というのをトータ

ルではわかるものですか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 現在の状況から

少し説明させていただきますと、県内では27

市町村において弗化物洗口が実施されており

ます。しかし、ほとんどが保育所、幼稚園で

ございます。来年度からの取り組みとしまし

ては、この保育所、幼稚園の拡大とあわせま

して、小中学校にも拡大を図っていくという

ふうに考えております。 

 まず、市町村としては、まだ取り組みがで

きていない市町村もございますので、新たに

10市町村ぐらいは取り組んでいただこうとい

うふうなことを考えております。その各市町

村の新たに取り組んでいただく施設、保育園

なり学校なりを２～３カ所ぐらいは取り組ん

でいただくとすれば、来年度300校ぐらいに

なる予定でございます。そういう試算でこの

来年度の予算を計上させていただいておりま

す。 

 

○松田三郎委員 27市町村が何らかの形で取

り組んでいらっしゃるということですよね。

条例の制定前にも２つぐらいありました。そ

れ以降、20幾つふえたということですか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 ２つ、小学校で

すね。小中学校、阿蘇市と玉東町の市町でご

ざいまして、施設数としては５施設……。 

 

○松田三郎委員 済みません、ちょっと間違

えました。学校で――今幼稚園、保育園はわ

かりましたけれども、小学校以上で新たに取

り組まれたというのはないんですね。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 その後はありま

せん。来年度から取り組んでいただこうとい

うふうに計画しているところです。 

 

○岩中伸司委員 弗化物について、私もこれ

には基本的にちょっと問題があるなという考

え方を持っている一人ですけれども、これは

管理はどんな形でされているんですか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 一応学校では、

弗化物洗口という形で実施されることになる

わけですけれども、安全性の問題とか、いろ

いろパブリックコメントでも御質問がありま

した。これは、学校保健法に規定されている

学校保健安全計画に位置づけられておりまし

て、学校の保健管理の一環として実施できる

ということになっております。その実施の方

法につきましては、学校の労務負担にならな

いように、歯科医師会またはその関係機関に

委託できるというような形で、直接学校だけ

でやらなくてもいいような形で進めていきた

いというふうに思っております。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか、岩中委員、

今の答えで。 

 

○岩中伸司委員 いや、学校の先生方の負担

にはならないような形で、歯科医師会へ委託

をしてするということですか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 はい、そうです

ね。歯科医師会は、歯科衛生士会等々、委託

が可能な機関に委託できる形で取り組む予算

措置もしているところです。 

 

○溝口幸治委員長 課長、ちょっと待ってく

ださい。 

 今おっしゃっているのは、まず、弗化物の

安全性と、もう一つ、今移っていったところ

は実施体制ですね。実際それが教職員だけの

負担になるんじゃないかという、この２点質

問があったので、課長でなくても後ろの方で
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担当の方がいらっしゃれば、ここは整理をき

ちっとするところなので、後ろの方からお答

えいただいても結構ですが。 

 坂本さん、きちっと整理して答えてくださ

い。 

 

○坂本健康福祉審議員 まず、安全性につき

ましては、これは厚生労働省が「フッ化物洗

口ガイドライン」を作成して、この辺の指導

のもとに、既に全国的にも取り組まれており

ます。 

 管理体制につきましては、先ほど課長の方

からも申しましたように、学校保健計画に位

置づけられる学校における保健管理の一環と

して実施されているというのは政府見解で出

されております。したがいまして、管理体制

は、学校長の管理下実施されると。 

 あと、具体的なやり方としましては、学校

直でやる場合、玉東のように保護者のボラン

ティアをお願いしてする場合と、今申しまし

た医師会でありますとか関係機関に一部委託

する場合、そういったことを考えておりまし

て、それについては具体的な実施マニュアル

等を教育委員会と連携して作成しているとこ

ろであります。 

 

○岩中伸司委員 だとすれば、歯科医師会や

関連する機関に委託をすることもできるし、

学校長の責任で学校で実施をしていく、それ

は保護者のボランティアも含めてというふう

な答弁ですけれども、私は、弗化物の、これ

はある意味では、劇薬とも言われているよう

なやつは、きちんと学校では――そしたら学

校長が責任持って管理をしていると、日ごろ

は。こういうことの理解でいいですか。 

 

○坂本健康福祉審議員 薬物の管理につきま

しては、歯科医師の指導のもとという条件が

ありますので、当然歯科医師等の指導を受け

ながら保管、あるいは水に溶かすという行為

をやるという位置づけになります。 

 

○岩中伸司委員 そんな厳重にやらなきゃい

かぬ、ある意味で私は劇薬というふうな認識

も持っているんですが、厚労省が進めている

からということで、ずっと全国進められてい

るんですが、これは拒否をする親、保護者も

たくさんいらっしゃるんですよね。まあ、そ

れはそれで認められているとは思うんです

が、この弗化物洗口は――虫歯予防というの

は、きちんと歯磨きをすれば、それはやっぱ

りほぼ完璧に虫歯の予防はできることであっ

て、この弗化物洗口について、今おっしゃっ

たように、かなり厳重な形で管理をしなけれ

ばならないその弗化物を、子供たちにうがい

をさせていくということについては納得がい

かないということで、これは平行線ですの

で、見解の違いかな。それはしっかり主張だ

けはしておきます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○鬼海洋一委員 49ページ、特定疾患対策費

ですが、ことしも20億計上されています。こ

れはたしか、私が最初取り組んだ10数年前、

県内6,000人ぐらい認定された患者いらっし

ゃったけれども、今１万2,000人を超える、

ほぼ倍増ですよね。それで、この数字、金額

の最近の変化といいますか、どういう状況な

のかということと、それから、先ほど部長の

方からも答弁の中で含まれていたわけですけ

れども、特に今在宅医療ということになる

と、難病患者の皆さん方が相当在宅に、家に

帰って治療するという方々が非常にふえてき

たんです、最近。ですから、こういう方々を

地域の中でどういうぐあいに支援していく

か、非常に重要な問題だというふうに思って

いるんですが、この在宅支援に要する経費と

いうことを含めて、具体的にはどういったも

のを対象にしてこの事業経費が計上されたの
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かということを教えてください。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 特定疾患の対象

疾患は、昨年度から56疾患に拡大されており

ます。その総事業費としまして19億1,600万

余りでございますが、そのうち超過負担分―

―原則２分の１の補助があるべきところです

が、国庫所要額９億6,000万余りのうちの約5

0％の交付額が県の方には交付されていると

いうことで、超過負担が生じているという状

況です。これは21年度の状況です。 

 

○鬼海洋一委員 最近はまたふえているんで

しょうか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 19年度から申し

上げますと、超過負担分55.4％、平成20年度

57.7％、21年度が50％ということで、県の持

ち出し金がふえてきているという状況です。 

 

○鬼海洋一委員 追加の指定を含めて、国と

の関係、非常に大きな問題だというふうに思

うんですね。県は、そういうぐあいに追加負

担について努力いただいているわけですけれ

ども、やっぱり基本的には国がもう少し努力

していただくということが大事ではないかな

というふうに思っていまして、その辺、国と

の関係についてはいかがでしょうか。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 この超過負担分

につきましては、全国衛生部長会議でもこの

明確な制度にするようにというような要望を

毎年上げているところです。 

 

○鬼海洋一委員 我々も共通の課題ですか

ら、政治は政治として努力していただけるよ

うにやっていかなきゃいかぬと思っていま

す。 

 それで、この(3)番は、いかがでしょう

か。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 難病対策でござ

いますが、現在難病の拠点病院として３機関

を指定しております。熊大病院、再春荘病

院、熊本南病院、南病院は昨年指定させてい

ただきました。この拠点病院を中心にしまし

て、基幹協力病院、それから一般協力病院、

在宅支援協力病院という形で、熊本県重症難

病医療ネットワークを構築しております。た

だ、全機関合わせまして約200機関ぐらいに

なるんですが、まだこのネットワークを効率

よく運用するというところまでには至ってお

りませんので、来年度には、このネットワー

ク運用のための協議会を立ち上げる予定にし

ております。 

 

○鬼海洋一委員 どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ワクチンの件、先ほどから

お話ありましたので、ちょっとお聞きします

けれども、現在、副反応かどうかちょっとわ

からないんですけれども、いろんな死亡事故

が起こったということで、ヒブと肺炎球菌、

今とまっています。子宮頸がんワクチン、今

実施をできるようにはなっているんですけれ

ども、現実問題としてワクチンがないという

話がもう出てきておりまして、先ほどの話だ

と、ちょっと私の聞き間違いだといけないん

ですけれども、本年３月までに打てば、２

回、３回目を優先的にというふうな話だった

のか、あるいは現実問題として今ワクチンあ

りません。７月ぐらいまでしか入ってこな

い。その中で、現在予約されている方を何と

かみんな多くの医療機関でカバーしていると

思うんですけれども、新たに打ちたいという

方たちが打てない状況が続いておりまして、

今熊本市の方の場合は、中１から高１までが
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無料になっているかと思います。高１の実は

３学期、３月過ぎてしまって高２になったと

きどうだという話で、多少延長されるような

話が出ていたかというふうに思うんですけれ

ども、どこまでこれが延長されるという話が

出ているのか、もしくはワクチンが出てくる

７月以降も現１年生がそのまま打てるのか、

２年になってからですね。そういうことがで

きるのかどうかをちょっと教えてください。 

 

○末健康危機管理課長 ２点お尋ねがあっ

たかと思います。 

 まず、経過措置についてでございますが、

標準的な接種対象であります中学校１年生か

ら高校１年生まででございますが、その高校

１年生につきましては、３月末までに１回目

でも接種すれば、以降２回目、３回目につい

ては、新年度、２年生になってもこの事業の

対象として無料接種が受けられるという経過

措置が設けられておりました。 

 ところが、先ほど御説明しましたように、

今指摘があったように、ワクチンが不足して

おりまして、新規の申し込みは控えてほしい

というのが製薬メーカーの方から連絡されて

おります。したがいまして、この３月末まで

に接種できない人が生じてくるということ

で、その経過措置を当分の間延ばすとされて

います。その当分の間がいつまでかというこ

とについては、まだ国の要綱の改正等がこれ

からの手続になりますので、追って通知があ

るものと考えております。 

 それから、２点目の既に予約を受けておら

れる新規の方に対する接種でございますけれ

ども、医療機関現場で１回目を接種された方

については、もう２回目、３回目については

もう予約をしたような形になっていますの

で、その方をどうしても優先せざるを得ない

というふうに製薬メーカーの方も考えて連絡

はしております。 

 今御指摘あったように、７、８月ぐらいに

なれば供給が戻るということですので、それ

までの間は、既に予約を受けた新規の方につ

いては待機をいただくことになろうかと思う

んですが、今現在、市町村を通じまして、医

療機関の在庫状況の調査を始めました。卸に

ついてはもう状況を把握したところですが、

２月になってやっぱりばあんと伸びておりま

す。それで、在庫状況等の把握をした後に、

また今後の申し込み状況等も把握しながら、

必要があるようであれば、平成14年ごろに季

節性ワクチンで偏在が生じたことがございま

したけれども、そのときには、在庫のある医

療機関を把握して、そちらを御紹介するとい

う取り組みを過去にやったことがございま

す。そういった取り組みについて、市町村と

も協議して、必要があれば対応をしてまいり

たいというふうに考えております。 

 

○藤川隆夫委員 在庫をまず探されるという

ことなんですけれども、実は１本すごい高い

値段で、余りどこも在庫を抱えていないと思

うんですよね。１万幾らしますから。１万6,

000ぐらいですかね、それぐらいしているの

で、確かに探されてそこで売ってくださいと

いうことは、それは一つの方法だと思いま

す。ただ、先ほど言ったように、国に対し

て、こういうふうなことが起こったわけです

から、きちっと流通がされ、そして打てるよ

うになるように、県の方から国の方に言って

いただくというのがある意味大事になってく

るのかなと思います。 

 

○末健康危機管理課長 国の見通しがどう

なったかということと国に対する要望でござ

いますが、国が今回の事業を見込んだとき

に、子宮頸がんワクチンにつきましては、先

ほどの13歳から16歳までの女性人口の約21％

が全国の半分の市町村で事業が実施されると

いうことを前提に全体量を見込んでおりま

す。それはストック面としては、ある程度余
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裕のある見込みだったんじゃないかと思うん

ですが、フロー面から見ると、月別の輸入ロ

ットをきちんと把握していたかとか、そうい

った問題もあってこういった問題になったん

じゃないかなというふうに思います。 

 国に対しましては、今後の流通見通し等に

ついて、県として、全国知事会、全国部長会

議等を通じて、今後の対応について万全を期

すように要望してまいりたいと思います。 

 

○藤川隆夫委員 今の話でわかりましたの

で、そういう形でやっていってもらえればと

思いますし、このヒブと肺炎球菌、いつにな

ったらまた通常どおり打てるのかちょっとわ

からない部分あるかと思います。 

 実はこれは唐突に話が入ってきて、現場

は、土曜日１日だったですけれども、混乱し

ています、現実問題として。というのは、前

の日の夜の10時過ぎに厚労省がプレスリリー

スをして、それを共同通信が配信をし、朝の

熊日に載ったと。新聞読んでいる方、あるい

は医療機関、あるいはうちに来られる方、も

う予約いっぱい入っていましたので、その方

で、知っている方はある程度説明ができ、そ

して延ばしましょうということできるんです

けれども、お互い知らずに打っている可能性

が結構あると思います。その場合の事故、例

えば今言ったような形で亡くなられるという

ことが起こった場合の責任の所在というの

は、こういう形でいくとどこにあるのかなと

いうふうなちょっと思いがあったので、そこ

を。 

 

○末健康危機管理課長 今回の措置でござ

いますが、先ほど御説明しましたように、両

ワクチンの他のワクチンとの同時接種がござ

いますけれども、その同時接種、あるいは当

該ロットワクチンに問題があったかというこ

とに関する因果関係については、今のところ

何の情報もございません。あと、亡くなられ

た方、お子さん方に心臓疾患等の基礎疾患が

あった方もおられれば、なかった方もおられ

るということで、今、世界的な情報を再度収

集して再検証するということにされていま

す。いつ再開になるか見通しがありませんけ

れども、当初国から連絡があって、実際に医

療機関にストップがかかるまでの間の問題で

すけれども、いずれにしても、今回の措置

は、念のための一時的な見合わせという説明

が国の方からされております。ですから、こ

れまで接種された、あるいはその連絡が行き

届くまでの間に接種されたものについても、

今回の事業接種については、市町村が予防接

種事故賠償補償保険に加入するということを

前提に事業が仕組まれておりますので、その

責任賠償等については、市町村においてその

保険活用等で対応されていくと。また、定期

接種と同時接種になっていますので、事故補

償とダブルで補償が組まれるということで、

死亡の場合、最高4,280万円の補償がダブル

になってという状況にございます。 

 

○藤川隆夫委員 今言ったような情報、国に

対してできるだけ、もしわかった段階で早急

に――恐らく出されたんでしょうけれども、

今言ったような形で大分現場混乱しておりま

したので、その付近を何かのときにでも言っ

ていただければと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 ねんりんピックの開催経費

８億2,000万か、１万人も来られるなら、そ

れ相応の金額がかかるのはわかりますけれど

も、内訳で上位２つぐらい、何と何にこれぐ

らいかかりますというのが、もしなかったら

後で資料でも結構でございますけれども。 

 

○小原ねんりんピック推進室長 主な経費に

つきましては、大会関係費が一番多うござい
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まして、５億程度でございます。これは輸送

費等も入っております、バスの借り上げ費も

ですね。それから、会場地の市と町などに補

助をいたします金額が、これが２億6,000万

程度ございます。 

 以上でございます。後で詳しい資料、お持

ちいたします。 

 

○山口ゆたか委員 上天草市にもねんりんピ

ックのキャラバン隊がキャンペーンに来てい

ただいたんですけれども、県内各地でさまざ

まな競技がという形でずっと訴えてキャラバ

ンされるわけですよね。今回、ねんりんピッ

クを開催するに当たって、私は、一番必要な

のは、高齢者の皆さんが今後一つの生きがい

づくりとしていろんなチャレンジをされてい

る、今競技に参加されている方を見て、自分

も挑戦するということを要請するというか、

働きかけるのも一つの意義があるんじゃなか

ったのかなと思っておりまして、もう一回、

その広報について、さまざまな呼びかけ方が

あると思いますけれども、県民の何か今後の

生きがいづくりの一つの糧になるような広報

の仕方はないのかなと思って、例えば、うち

ではダンススポーツなんていうすごく激しい

競技が行われるんですが、これは地元の人に

最初参加してくれと言うたけれども、到底無

理じゃと断られまして、そういうこともあっ

たんですけれども、でも、この競技ならやっ

てみたいなと、市外の競技なんですけれど

も、やっぱりそういうことも考える機会にな

っとりましたけれども、なかなか資料がない

みたいで、そのあたりもちょっと勘案しても

らって、その広報活動の中でつないでいただ

くと、また高齢者の皆さんの興味を引いてそ

の期間中に行かれるんじゃないかということ

もありますので、そういった視点もちょっと

置きながら広報活動に頑張っていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 意見ですね。 

 ほかにございませんか。――なければ、次

に進みます。 

 高齢者支援課、永井課長。 

 

○永井高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の66ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございますが、右側の説明欄

２の高齢者福祉扶助費の軽費老人ホーム事務

費補助事業でございますが、今年度同様、軽

費老人ホーム17施設につきまして、各施設が

入所者の所得に応じて利用料を減免した場合

にその減免相当額を補助するものでございま

す。 

 次に、３の高齢者福祉対策費でございま

す。 

 (1)の明るい長寿社会づくり推進事業でご

ざいますが、熊本さわやか大学校の運営やシ

ルバー作品展、スポーツ交流大会など、高齢

者の生きがいと健康づくり推進事業を行いま

す熊本さわやか長寿財団に対する補助でござ

います。 

 次に、(2)の元気はつらつシルバー活動応

援事業でございますが、積極的に友愛訪問活

動や清掃美化作業などの地域貢献活動に取り

組んでいる老人クラブへ活動費の助成を行い

ます市町村に対する補助でございます。 

 次に、(3)の高齢者能力活用推進事業でご

ざいます。これは、高齢者の職業相談、紹介

及び求人開拓を図り、高齢者の能力を生かし

た積極的な社会参加による生きがいづくりを

促すとともに、生活の安定を図ることを目的

として、高齢者無料職業紹介所の設置、運営

を行います熊本さわやか長寿財団に対する補

助でございます。 

 67ページをお願いいたします。 

 (4)の新規事業、高齢者福祉計画・介護保

険事業支援計画次期計画策定事業でございま

す。これは、平成24年度から26年度までの３
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年間を計画期間とします第５期の高齢者福祉

計画・介護保険事業支援計画を平成23年度に

策定するものでございます。具体的には、学

識者や福祉関係者等で構成します会議を開催

し、策定のための協議を行いますとともに、

市町村の計画策定への支援を行うものでござ

います。 

 次に、(5)の施設開設準備経費助成特別対

策事業でございます。これは、介護施設等の

円滑な開設に資するため、施設整備と一体的

に早期からの開設準備を行うことで開設時か

ら安定した質の高いサービスを提供できるよ

う、施設の開設準備に要する経費について、

国の経済危機対策による交付金を活用して助

成を行うものでございます。 

 次に、(6)の現任介護職員等研修支援事業

でございますが、介護施設、事業所等の介護

サービスの質の向上のため、介護サービス事

業者が職員等を研修に派遣する際などの代替

職員の確保支援を行い、あわせて、その代替

職員について、離職者、未就職者等を対象と

することで新たな雇用を創造するものでござ

います。 

 次に、(7)の「働きながら資格をとる」介

護雇用プログラム事業でございますが、求人

ニーズの高い介護分野におきまして、人材の

育成確保につなげるため、離職者、未就職者

等が介護施設で働きながら資格を取得するこ

とにより、正規雇用の推進を図るものでござ

います。なお、本事業につきましては、昨年

10月に国において閣議決定されました緊急総

合経済対策の重点分野、雇用創造事業の一層

の拡充に伴いまして、ホームヘルパー２級の

資格取得につきましては平成23年度まで、ま

た、介護福祉士の資格取得につきましては平

成24年度まで引き続き実施することとされて

おります。 

 68ページをお願いいたします。 

 (8)の新規事業、高齢者の地域・社会貢献

活動推進事業でございます。これは、高齢者

の見守りネットワーク強化のため、さわやか

長寿財団が運営します高齢者大学校を通じて

効果的な人材育成を図ることを目的として行

うものでございます。具体的には、コンサル

タント業者等に委託をいたしまして、地域・

社会貢献活動に関する高齢者の意識の調査の

上、高齢者大学校の講座内容、あるいは実施

体制等について提案を求めるものでございま

す。なお、財源につきましては、過日の先議

の際に御審議、御決定いただきました介護基

盤緊急整備等臨時特例基金の積み増しのう

ち、介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金

を活用するものでございます。 

 次に、４の介護保険対策費でございます。 

 (1)の介護職員処遇改善交付金事業でござ

いますが、これは、介護職員の雇用環境を改

善し、今後増加する人材需要にこたえるた

め、平成21年度の介護報酬改定に加え、介護

職員の賃金の確実な引き上げなどに取り組む

事業者に対し、国の経済危機対策による交付

金を活用して助成を行うものでございます。 

 次に、(2)の新規事業、介護人材確保対策

推進事業でございます。これは、要援護高齢

者の増加や介護職の離職率の高さから今後大

幅な介護人材不足が予測されるため、関係機

関等が課題を共有し、連携して介護人材確保

の取り組みを行うものでございます。 

 69ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費でございます。 

 １の老人福祉施設整備費の(1)老人福祉施

設整備等事業でございますが、これは、第４

期高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画と

国の経済危機対策に伴います介護基盤の整備

計画に基づき、30床以上の広域型特別養護老

人ホームや養護老人ホームの施設整備を行う

社会福祉法人に対する補助でございます。 

 (2)の介護基盤緊急整備等事業でございま

すが、これも、第４期の計画と国の経済危機

対策に伴います基盤整備の計画に基づき、地

域密着型でございます小規模の介護施設、あ
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るいは介護予防拠点の整備を推進するもので

ございます。国の平成22年度補正予算により

まして、地域密着型サービスの基盤整備と安

全確保等として、施設の整備支援にかかりま

す単価が増額されました。このことから新単

価により補助金を算出しているところでござ

います。 

 あわせまして、この事業におきましては、

消防法施行令の改正に伴いまして、スプリン

クラー設置が義務づけられた有料老人ホーム

等の施設及びスプリンクラー設置もない認知

症高齢者グループホームを持つ社会福祉法人

等に対し、国の経済危機対策による交付金を

活用して助成を行うものでございます。 

 以上、高齢者支援課の平成23年度当初予算

として113億187万7,000円をお願いいたして

おります。 

 御審議をよろしくお願いいたします。 

 

○古谷認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の70ページをお願いいたします。 

 主な事業を説明します。 

 老人福祉費でございます。右側の説明欄

で、２の高齢者福祉対策費の(1)高齢者住宅

改造助成事業でございますが、要援護高齢者

等が介護保険による住宅改修費の上限でござ

います20万円を上回る住宅改造を行う場合

等、それに要する経費を助成する市町村に対

する補助でございます。 

 次に、(2)の介護予防推進重点対策事業で

ございますけれども、市町村が行います介護

予防事業が効果的に実施されますよう、介護

予防や地域リハビリテーションを推進するた

めの体制整備を図るなど、市町村等への技術

的な支援に要する経費でございます。 

 次に、(3)の認知症診療・相談体制強化事

業でございますが、昨年度から熊本モデルと

して２層構造で運用しております認知症疾患

医療センター運営事業、現在、基幹型１カ

所、地域拠点型７カ所ございますけれども、

平成23年度は、地域拠点型疾患センターを２

カ所追加設置することで、計10カ所とし、身

近な医療機関で認知症の相談、受診を行うこ

とができるよう医療体制の充実強化を図るた

めに要する経費でございます。 

 次に、(4)の認知症疾患医療センター機能

強化事業でございますが、ただいま御説明し

ました認知症疾患医療センターのうち、基幹

型の認知症疾患医療センター、これは熊本大

学医学部附属病院を指定いたしておりますけ

れども、このセンターにおいて地域拠点型認

知症疾患医療センターとの連携機能強化、あ

るいは身体合併症等の緊急時の対応強化など

を図るために、連携推進員を配置するための

経費でございます。緊急雇用創出基金を活用

した事業でございます。 

 次に、71ページをお願いいたします。 

 (5)の新規事業、成年後見制度利用促進事

業でございますが、成年後見制度の普及啓発

を行い、制度の利用促進を図るとともに、本

県におきます成年後見制度の運用、あるいは

後見人育成の仕組みづくりの検討に要する経

費で、介護基盤緊急整備等臨時特例基金のう

ち、介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金

の地域支え合い体制事業分を活用した事業で

ございます。 

 次に、(6)の新規事業、地域包括ケア推進

事業でございますが、高齢者の住みなれた家

や地域での暮らしを支えるために、医療、介

護、福祉、生活支援サービス等が一体的かつ

適切に利用されるように、例えば推進員会議

の設置、あるいは関係機関のネットワーク構

築、そういったことで地域包括ケアの推進に

要する経費で、ただいま(5)で御説明しまし

た交付金を活用した事業でございます。 

 続きまして、(7)の新規事業、認知症ケア

の質の向上対策事業でございますが、認知症

高齢者の増加が見込まれる中で、認知症ケア

の質の向上に向けた取り組みといたしまし

 - 62 -



第９回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年３月10日) 

て、認知症の特性に応じた寄り添いケアなど

の推進のためにガイドラインを作成するなど

に要する経費でございます。 

 次に、(8)新規事業ですが、若年性認知症

対策事業でございますけれども、65歳未満の

認知症の方、若年性認知症と申し上げますけ

れども、その対策の推進を図るために、ケ

ア・モデル事業などを実施しまして、本県の

認知症全体のケアの質の向上を図るために要

する経費でございます。 

 次の72ページをお願いいたします。 

 (9)の新規事業、認知症サポーター活動促

進事業でございますけれども、認知症サポー

ター等の県民人口比率日本一を維持して、本

県独自の認知症サポーター活動の活性化を図

るということで、認知症高齢者とその家族が

住みなれた地域で安心して暮らせる体制づく

りの推進に要する経費でございます。これ

も、先ほど申し上げました基金の地域支え合

い体制事業を活用した事業でございます。 

 それから、(10)の新規事業、認知症コール

センター機能強化対策事業でございますけれ

ども、平成21年の７月に設置をしまして、認

知症に関する相談対応を行っております認知

症コールセンター、愛称認知症ホットコール

といいますけれども、このセンターに精神医

療相談の経験がある専門職を配置すること

で、医療や介護の専門職との連携に向けた仕

組みづくりなどを行うということで、コール

センターの利用促進、機能強化を図るために

要する経費で、緊急雇用創出基金を活用した

事業でございます。 

 次に、３の介護保険対策費でございます。 

 (1)の介護保険低所得者対策特別事業でご

ざいますが、保険者である市町村が一定の要

件に該当する低所得者に対して利用料負担の

減免を実施する場合に、市町村に対して補助

を行うものでございます。 

 次に、(2)の介護給付費県負担金交付事業

でございますが、市町村の介護保険給付に対

して介護保険法により定められた負担割合に

応じて県が負担するものでございます。県の

負担分は、施設給付費が17.5％、その他が1

2.5％になっておりますけれども、203億1,70

0万円余を計上いたしております。 

 次に、(3)地域支援事業交付金交付事業で

ございますけれども、市町村が実施する地域

支援事業に対し、介護保険法の規定により定

められた負担割合に応じて県が負担金を交付

する事業でございます。５億3,400万円余を

計上いたしております。 

 次に、73ページをお願いいたします。 

 (4)の新規事業、中山間地域等24時間介護

サービス提供体制モデルづくり事業でござい

ますけれども、中山間地域等では、採算性の

問題から介護サービス事業所の立地が少ない

など、在宅サービスの提供が十分とは言えな

い状況がございます。このため、市町村にお

いて24時間の介護サービスを提供するモデル

を構築しまして、その普及を図り、また、在

宅サービスを提供する事業者等を支援するこ

とで在宅サービス提供体制の充実向上を図る

など、高齢者の24時間の暮らしを支える在宅

生活基盤の整備に要する経費を助成するもの

でございます。 

 次に、４の介護保険財政安定化基金積立金

でございますけれども、これは、市町村の介

護保険財政の安定を図るため、保険料の収納

不足や見込みを上回る介護保険給付費の増加

等に起因する財源不足が生じた場合に交付、

貸し付けを行うための基金への運用益や償還

金の積み立てでございます。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課の平成

23年度当初予算としまして212億5,494万4,00

0円を計上いたしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、ここで高齢者

支援課、認知症対策・地域ケア推進課につい

ての質疑を受けたいと思います。 
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 質疑ございませんか。 

 

○岩中伸司委員 先ほどと同じような内容で

すが、介護保険の場合も、そこに従事する方

たちの手当ということで、職員の待遇改善で

かなりの金額、26億7,000万、これはやっぱ

り上乗せというふうなことで理解をしていい

ですか。68ページの４の(1)。 

 

○永井高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 今お尋ねのは、資料68ページの介護職員処

遇改善交付金のことということでよろしゅう

ございますか。 

 処遇改善交付金につきましては、先ほど御

説明しました平成21年の介護報酬改定３％ア

ップでございましたが、それに加えて、介護

職員の処遇のみを改善するという目的で始め

られた交付金でございます。県内約2,200事

業所ぐらいが対象でございますが、この件に

つきましては、私どもの方でその改善結果に

ついて確認調査をいたしましたところでござ

います。その結果、21年度、それから22年度

に在籍をしました職員について、下半期の４

カ月分について確認をいたしました。その結

果、約１万5,400円の人件費アップになって

いるということでございます。同時期、昨年

の12月に国が全国調査をいたしました。その

結果も12月に公表されておりますが、その平

均アップ単価が１万5,100円でございました

ので、ほぼ同等な額だというふうな状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 そうしたら、今ここに予算

計上されている26億7,000万は、ほぼ全額そ

のような処遇改善に使うという理解でいいで

すね。 

 

○永井高齢者支援課長 おっしゃるとおりで

ございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 67ページの６番の現任介護

職員等研修支援事業で、利用はどの程度あっ

ているのか、教えていただきたいんですけれ

ども。代替要員として１日とか２日の場合も

あると思うんですけれども、なかなか人が見

つからないというのが現状だろうと思うんで

すけれども。 

 

○永井高齢者支援課長 現任介護職員研修支

援でございますが、平成21年度の実績で申し

上げますと、14法人と契約をいたしまして、

21人の雇用でございます。それから、22年度

は、32法人と契約をいたしまして、63人を雇

用していただいているという状況でございま

す。 

 

○藤川隆夫委員 ということは、これは、実

際にこういう形態をとりたい場合は、契約と

おっしゃいました、この契約は県とですか。 

 

○永井高齢者支援課長 事業者と県でござい

ます。 

 

○藤川隆夫委員 事業者と県ですね。 

 

○永井高齢者支援課長 はい。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。

――なければ、次に行きます。 

 少子化対策課の分が残っていましたね。こ

こで少子化対策課行きたいと思います。 

 

○福島少子化対策課長 ２点ございまして、

１点、子ども手当の、先ほど対象児童数お尋
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ねありました県職員分につきましては、支給

対象児童数が約１万2,000人でございます。 

  （資料配付) 

○溝口幸治委員長 それでは、続きまして、

若者の結婚支援事業。 

 

○福島少子化対策課長 今お配りさせていた

だきました若者結婚支援事業、イメージ図と

いうことで、ちょっと別掲の資料お持ちしま

して、予算を要求するときの図ということ

で、ちょっとイメージ図と書かせてもらって

おりますが、これで内容をまず説明させてい

ただきます。 

 大きく４つございまして、まず、(1)が若

者の結婚応援サイトの開設運営ということで

ございます。中身につきましては、(2)で書

いてございます。結婚活動応援団、これも仮

称でございますが、これを登録していただこ

うと考えております。 

 具体的には、下にイメージとして書いてご

ざいますが、例えば労働局あたりでは就職情

報、こういったものも含めて情報提供しても

らおうと思っておりますし、ほかの関係団

体、企業、市町村、こういったところから

は、具体の出会いの場を設置する場合、こう

いった情報をいただこうと思っております。

こうした情報をサイトの方で情報提供してい

くと、発信していくということでございま

す。 

 もう１つ、(3)が結婚活動支援コーディネ

ーター、これも仮称でございますが、先ほど

地域の世話役さんという言い方もしました

が、地域で出会いの場、出会いの支援や結婚

の相談活動を行っている方々を登録させてい

ただきまして、当然これにつきましてもサイ

トの方で情報発信していきたいと思っており

ます。 

 あわせまして、(4)でございますが、若者

交流応援事業ということで、交流イベント等

を実施するＮＰＯ法人に対しまして助成を考

えているところでございます。その上に書い

てございますが、個人ということで、結婚を

希望する人につきましては登録をしていただ

きまして、携帯等におきましても情報発信を

していきたいというふうに考えております。

 あと、先ほど、意気込みとこの点、あるい

は市町村からのいろいろ要望もあるのかとい

う点、御質問いただきましたので、あわせて

御説明をさせていただきます。 

 今、少子化対策ということでいろいろ取り

組んでおります。もちろん保育サービスの提

供、そういったものを中心に今取り組んでお

りますが、現在のその少子化の状況を考えま

すと、やはり未婚化、晩婚化の影響が大き

く、何か手を打たなきゃいけないと。特に、

この団塊ジュニアの世代の方々が30代後半を

迎えたと、今こそが一番大きな、ある意味最

後のチャンスじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 確かに、結婚するしないとか、子供を産む

産まないといったことにつきましては、個人

の自由に係る問題ではございますが、現在の

少子化の状況を踏まえますと、社会を挙げて

取り組む必要がある大きな課題ではないかと

思っております。やるからには、当然中長期

的には合計特殊出生率の上昇、こういったも

のを当然念頭に置きながら、事業の実施を考

えていきたいと思います。 

 また、市町村の要望ということで、早い段

階から県でも何か取り組みをしないのかとい

うもちろん問い合わせ等もあっておりました

が、特に、この事業の報道がなされた後に非

常に大きな反響もいただいております。当然

市町村の方からは、それぞれ実施をやってお

りますので、一緒に県と取り組んでいきたい

というお話もあっておりますし、地域で個人

的に取り組んでいる方については、ぜひお手

伝いをさせていただきたいと言ってこられた

方もいます。また、個人の方では、こういっ

た事業をやっていただけると非常にありがた
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い――私が接した方は、子供さんがなかなか

結婚しないということで、いろいろ親の方か

ら言ってもなかなか動こうとしないので、こ

ういった形で県挙げてそういった機運を盛り

上げていただくと非常にありがたいというふ

うなお話もいただいております。ますますや

る気が増してきております。ぜひこれを成功

させなきゃいけないという思いでおるところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 質疑を受けたいと思いま

す。 

 

○藤川隆夫委員 一生懸命今、福島課長頑張

っていかれるということで、それはまあ理解

はいたします。ただ、どうしてもこうやって

県が関与することに違和感を覚えてしようが

ないんです。これは見解の相違かもしれませ

んけれども、まあ、そういうことで、これを

どうしても進められるというんであれば、こ

の結果ですよね。実際にどうなっていったか

をずっと追跡してもらって、そしてそれが全

然意味がないもんであったらやめるなり何な

りしないといけないだろうし、そこまで考え

なきゃいけないんじゃないかなというふうに

思っております。実際この事業に関しては今

でも違和感があります、私は。 

 

○松田三郎委員 この真ん中の仮称の支援セ

ンター、委託先がＮＰＯ法人、公益法人等

と、この等は、一切いわゆる民間の、こうい

う列挙の仕方、内に入らないというところま

で、純粋な営利社団法人は排除する、入らな

い、それ以外の比較的公に近い、ＮＰＯ法人

もいろいろ、いかがわしいの、あるとは思い

ますけれども、そっちにするというようなイ

メージなんですか、それとも、等に、いやい

や、これは民間も入っていいんですよという

意味合いなのか、ちょっと確認をさせてくだ

さい。 

 

○福島少子化対策課長 まだ完全には固め切

っておりませんけれども、今少子化対策課と

して考えておりますのは、やはり業として営

んで、そういう成功報酬とか、そういったも

のを取られているようなところは外した方が

いいんじゃないかと、今のところ我々として

は思っております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 今、藤川先生から違和感

があるという形で言われましたけれども、私

たちも、地元商工会の青年部で、こういった

イベントというか、企画をしたんですが、や

っぱりイメージがわきにくいんですよね、一

番難しいんですよね。こういうイベントもや

りましたし、こういうコーディネートなんて

は言いませんけれども、やってみたんです

が、なかなかイメージできなくて、もう私も

この事業はちょっとどうなんだろうと、ちょ

っとやっぱり違和感があるというのが率直な

感想です。 

 

○溝口幸治委員長 参考のために、仕事とし

て、本業としてこういう結婚支援だとかやっ

ている事業所は県内にどれぐらいあるんです

か。わからない。県内に業としてやってい

る。 

 

○福島少子化対策課長 業としてそういう報

酬を取ってですかね。 

 済みません、ちょっと数まで把握していま

せんが、恐らくそういう全国レベルで展開し

ているようなところの支店があったりとかは

いろいろあるのはあるんじゃないかと思いま

すけれども。 

 

○溝口幸治委員長 そこに任せることができ
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なくて行政でやらないかぬ、いわゆる向こう

側から見ると、ひょっとしたら民業圧迫みた

いな話も出てくるんじゃないかと思います

が、それを行政でやらないかぬというところ

まで踏み込んだきっかけ、原因は何ですか。 

 

○福島少子化対策課長 若干繰り返しになる

かもしれませんけれども、少子化対策の一つ

としましては、やはり結婚していただかない

と……。 

 

○溝口幸治委員長 まあ、よかです。さっき

と同じ答弁ね、そこは。じゃあ、今、山口委

員もおっしゃいましたけれども、商工会とか

商工会議所の青年部とか、ＪＡ青壮年部と

か、各地で一生懸命こういう結婚をうまくい

くための活動なんかあるんですよね。例え

ば、保育団体なんかもありますよね。1,300

万あるんだったら、そういう団体の活動を充

実するために使った方がよっぽどうまくいく

んじゃないかというふうに感じてしまうんで

すが、いやいや、そういうのよりも県でトー

タルで進めていくというメリットがどこにあ

るのかなという感じがするんですけれども。 

 

○福島少子化対策課長 具体にちょっと話が

あっていますのは、例えばですけれども、今

いろんな地域、市町村単位でとか取り組んで

おられるところからは、なかなか集まらない

ときもあるので、実際イベントとか実施した

ときにですね。それで、県で一緒にこうやっ

てＰＲしていただくとありがたいというふう

な話はあったりはしております。 

 

○溝口幸治委員長 少子化対策が意見を聞か

れているのは市町村だけ。そういうことをや

っている団体とかグループがありますよね、

限りなく公に近いような人たちも。そういう

ところの実情なんかは把握をされているんで

すか。 

 

○福島少子化対策課長 例えば、当課が関係

している保育団体とか、そういったところと

お話はしたりしていますし、あと、先ほど言

いましたけれども、結構問い合わせといいま

すか、いろんな地域で実際取り組んでいらっ

しゃる方が一緒にやりませんかとかいうのは

実際少子化対策課に来たりして、御相談とか

あっているような状況ではございます。 

 

○溝口幸治委員長 私が余り質問すると…

…。 

 

○藤川隆夫委員 市町村から恐らくいろんな

問い合わせが来ているというのはわかります

けれども、基本的に財政的な支援を県に求め

ているという話じゃないんですよね。こうい

う事業をやるから県からお金出してよと、そ

のためにこういうのに、やりましょうよと手

を出してきているんだったら、これはまた本

末転倒だと思うんですよね。自分のところが

やっている財政負担を軽減するために、県が

するのに乗っかるという話だったら、これは

本末転倒だと思うんです。その付近は把握で

きてるんですか。わからぬでしょうね。言わ

ぬけんね、市町村が。いろんな事業の引き合

いですから。今来ているとおっしゃいました

よね、いろんな団体含めて。それはどういう

意図でもって一緒にやりましょうよと言って

いるとか、そこまでは踏み込んで話はしてい

ないんでしょう。 

 

○福島少子化対策課長 純粋に、先ほど言い

ましたように、やっぱり募集をするとかいう

ときに、一緒にやってほしいというお話はあ

ります。あと、財政支援につきましては、一

応財政支援の御相談があるときは、事業で別

に御説明させていただきますけれども、地域

子育て応援事業とか、こういったものを活用

していただいて御支援はできるとか、そうい
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った話はもちろんやってはおります。ただ、

純粋に、本当県に、お金が欲しいから相談に

来ましたというような感じは私は余り受けて

おりません。 

 

○岩中伸司委員 これは、先ほどの説明でも

市町村でやっていくのを支援するということ

で、基本的にはそんな感じでしょう。市町村

の中でやられるのを支援するというのが基本

でしょう。 

 

○福島少子化対策課長 この図で行きます

と、下に書いてございますように、結婚活動

応援団ということで、市町村、企業、関係団

体、いろいろございますが、そういったとこ

ろで取り組むものについては御紹介していく

ということで考えております。 

 

○岩中伸司委員 この下にずらっと書いてあ

るので、さっきの説明ではそういうことで、

私はやっぱり――私の友達が退職をして名刺

をやったら、結婚相談所という名刺を持って

きて、個人で何かそういう会わせてやろうと

いうふうな動きなんかも、そういう意味で

は、福岡市内だから結構そういう需要が多い

のかなと思うんですが、やっぱり何かのきっ

かけをつくっていかないかぬという意味で

は、私は、この事業も、いろんな疑問はある

けれども、進めて、具体的に、その地域や就

職のお世話やいろんなことも含めて、何か効

果的なやり方を選択をしていかないかぬと思

うし、近くには本当独身でいる人がうじょう

じょおるわけですので、そこをやっぱりきち

っと何か把握しながら進めていってもらいた

いというふうに思うんですね。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 市町村ということですけ

れども、一番苦労するのが、例えば、私たち

が農業従事者の担い手系の出会いの場をつく

り上げたときもそうだったんですが、女性の

方を募るのにかなり時間がかかる、そういっ

た活動というのは結構往々にして市町村はど

っかに委託しながらやっているのはあるんだ

ろうなと思います。それは漁業者もありまし

たし。そのときに、イベント費もそんなにと

いうか、補助もつけられる状況ではない、少

額になって、じゃあ、その少額なのに多くの

方に来てもらう状況をつくりたいというのが

あって、こういうコーディネーティングして

くれということかなともちょっと思うんです

けれども、これは民間がやっているじゃない

かとなるんですね、先ほど委員長が言われた

ように。民間はやっているんですよ、結婚相

談所ではですね。だから、やっぱりちょっと

違和感が残るんですよね。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか。ちょっと整

理します。 

 今、商工団体、農業団体、それぞれの団体

がこういう活動もやっていらっしゃいます

ね、実際。少子化対策課で把握をされていな

いみたいですが、さまざまな団体でやられて

います。その人たちは、この図から行くと、

情報発信して情報提供してもらうだけなんで

すね。自分たちがやっている活動に支援があ

るわけじゃなくて、情報を提供して情報発信

をしてもらうだけ。 

 この図から行くと、結婚支援センターとい

うものができて、そこから別のＮＰＯ法人と

か交流イベントとか実施するところには助成

が行くんですよね。結局今まで汗をかいて一

生懸命やってきた、ノウハウもあって、積み

上げがあるところは情報の発信と提供だけ。

そして、違うＮＰＯ法人等のところに申請し

たら助成が行くという仕組みになっているん

ですが、ちょっと仕組みも含めて少し違和感

があるので、これをずっと議論するわけには

いかないので、ちょっとこれは、採決はどう
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せあしたですので、少しこちらの方でも打ち

合わせをさせていただきたいと思いますし、

執行部の方でも、もう少しここを考えない

と、このままの形でこの事業がオーケーです

よという話には、岩中先生はこれぐらいいい

たいとおっしゃいますが、そういうわけには

やっぱりいかぬのかな。より効果的な形でや

るにはきちっとした形でやらないと、何で県

が結婚支援のそういうところまで手を出すの

かという批判が必ずありますので、ここはや

っぱりもう一度きちっと考えといていただき

たいなというふうに思います。 

 それは、採決はまだあしたですので、とっ

ときまして、次に行きます。 

 

○福島少子化対策課長 済みません、助成の

対象でございますが、ＮＰＯ法人等と書いて

おりましたので、何かこのＮＰＯがかなりち

ょっと強調されてしまいましたが、先ほど言

いました営利を目的としない交流イベント等

を開催する場合に、例えば、通常であれば、

飲み代とかそういったものは個人で出しても

らいますけれども、いろんな、例えば船を借

りるとか、そういった大きなことをやるとき

なんかには助成を考えておるんですけれど

も、このＮＰＯ法人等とこの下の応援団が全

然別ということではございませんで、その点

訂正させていただきます。 

 

○岩中伸司委員 それはそがん理解しとった

よ。 

 

○福島少子化対策課長 申しわけございませ

ん。 

 

○溝口幸治委員長 次に、横田病院事業管理

者から総括説明を行い、続いて、担当課長か

ら説明をお願いします。 

 

○横田病院事業管理者 病院局でございま

す。座ったまま説明をさせていただきます。 

 本会議に提案しております病院局関係の議

案の説明に先立ちまして、熊本県立こころの

医療センターの運営状況について御報告を申

し上げます。 

 まず、平成22年度の収支見込みでございま

すが、収益は当初の見込みより減少したもの

の、職員の新陳代謝や職員手当の減に伴う給

与費の減や経費の節減等により、当初予定を

しておりました収支の均衡は確保できる見込

みとなっております。 

 次に、平成23年度につきましては、さらに

新規患者の受け入れ促進を図り、医業収益の

確保を目指すとともに、光熱水費、燃料費及

び修繕費等の節減に努め、賃借料や委託料に

関する内容の見直しを行うなど、徹底した経

費削減を進め、安定した経営基盤を構築して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、病院局関係の議案の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 今回提案させていただいておりますのは、

予算関係１議案、条例等関係１議案の合計２

議案でございます。 

 第75号議案の平成23年度熊本県病院事業会

計予算でございますが、熊本県立こころの医

療センターの管理運営に要する経費として、

収益的収支で16億100万円余、資本的収支で

１億9,800万円余で、予算総額17億9,900万円

余を計上しております。 

 次に、第90号議案の熊本県病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございますが、医療法施行令の一

部改正に伴い、熊本県立こころの医療センタ

ーの診療科目を改正するための関係規定の整

備でございます。 

 以上が今回の議案の概要でございますが、

詳細につきましては、総務経営課長が御説明

いたしますので、よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。 
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○大谷総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 138ページをお願いいたします。 

 病院局の平成23年度当初予算につきまして

は、県立こころの医療センターの管理運営に

係る収益的収支と、建物や施設の整備及び企

業債の元金償還に係る資本的収支を計上して

おります。 

 収益的収支におきましては、収入面では、

経営計画上の目標としております患者数をも

とに医業収益を見込みますとともに、７億4,

100万円余の一般会計負担金を含めまして16

億1,200万円余を計上しております。 

 支出面では、適切な病院管理を図るための

費用として16億100万円余を計上しておりま

す。収入を見ながら、支出の圧縮に努めるこ

ととしておりまして、収益的収支の収益とし

ましては、少なくとも1,000万円以上の黒字

を確保することとしております。 

 資本的収支におきましては、収入面では、

財政再建戦略の取り組みの一環として、平成

23年度まで一般会計からの繰り入れを休止し

ていることから、ゼロ円となっております。

支出面では、建設当時の企業債償還金の償還

や施設設備の更新経費で１億9,800万円余を

計上しております。これに不足します財源に

つきましては、減価償却等の内部留保金を充

当することとしております。 

 139ページをお願いいたします。 

 支出の内訳でございます。 

 まず、収益的支出でございますが、１の医

業費用の(1)の給与費は、正職員91名、臨

時・非常勤の職員の賃金、報酬及び退職給与

金として９億6,600万円余、(2)の材料費は、

薬品費及び給食材料費等でございます。800

万円余。(3)の経費は、清掃等の委託料や光

熱水費、その他の諸経費でございまして、２

億9,700万円余を計上しております。また、

(4)の減価償却費、(5)の資産減耗費は、建物

や医療機器の償却及び更新等に伴う減耗費を

計上するものでございまして、減価償却費１

億4,400万円余、資産減耗費は40万円余を計

上しております。(6)の研究研修費は、医

師、看護師等の学会及び研修参加のための費

用でございまして、900万円余を計上してお

ります。 

 140ページをお願いいたします。 

 資本的収支に係るものでございます。 

 ４の建設改良費の(1)施設整備費は、老朽

化した施設整備の更新の経費で800万円余を

計上しておりますが、そのほとんどは非常

用、業務用放送設備の更新経費でございま

す。(2)の器械備品購入費は、入院患者の状

態をナースステーションで遠隔観察するため

のモニター機器等の更新経費で1,000万円余

を計上しております。 

 ５の企業債償還金は、建物等の企業債の償

還、元金でございまして、１億7,800万円余

を計上しております。 

 次に、条例関係議案でございます。 

 141ページをお願いいたします。 

 説明は、142ページの条例案の概要で行わ

せていただきます。 

 熊本県病院事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてでございま

す。 

 医療法施行令の一部改正に伴い、県立ここ

ろの医療センターの診療科目としてこれまで

広告してきました神経科及び呼吸器科が公告

できなくなったことから、改正法の施行令に

認められた神経内科及び呼吸器内科にそれぞ

れ改正するものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 質疑はありませんか。――なければ、質疑

を終了いたします。 
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 なお、付託議案の採決については、あす、

環境生活部の議案等審査の後に一括して採決

をいたします。 

 次に、本委員会に今回付託された請願を議

題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第56号について、執行部から

の説明、状況の説明をお願いします。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 請第56号、熊本

県の子ども医療費無料化を進める県民の会か

らの子どもの医療費無料化についての請願で

ございます。 

 内容は、医療費助成の制度を中学生まで拡

充すること、また、医療機関窓口での支払い

が不要な現物給付とすることを求める旨の請

願でございます。 

 この制度の現状について簡単に御説明いた

します。 

 乳幼児の早期医療と保護者の負担の軽減を

図ることを目的に県単独で行っている補助事

業でございまして、実施主体である市町村に

対して補助を行っております。ただし、県の

補助としましては、対象年齢４歳未満、１カ

月に3,000円以上の自己負担額につきまし

て、その２分の１を県が負担するという制度

でございます。 

 市町村の助成につきましては、市町村によ

り、対象年齢、内容は異なりますが、平成22

年10月現在、中学まで助成している市町村

は、既に県下全市町村が実施しております。

小学校、中学以上を対象としている市町村数

は39市町村、そのうち、中学３年生まで助成

している市町村は16カ所ございます。また、

自己負担がない市町村は32カ所、現物給付を

実施している市町村は32カ所となっておりま

す。 

 請願どおり中学３年生まで対象年齢を引き

上げた場合、新たに19億5,000万円の負担が

必要になると試算しております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまの説

明に関して質疑はありませんか。――なけれ

ば、質疑を終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第56号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （｢採択」「不採択」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 採択、不採択の両方の意

見がありますので、採択についてお諮りいた

します。 

 請第56号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○溝口幸治委員長 挙手少数と認めます。よ

って、請第56号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、請第58号について、執行部からの説

明をお願いいたします。 

 

○倉永医療政策総室長 請第58号は、いのち

とくらしを守る熊本ネットワークからの請願

で、その内容は、県下の自治体に対し、熊本

県が国民健康保険財政へ独自の補助を行うこ

とというものです。 

 市町村国民健康保険に対しましては、県

は、国民健康保険法上定められた法定負担金

及び交付金について必要な額を確保しまし

て、平成23年度当初予算としては158億円余

を提案させていただいているところですが、

県独自の補助は行っておりません。 

 市町村国民健康保険は、制度上高齢者や低

所得者が多く、制度発足当初と比較して、近

年、就業構造等社会情勢が大きく変化をして

きており、これまでの財政基盤の強化に向け

た制度改正によってもなお財政運営は年々厳

しくなっている状況にあります。 

 県は、こうした市町村国民健康保険が抱え

る構造的課題を解決するためには、まず、国

の責任において持続可能な制度となるよう、
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財源を含めた医療保険制度全体の議論を十分

に行う必要があると考えて取り組んできてお

ります。 

 しかしながら、国におきましては、そのよ

うな議論が十分になされないまま、高齢者医

療制度改革会議におきまして、75歳以上の高

齢者のうち、被用者保険に加入する方を除い

て、市町村国民健康保険に加入し、その運営

は都道府県単位とするなど、市町村国民健康

保険にも大きな影響がある新たな高齢者医療

制度に係る最終取りまとめが昨年12月に行わ

れたところです。 

 また、国におきましては、社会保障と税の

一体改革の議論が進められることになり、そ

の一環として、国民健康保険制度の基盤強化

に関する国と地方の協議の場が設けられ、市

町村国民健康保険の構造的課題への対応等の

協議が始まったところです。 

 先日の先議の常任委員会で報告をさせてい

ただき、今回条例改正をお願いしております

けれども、県では、昨年12月に策定いたしま

した市町村国民健康保険支援方針において、

保険料税の収納率の向上に向け、よりきめ細

かな目標収納率を設定して、その達成状況に

応じて県の調整交付金を配分すること等、財

政の安定化につながる支援を行うこととして

おります。 

 県としましては、こうした支援等を行いな

がら、国と地方の協議の内容を見定め、全国

知事会とも連携し、適切に対応していきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。 

 質疑ございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第58号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （｢採択」「不採択」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 じゃあ、採択と不採択両

方の意見がありますので、採択についてお諮

りいたします。 

 請第58号を採択とすることに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  （賛成者挙手) 

○溝口幸治委員長 挙手少数と認めます。よ

って、請第58号は、不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、継続中の付託された請願を議題と

し、これについて審査を行います。 

 それでは、請第39号について、執行部から

の状況の説明をお願いします。 

 

○福島少子化対策課長 少子化対策課でござ

います。 

 請第39号は、県内の認可外保育施設で構成

します熊本県認可外保育施設連絡会からの遊

具費、設備、備品等に対する補助の新設等を

内容とするものでございます。 

 昨年６月定例会に請願が出され、審議の結

果、継続審議とされ、９月、11月定例会にお

いても同様でございました。 

 その後の状況の変化として１点御報告させ

ていただきます。 

 来年度から新たに国の方で認可外保育施設

に対する支援策の案が先般示されました。そ

の内容につきましては、待機児童数が10人以

上で、手を挙げた市町村に対しまして補助を

していこうというものでございますが、その

要件が、利用定員が20人以上で、かつ施設や

職員配置が認可保育所と同様の基準を満たさ

なければならないという内容でございます。

現在のところ、その要件に該当する施設はほ

とんどない状況にありますが、まだ示された

ばかりでもございますし、今後の市町村の意

向、あるいは認可外保育施設の動向等を引き
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続き把握していきたいと考えておるところで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。 

 質疑ありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第39号についてはいかがいたしましょう

か。 

  （｢継続」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 継続という意見がありま

すので、継続についてお諮りいたします。 

 請第39号を継続審査とすることに御異議あ

りませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第39号は、継続審査とすることに

決定いたしました。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が９件あっており

ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後に一括して質疑を受けたいと思います。

 簡潔に説明をお願いいたします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 報告事項の資料をお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと暫時休憩をした

後に。５分休憩。 

  午後４時25分休憩 

――――――――――――――― 

  午後４時35分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、再開いたしま

す。 

 吉田健康福祉政策課長から報告をお願いい

たします。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 資料の報告事項の冊子をお願いいたしま

す。 

 １ページをお開きください。 

 第２期地域福祉支援計画策定状況について

御報告します。 

 本計画につきましては、さきの11月定例会

におきまして、策定経過を当委員会に報告い

たしましたが、最終案の段階に参りましたの

で、改めて御報告させていただきます。 

 まず、計画の趣旨ですが、平成16年３月に

地域福祉支援計画、地域ささえ愛プランを策

定し、ことしで７年目を迎えますが、一定の

成果をおさめたと考えておりまして、特に地

域の縁がわづくりにつきましては、地域福祉

の熊本モデルとして全国に発信しておりま

す。 

 第１期支援計画が終期を迎える本年度、引

き続き、ともに支え合う社会づくりを目指

し、第２期支援計画を策定するものでござい

ます。 

 計画の概要ですが、目標として、ともに創

る「地域共生」くまもと、誰もが暮らしたい

と思う地域で安心して暮らせるまちづくりを

掲げております。 

 計画の期間は、平成23年度から27年度まで

の５年間としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 計画の内容についてですが、上の箱の中に

記載しておりますように、地域の拠点となる

地域の縁がわづくり、ここでは、従来の縁が

わの取り組みをさまざまな形で進めていくこ

ととしております。 

 次に、地域の支え合い活動を進める地域の

結いづくり、ここでは小地域ネットワーク活

動を進めていくこととしております。 
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 さらに、福祉での起業化を応援する地域の

支事おこし、これは、新たに地域の縁がわ等

で起業化を進めていき、その発展形としてソ

ーシャルファーム、これは、仕事を生み出

し、雇用といった形まで目指すものですが、

そうした取り組みをあわせて３本柱として掲

げ、まちづくり型福祉の展開を進めてまいり

ます。 

 下段に記載しておりますが、安心の礎とし

て、市町村社協や民生委員、児童委員活動と

いった地域福祉の担い手の活性化等、多様な

福祉サービスの基盤づくりを進めてまいりま

す。 

 さらに、３ページの一番上に記載しており

ますように、市町村地域福祉計画及び市町村

社会福祉協議会の活動計画づくりへの支援等

について盛り込んでおります。 

 下段の４番、計画策定の経過にありますよ

うに、これまで、学識経験者、活動実践の代

表者等で構成します県地域福祉推進委員会で

の５回にわたる協議、パブリックコメント等

を実施してきましたが、今年度中に庁内手続

を終えて策定したいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○中園社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 水俣病特別措置法に基づく一時金の生活保

護上の取り扱いにつきまして、昨年から国と

の間でやりとりをしておりますので、その状

況を御説明させていただきます。 

 まず、これまでの経緯でございます。昨年

の５月から一時金の申請受け付けが始まりま

して、10月から給付が始まるということでし

たので、９月に厚生労働省に一時金の扱いに

ついて確認をいたしました。そのときに示さ

れた方針は、枠囲みで書いておりますけれど

も、これまでの原則どおり、自立更生に充て

る額以外は収入として認定する、そしてその

額が保護費の６カ月分を超える場合は生活保

護は廃止するというものでございました。 

 この扱いにつきましては、ほかの公害、薬

害、それから水俣病の関係でいいますと、平

成７年の与党３党合意に基づく一時金につい

ても同じでございます。 

 県としましては、法定受託事務ですので、

10月以降、厚労省の方針に従って対応してお

ります。 

 資料の中ほどの米印に書いておりますとお

り、一時金を受給したことで生活保護が廃止

になった世帯は、２月末現在で51世帯でござ

います。それで、実は４のところから流れが

変わるわけですが、この取り扱いを再検討す

るきっかけになりましたのが、11月のある被

害者団体からの要望でございました。考え直

しましたポイントは、これまで今回の一時金

も平成７年の与党３党合意に基づく一時金と

同じと考えておりましたが、平成16年の最高

裁判決で国及び本県の責任が認められた後で

あること、また、特別措置法に基づく救済で

あることが、今回は違うのではないかと考え

直した点でございます。 

 そこで、県としましては、国の方針に従う

だけではなくて、県の意思として、厚生労働

省に対して弾力的な運用を要望することとい

たしました。弾力的といいますのは、自立更

生に充てる額の範囲の拡大及び期間の拡大で

ございます。ことしの１月20日に森枝部長が

厚労省に出向いて要望書を提出いたしまし

た。要点は、４ページの枠囲みに書いている

とおりでございます。要望書の写しは、次の

６ページにつけておりますので、後ほどごら

んいただければと思います。 

 枠の中を御説明いたします。 

 水俣病の特性として、地域社会に亀裂をも

たらしてしまったという点がありますので、

その修復であるいわゆるもやい直しにみんな

で取り組まなければなりません。それは生活
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保護受給者も同様であります。その費用は保

護費には積算されていませんので、一時金を

充てざるを得ません。したがって、その分を

収入認定から除外させてほしいというもので

ございます。そして、もやい直しというの

は、生涯にわたって取り組むものであります

し、地域におけるさまざまな形での交流活動

の中心ですので、その費用につきましては、

逐一積み上げるような方法にはなじまないの

ではないかと。それで、一律に全額除外させ

てほしいという要望でございます。 

 ５ページの２に、この要望を受けましての

現時点での厚労省の考え方を書いておりま

す。自立更生に充てる額は収入から除外する

こととしており、今までも十分に配慮してい

る、そしてその額はあくまでも具体的に積み

上げなければならない、一律に全額除外とい

うことはできないというものでございます。 

 それで、今後の本県の対応といたしまして

は、先日の城下議員への知事答弁にもござい

ましたけれども、厚労省に対して本県の要望

を引き続き粘り強く訴えていきたいと考えて

いるところでございます。 

 以上で報告を終わります。よろしくお願い

いたします。 

 

○福島少子化対策課長 少子化対策課でござ

います。 

 ７ページをお願いします。 

 就学前教育を一体的、総合的に推進してい

くための計画であります熊本県就学前教育振

興「肥後っ子かがやきプラン(改定版)」の策

定についてでございます。 

 このプランは、主管課が教育庁義務教育課

のため、文教治安常任委員会での付託審議と

なっておりますが、このプランが幼児期の教

育に関するものでありまして、御報告させて

いただきます。 

 まず、左側の改定の趣旨にありますとお

り、現行プランは平成15年３月に策定され、

今年度が最終年度ということで、必要な見直

しを行い、改定するものでございます。 

 左下の策定までの流れのとおり、平成21年

度から作業を行い、改定委員会や審議会から

の意見聴取、パブリックコメントを実施しな

がら策定に取り組んでまいりました。 

 次に、右上の改定の背景に示しております

ように、教育基本法の改正等や現行プランの

成果、課題等を踏まえ、右側中段の改定に当

たっての基本的な考えのもとに改定に当たり

ました。 

 今回の大きなポイントは、大きく２点あり

ます。 

 まず１点目は、家庭教育の充実でございま

す。その重要性にかんがみまして、基本方向

の最初に、家庭環境の醸成を位置づけまし

て、応援の学びプログラムや家庭教育10か条

を推進していくこととしております。 

 ２点目は、社会状況等に対応した内容の充

実として、家庭の教育支援、特別支援教育、

食育の推進、児童虐待の防止等に取り組んで

いくこととしております。 

 下段のプランの基本目標、基本方向です

が、基本目標を具現化するために、今御説明

いたしました家庭環境の醸成など、３つの基

本方向を掲げております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 改定版(案)の概要をお示ししております。 

 内容構成は３章仕立てで、第１章には、改

定の背景、第２章には、プランの基本方針、

第３章には、基本方針に基づく具体的施策を

基本方向ごとにお示しをしております。 

 策定後は、保育所、幼稚園、小中学校、市

町村、教育事務所等に配布し、プランの推進

に向けて積極的に広報に努め、関係課と連携

を図りながら、就学前教育のさらなる振興、

自立を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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○東障がい者支援総室長 障がい者支援総室

でございます。 

 第４期熊本県障がい者計画の策定について

報告させていただきます。 

 報告事項の９ページをお願いいたします。 

 本計画につきましては、さきの11月議会に

おきまして、策定経過を当委員会に中間報告

として報告いたしておりましたけれども、計

画案の取りまとめを行いましたので、御報告

させていただきます。 

 １の目的、２の計画の概要のうち、(1)か

ら(3)構成の①につきましては、中間報告段

階から変わっておりません。 

 10ページをお願いいたします。 

 ②の第２章では、計画期間中に特に重点的

に推進する必要がある施策について、重点施

策として取りまとめを行っているところでご

ざいます。 

 ４つの重点施策項目を設定いたしておりま

すが、まず、１つ目のアは、地域生活への移

行支援・地域生活支援です。地域生活への移

行を希望されている施設等の入所者等の方々

が安心して地域生活を営むことができるよ

う、住まいの場としてのグループホームやケ

アホームの整備、また、日々の暮らしの中で

のニーズにきめ細かく対応できるような相談

支援の充実など、支援体制の整備を図ること

としております。 

 ２つ目のイは、新たな障害に対する支援で

す。発達障害児者の社会的な自立のために、

ライフステージに沿った適切な支援がなされ

るよう、支援体制の整備を図っていくことと

しております。具体的には、例えば、乳幼児

における早期発見の取り組み、就学期におけ

る個別支援計画の作成、就労期における就労

支援や生活支援など、ライフステージに沿っ

て一貫した支援を行っていくこととしており

ます。 

 ３つ目のウは、障がい者の家族に対する支

援です。障害者を身近に支える家族に対し、

介護負担の軽減の取り組みや家族向け相談支

援の充実を図ることを盛り込んでおります。

負担軽減の取り組みとしては、児童デイサー

ビスやショートスティなど、日中活動系サー

ビスの充実を図っていくことなどを掲げてお

ります。 

 最後は、県民みんなで障がい者への差別を

なくす取り組みでございます。障害のある人

もない人も共に生きる熊本づくり条例、仮称

の制定に向けた取り組みを行い、障害に対す

る理解を促進するための意識啓発や交流活動

の推進を県民一体となって進めていくことを

掲げております。 

 なお、③の第３章、分野別施策として、保

健医療及び地域生活支援体制の充実、安心し

て暮らせる社会環境の整備、住みやすい生活

環境の整備、ともに生きる社会に向けた意識

づくりの４本の柱のもとで、具体的な施策に

ついて数値目標を設定して取り組むこととし

ております。 

 11ページの４、計画策定の経過をごらんい

ただきたいと思います。 

 計画策定に当たってのこれまでの経過につ

いて記載しております。昨年の12月に中間報

告をさせていただいた後、12月下旬から１月

下旬にかけて、パブリックコメントの手続を

実施しております。このパブリックコメント

では、６名の方から17件の意見をいただいて

おりますが、これらの意見を踏まえ、先月、

最終回となる第５回計画検討委員会及び本年

度第２回目の障害者施策推進協議会を経て、

計画案の最終取りまとめを行ったところでご

ざいます。これから庁内手続を行い、策定し

ていくこととしております。 

 以上、第４期障がい者計画の説明をさせて

いただきましたが、４月からは本計画がスタ

ートいたします。国の障害者制度改革の動向

も注視しながら、本県の障害者施策の一層の

推進を図ってまいることとしております。 

 次に、熊本県自殺対策行動計画の策定につ
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いて報告させていただきます。 

 12ページをお願いいたします。 

 本計画につきましては、さきの11月議会に

おきまして策定経過を当委員会に中間報告と

して報告いたしたところでございますけれど

も、計画案の取りまとめを行いましたので、

報告させていただきます。 

 １の目的、２の概要、(1)計画の位置づ

け、(2)計画期間、(3)構成の①、②、そして

13ページの③自殺対策の基本的考え方につい

ては、中間報告段階から変わっていないとこ

ろでございます。 

 ④第３、自殺対策行動計画につきましてで

すが、自殺予防の以下の８つの施策分野、ア

からクまでの８つの施策ですけれども、事前

予防対策として、心身の健康保持増進の取り

組み、そして自殺の危険に介入し自殺を防ぐ

取り組みである自殺発生の危機対応、そして

自殺や自殺未遂が生じてしまった後の取り組

みとしての事後対応の自殺対策。それら３段

階ごとに、主な施策及び重点的に取り組む施

策、関係団体が実施する事業を行動計画とし

てそれぞれ分類し、取り組むこととしている

ところでございます。 

 14ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 ⑤推進体制についてですけれども、県レベ

ルでは、熊本県自殺対策ネットワークが全県

的な自殺対策を、圏域レベルでは、地域振興

局別の自殺対策ネットワークを構築し、地域

の実情に応じたきめ細かい自殺対策を推進し

ていくこととしております。また、平成28年

度までに県内自殺者数の２割削減を数値目標

において取り組んでいくこととしておりま

す。 

 最後に、４、計画策定の経過について記載

しております。 

 昨年12月に中間報告をさせていただいた

後、12月下旬から１月下旬にかけて、パブリ

ックコメントの手続を実施しております。 

 なお、パブリックコメントで出された意見

を踏まえ、自殺対策連絡協議会を経て、計画

案の取りまとめを行ったところでございま

す。これから庁内手続を行い、年度内に策定

していくこととしております。 

 以上、計画案については報告いたしました

が、22年中の自殺者数につきましては、本県

でも全国の傾向と同様、13人減と減少はして

おりますけれども、依然として471人と多く

の人がみずから命を絶たれております。策定

いたします行動計画に沿って、県民や民間団

体、市町村と連携して、みずから命を絶つ人

が一人でも少なくなるよう取り組んでいくこ

ととしております。 

 次に、障害のある人もない人も共に生きる

熊本づくり条例、仮称の取り組みについて報

告をさせていただきます。 

 15ページをお開き願いたいと思います。 

 12月14日の常任委員会以降の取り組み等に

ついてですけれども、(1)条例案の周知につ

きましては、①事業者、県民説明会として、

県内各地域振興局及び熊本市において、１月

14日から２月４日の間に実施しております。

この実施の周知につきましては、商工、福

祉、医療、交通等それぞれ22団体に会員への

周知を依頼するとともに、県内の地場企業に

個別案内を行ったところでございます。ま

た、県のホームページに掲載するとともに、

報道機関へも情報提供し、その周知を図った

ところでございます。この説明会には約300

名の参加をいただいたところでございます。 

 次に、②市町村との意見交換会、これは条

例素案の説明を含めてですけれども、各地域

振興局単位にそれぞれの管内市町村の総務、

福祉、教育委員会等関係課に御出席いただい

て、それぞれ実施しております。 

 なお、熊本市に対しても、１月24日、熊本

市の各部局から30数名の出席をいただき、実

施しているところでございます。 

 ③次に、商工団体の説明についてですけれ
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ども、各地域振興局での事業者、県民説明会

の前に、それぞれの商工会、商工会議所を訪

問し、条例素案の説明を行うとともに、意見

をお聞きしたところでございます。 

 ④このほか、12月の委員会以降、医療関係

機関、福祉関係機関等から説明要請等が延べ

８回ございまして、説明、意見をいただいて

きたところでございます。これには約500名

の出席者があったところでございます。 

 こういった説明会等における意見の概要に

ついてですけれども、まず、事業者、県民の

皆様からの主な意見といたしまして、15ペー

ジの下から２行目のポツですけれども、差別

の定義が漠然としている、ガイドラインの制

定をという意見、それと、その一番下、合理

的配慮に係る新たな費用負担が生じることを

懸念、加重な負担にならないようにしてほし

い。 

 16ページをお願いいたします。 

 話し合いによる解決の仕組みにつきまして

は、そのポツの３つ目ですけれども、障害の

ある人からだけでなく、障害のない人からも

相談できる双方向からの仕組みづくりが必要

ではないかと。ポツの４つ目、県が個別事案

解決に取り組む場合には、バランスよく中立

的な対応を図ることが大切。それと、意識啓

発等の推進につきましては、意識啓発として

具体的にどのようなことをするのかを示して

ほしい、具体的な活動例などを挙げれば、啓

発がさらに進むのではないかという意見をい

ただいたところでございます。 

 次に、市町村からの主な意見といたしまし

ては、差別の定義のところで合理的配慮につ

いて具体的事例を示してほしい。それと、合

理的配慮に基づく措置として、市町村施設の

バリアフリーが求められた場合、予算的な問

題があり、すぐには対応が難しい。それと、

行政として民間より先頭になって合理的配慮

を進めていく必要があるが、今後市町村でも

全庁的に検討を進めていきたいという意見を

いただいたところでございます。 

 意見としては、条例の運用についてのもの

が主でしたけれども、合理的な配慮や個別事

案解決のシステムの中立性確保と条例素案の

規定についての意見もいただいたところでご

ざいます。 

 この条例は、障害のある人もない人も、そ

れぞれの地域における役割を担い、ともに生

きる社会づくりを進めていくことを目指すも

のでございます。条例素案につきましては、

条例検討委員会での審議経過を踏まえつつ、

説明会でいただいた意見を受けて、相談解決

につきましては、その中立性が確保できるよ

う対応するとともに、法制上の整理や、また

２月14日に国の方で障害者基本法の改正や法

案が障がい者制度改革推進会議に示されたと

ころでございます。 

 最終的な案が３月４日に示されることにな

っておりますけれども、こういった法案も参

考としながら、見直しが必要なところは見直

しを行って、パブリックコメントを行うこと

としております。 

 以上、障がい者支援総室の報告、３点につ

いて報告させていただきました。よろしくお

願いいたします。 

 

○倉永医療政策総室長 医療政策総室です。 

 17ページをお願いいたします。 

 熊本県周産期医療体制整備計画の策定状況

について御報告をさせていただきます。 

 まず、３のところの策定にあたってという

ことで、その背景も書いておりますので、ま

ずそこをごらんいただきたいと思いますが、

近年、いわゆる妊婦の搬送受け入れ拒否の事

案を受けまして、国の方で平成22年１月に周

産期医療体制整備指針が改定をされまして、

これを受けまして、各都道府県で周産期医療

に関する計画を策定することになりましたの

で、その対応をしていくということで動いて

きております。 
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 本県の場合、従前から、熊本県周産期医療

協議会におきまして、随時ずっと検討してき

た経緯もあるもんですから、その内容を中心

に施策の整理を行いまして、体系化をして計

画に盛り込んでいくということで作業を進め

てきております。 

 まず、１のところに目的で挙げてあります

けれども、計画の目的としましては、そこに

書いてありますが、県民が安心して出産でき

る環境を整えるため、特に、ハイリスク妊産

婦、ハイリスク新生児に係る周産期医療体制

の確立を図るという目的にしております。 

 概要のところですが、計画の期間につきま

しては、平成22年度公表後から平成24年度ま

でとしておりまして、第５次熊本県保健医療

計画の終期に合わせております。以後５年ご

とに改定を行っていくということで考えてお

ります。 

 (2)の計画達成のための基本戦略というこ

とで大きく２つ掲げておりますけれども、ま

ず１つ目ですが、医療機関の提供可能な機能

に応じて高次医療機能を提供するグループ、

具体的には、総合周産期母子医療センターで

ある熊本市民病院、それから地域周産期母子

医療センターである熊本赤十字病院と福田病

院、それと高度先進特殊医療機関である熊本

大学医学部附属病院、この４病院がこのグル

ープと。それと、正常分娩等の基本的な医療

を提供するグループ、これは具体的には地域

の産科中核病院など、あるいはそれ以外の医

療施設、それに分けまして、役割分担を行

い、早期搬送のための連携強化策を講じよう

というのが１つです。 

 それから、もう一つは新生児集中治療管理

室、通常ＮＩＣＵといっておりますが、その

満床状態を解消して県外搬送を減少させるた

めに、妊娠時からの早産予防の視点を取り入

れるとともに、患者に応じた策を講じるとい

う形で基本戦略を組み立てをしております。

 計画の策定の経過のところで書いておりま

すけれども、昨年の７月、協議会におきまし

て、主要項目、おおむね了承いただきまし

て、それから……。 

 

○溝口幸治委員長 中間報告以後の話をして

ください。 

 

○倉永医療政策総室長 中間報告の後、パブ

リックコメントが終わりまして、実は１月末

に公表予定でしたけれども、１月に熊本大学

医学部附属病院の方から総合周産期母子医療

センターの指定に向けた協議が正式にありま

したもんですから、３月に、今月ですね、急

遽熊本県周産期医療協議会を開きまして、そ

の結果を反映した最新の内容にして３月まで

に公表を行いたいというふうなことで考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 健康づくり推進課、岩谷

課長。――簡潔にお願いいたします。 

 

○岩谷健康づくり推進課長 健康づくり推進

課です。 

 熊本県健康食生活・食育推進計画について

御説明申し上げます。 

 第２次の食育推進計画となる本計画につき

ましては、12月の本委員会において策定状況

について御報告を行ったところですが、今

回、県民の食に関する総合計画として成案が

まとまりましたので御報告いたします。 

 まず、18ページをお願いいたします。 

 １の計画策定の経緯・趣旨でございます

が、本計画の策定に当たりましては、県を含

めた関係機関、団体等多くの県民の方々の参

画をいただきました。また、県の健康増進計

画など関連計画との調和、連携を図るととも

に、平成21年３月に議員提案で制定されまし

たくまもと地産地消推進県民条例の趣旨を踏

まえまして、地産地消に取り組むなど、県全
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体で県民の健康食生活や食育への取り組みを

進めることとしております。 

 ２の概要ですが、黒丸の１つ目、序章で

は、本計画では、食育を県民が生き生きとし

た生活を送り、満足できる人生を送るための

手段として位置づけております。具体的に

は、ライフステージごとに課題に応じた取り

組みを進めまして、県民の食生活を支援する

ための環境整備を行うこととしております。

また、命を支える食料の提供の持続に向けて

地産地消を推進し、地域の活性化を図ること

としております。 

 ２つ目の黒丸ですが、第Ⅰ章は基本的考え

で、計画の位置づけ、役割、期間等について

述べております。 

 19ページをお願いいたします。 

 第Ⅱ章、これは計画が目指す方向性につい

て述べております。計画の柱となる３つの基

本施策、ページの中央に大きく３つほど枠囲

みがありますが、この中央の囲みに挙げてお

りますこの３つの基本施策を通して食育の推

進に取り組むこととし、右の囲みの網かけ部

分にありますように、計画が掲げます目指す

姿の実現を図ることとしております。 

 第Ⅲ章から次の20ページの第Ⅴ章にかけま

して、先ほどの３つの基本施策、ライフステ

ージに応じた食育の推進、健康食生活・食育

のための環境づくり、健康食生活・食育を支

える人づくり・地域づくり、この３つの基本

施策に関する取り組みを具体的に述べており

ます。年度内に策定、公表することとしてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○永井高齢者支援課長 資料21ページをお願

いいたします。 

 高齢者居住安定確保計画につきましては、

昨年12月の厚生常任委員会で中間報告をさせ

ていただきましたので、今回、その後の状況

について御報告をいたします。 

 １の策定状況でございますが、高齢者の住

まいを安定的に確保するための施策を総合的

に推進するため、住宅部局と福祉部局が連携

して本計画の策定に取り組んでまいりまし

た。 

 有識者によります第３回目の検討委員会を

１月21日に開催し、最終的な御検討をいただ

いた上で、その結果を踏まえた計画案によ

り、現在パブリックコメントと市町村協議を

並行して行っているところでございます。 

 ２の計画案の概要につきましては、(1)の

基本目標、以下、ごらんいただくとおりでご

ざいますが、(4)の目標及び主な施策につき

ましては、その概要を次ページ、22ページに

より御説明をいたします。 

 22ページをお願いいたします。 

 まず、目標１の多様なニーズに応じた住ま

いの確保につきましては、主な取り組みとい

たしまして、高齢者向け住まいが不足するこ

とが見込まれることから、バリアフリー仕様

で安否確認や生活相談サービスが備わってい

るサービスつき高齢者向け住宅などにつきま

して、平成26年度までに8,000人分の新規供

給を目指すことなどとしております。 

 次に、目標２でございますが、住まいとサ

ービスの充実と質の確保につきましては、高

齢者が住みなれた地域で生活ができるよう、

居宅サービス等の充実や地域包括支援センタ

ーの機能強化等を図る、それから、サービス

の質の確保と向上を図るために、サービスつ

き高齢者向け住宅等の職員等に対する研修を

実施するというふうにしております。 

 次に、目標３の入居の支援体制の充実につ

きましては、高齢者向けの住まいの種類が多

く複雑でわかりにくいということから、住ま

いに関する情報を総合的にわかりやすくタイ

ムリーに提供できるように、情報提供、相談

体制を充実することとしております。 

 最後に、目標４の地域で支えるサポート体

制の構築につきましては、高齢者が孤立せ
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ず、安心して暮らせるよう、地域の見守り活

動である小地域ネットワーク活動の普及、あ

るいは認知症サポーターの養成等に取り組む

こととしております。 

 以上のような施策を着実に推進することに

よりまして、高齢者が安全に安心して生き生

きと暮らす住まいの実現を目指すということ

といたしております。 

 今後、パブリックコメントと市町村協議に

より提出されます意見等を踏まえ、本年中に

計画を取りまとめたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○山口ゆたか委員 15ページの障害のある人

もない人も共に生きる熊本づくり条例、今さ

まざまな御意見いただいていると思います

が、やはり説明は大体、12月ぐらいだったで

すかね、あの時点からいろんな団体に働きか

けておられましたけれども、あの説明の仕方

でやられたんですか。 

 

○東障がい者支援総室長 説明は、12月14日

にこの委員会に報告させていただいた内容を

基本的にはベースにして説明をさせていただ

いたところでございます。 

 

○山口ゆたか委員 この委員会でも指摘させ

ていただきましたけれども、定義にしても同

じような反応もあるのかなというのもありま

すし、説明されても、よう皆様に御理解いた

だけぬ内容があるのかなというふうにも感じ

ております。 

 そしてまた、障害のない人、差別をしたと

される人から相談できる双方向からの仕組み

づくりが必要なんていう提言もいただいてお

りますけれども、このあたりを対処、見直し

ていくということを言われましたが、どのよ

うに対処されるのか、ちょっと具体的に教え

てください。 

 

○東障がい者支援総室長 まず、差別の定義

のところの９つの分野について規定したとこ

ろにつきましては、私ども９つの分野に規定

しているのは、差別がそれと気づかずに行わ

れている実態であることから、差別をなくす

取り組みを実効あるものとするためには、差

別とは何か具体的な物差しをやはり明らかに

する必要があるんじゃないかと。それと、条

例検討委員会においても、具体的に設けた方

がよいとの意見が大勢であったと。それと、

障害当事者の意見も具体的に規定すべきとい

う御意見をいただいたところでございます。

そういったところで、その具体的な分野につ

いては、その方向については規定するという

ことで考えたというところで説明を行ったと

ころでございます。 

 個々の部分というよりも、やはり一番大き

な、説明会で論議になったのは、合理的な配

慮というのが包括的な規定で、具体的な規定

がなかなかわかりづらいというようなお話が

あったところでございます。ただ、合理的配

慮については、やはりそれぞれの場面で、そ

れぞれの障害のある方のニーズとそのサービ

スを提供する立場のいろんな対応できる条件

とか、そういったものが違い、ございますの

で、やはり個別的に検討していかざるを得な

いということで、それは、あくまでもこの条

例で求めているのは、障害の合理的配慮は、

障害のある方の社会参加が進むようにできる

ところから取り組んでいただくことを予定し

ているものでございます。 

 条例ができたことで対立関係が生じてもい

けないし、障害者を遠ざけてしまう結果につ

ながってもいけないということで、今の条

例、その中に過度な負担に当たる場合は、適
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用除外の規定を設けておりますけれども、そ

して自主的に配慮する形をとっておりますけ

れども、条例解釈指針を含めてさらにその辺

の意見は整理をしていきたいというふうにお

答えしてきたところでございます。 

 じゃあ、どういったところを見直すのかと

いうところでございますけれども、まず、こ

れは昨年の12月の常任委員会でもちょっとあ

りましたけれども、解釈指針について調整委

員会に聞くという、素案にちょっと規定がご

ざいましたけれども、やはりその分は条例の

規定から外すことが適当かというところで、

それは見直す形でしています。 

 それと、実はそれ以降の動きとして、先ほ

ど報告の中でも申し上げましたけれども、国

の障害者基本法の改正案が示されたところで

ございます。障害者基本法の改正案にも、合

理的配慮というのは、合理的な配慮というこ

とで規定がございます。 

 県で条例をつくる場合も、やはり国の規定

との整合性がなければいけませんので、そう

いったところについて法制上見直すべきとこ

ろは見直しをしていくというところで、今そ

の作業をやっているところでございます。 

 

○山口ゆたか委員 だったら、きょうの報告

にその合理的配慮書き込めばよかったじゃな

いかと思うんですよ。そろそろ準備されない

と。 

 

○東障がい者支援総室長 まだ庁内の整理が

完全に進んでいないので、ここで公にまで示

せる状態にないというところで、今回はそう

いった、先ほどの報告の発言の中で、方向性

でちょっと申し上げさせていただいたところ

でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○藤川隆夫委員 パブリックコメントの件な

んですけれども、３月４日に検討してその後

かけるような話が先ほどされていたかと思う

んですけれども、流れ的には、もうそういう

ような流れになるのかなという点を、ちょっ

と私聞き漏らしたところがあると思いますけ

れども。 

 

○東障がい者支援総室長 県として計画とか

条例とかを策定する場合は、パブリックコメ

ントを案の段階で公表して、いろいろ意見を

求めていくという形になっています。そうい

うことで、３月中にパブリックコメントに入

っていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 

○藤川隆夫委員 ということは、一応議会と

しては今回で今議会終わりになりますよね。

議会でまだ議論の途中という部分だろうと思

うんですよね。まだ全然議会の中で、まだま

だ議論が足りないというふうに思っている中

で、案をつくってパブリックコメントに出さ

れるということでいいんですかね。それも何

かちょっと違和感あるんですけれども。 

 

○東障がい者支援総室長 条例案の提出形態

は、知事提出議案ということで昨年からずっ

と作業をしたところでございます。そういう

ことで、知事も、11月議会の溝口委員長の一

般質問を受けて、６月議会に提案をしていく

ということで発言をなされたところでござい

ます。そして、24年４月施行ということで発

言がされたところでございます。私どもとし

ては、知事のその発言の趣旨に沿って６月議

会に提案し、その議会で、その中でもまた委

員会で御審議いただけるものというふうに思

っておるところです。 

 

○藤川隆夫委員 議員サイドから言うと、ま

だ議論が不十分だというふうに思っておりま

す。その中で、今言ったような形で知事が６
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月にということで、パブリックコメントを３

月にという話だろうという、流れ的にそうな

んだろうなというふうに思うんですけれど

も、ただ、この６月にこだわる理由はないん

じゃないかと思うんですよね。どうせつくる

なら、前から言っているように、きちっとお

互いが納得できる条例をつくるべきであっ

て、６月というところを切って進めていくと

いうのは私はいかがなもんかなというふうに

思います。それまでにきちっと議論が煮詰ま

り、それでお互いが納得できるもんであれ

ば、６月でも構わないと思うんですけれど

も、そうじゃないんであれば、別に６月にこ

だわる必要はないんじゃないかと思うんです

けどね。ということだけちょっと言っておき

ます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、今、藤川委員

もおっしゃったように、いろんな思いがそれ

ぞれございますので、きょうの報告は、一応

報告として聞きおいたということで、先送り

するつもりはございませんが、６月に上程を

される予定ということですので、その前にも

新しく委員会が開催されたりしながら議論を

深めて、やっぱり今おっしゃったように、つ

くっていこうということは、全員で請願も可

決していますので、よりよいものにするため

にもっと議論を深めていくということで執行

部の方も頭の中に置いといてください。 

 今のように、議員側からすると、やや拙速

じゃないかという意見があったということも

知事にはお伝えをいただきたいというふうに

思います。 

 それではまた、これはきちっと皆さん方で

議論をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 ほかにございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、これで報告に

関する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かございませんか。 

 

○松田三郎委員 今期限りで御勇退の予定の

森枝部長と東医監にちょっと組織のことでお

尋ねしたいと思います。 

 数年前、私がたまたま副委員長いたしてお

りましたころに、フラット化、あれは試験的

に、モデル的にといいまして、まずは健康福

祉部に導入されて、当時19の課室で、委員会

は３列目か、４列目ぐらいまで課長、室長が

いらっしゃった。その後、私の知る限りで

は、それがどうだったのかという部内の検

証、あるいは県庁内の検証を、少なくとも私

は聞いていない。特にその後、例えば健康福

祉部でいうと、総室をちょっと幾つかくくっ

てみようかとか、これは人事課の意見が大き

いのかもしれませんけれども、今度また局が

できて、総室もあると。 

 来年度は、ほかの部も含めて幾つかの局に

収れんさせようというような組織を想定され

ているということを聞きまして、去られる身

である部長、医監に、その論評といいます

か、組織論として、局が、３つになるか４つ

になるか５つになるかわかりませんけれど

も、できることの論評と、それが所期の目的

どおりに機能するためには、何に気をつける

べきかというのをちょっと所見をお聞かせい

ただければと思います。それぞれ健康福祉

部、長く、合計で何年も何十年もかいらっし

ゃいましたので。 

 

○溝口幸治委員長 まず、東医監から。 

 

○東医監 フラット化が施行されましたと

き、私は本庁に戻ってまいりまして、初めて

健康づくり推進課長という職を拝命いたしま

した。非常にハンセン病の関係の大きな問題

がそのとき生じましたので、非常に小さな組

織では余裕のない対応を迫られたのではない

かというその当時の課長としての実感はござ
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いました。 

 組織には一長一短がありますので、非常に

小さい組織で、そのときの課員との意思疎通

は非常にうまくいった面もございます。それ

をどういう形で何を重点的に考えるかによっ

て若干違う面があるのかなと思います。 

 今度、局組織になるやに聞いております

が、そのときには、横の連絡、非常にすき間

のない、いろんな連絡体制を局間でもよく図

ることが大事なことではないかと思っており

ます。 

 以上です。 

 

○森枝健康福祉部長 フラット化は、私が健

康福祉政策課長に就任して、総務部の方から

提案というか、話があって、知事まで上がっ

て、実験的に先駆的に健康福祉部でやっても

らいたいということで、知事、総務部ライン

を中心として決まって、それに対応して、じ

ゃあ、どんな形でするかという部内で作業を

して、平成15年４月にまあフラット化という

形でスタートしました。 

 私は、フラット化の前の健康福祉部の状態

と、平成15年度は担当次長ということで、健

康づくり推進課とか、福祉のまちづくり課と

か、地域医療推進課というか、地域の保健、

医療、福祉を担当する３課をちょっと担当さ

せていただきましたけれども、ちょっとダブ

るかもしれませんけれども、プラス面としま

しては、課長と課員との距離が近いといいま

すか、割と課員が少ないので課長からよく見

える、日ごろ実施をしていく意思疎通という

のは非常にいいかなと思う。日常的にはです

ね。 

 ただ、欠点としましては、問題発生時の対

応力というか、やっぱり各課がちょっと規模

が２班とか３班ぐらいなので、問題発生時の

対応力が課だけでは弱いので、当時一応想定

をして、健康福祉政策課の方で保健医療計画

を外したり、いろんなことを外して、ややフ

リーにしながら、そういう応援が組めるよう

にはしていましたけれども、やっぱりハンセ

ン病の宿泊拒否問題で私も担当の一人として

担当しましたけれども、そういった場合にな

かなかもう少しパワーが欲しいなとかという

感じはちょっと持っていました。 

 それと、情報としまして、特に健康福祉部

の場合は、保健、医療、福祉の連携を強化す

るためできた部でありますので、そこの横の

連携が非常に大切というぐあいには思います

が、そこら辺がどうしても弱くなったなとい

う感じがしています。 

 今度、部内局ということで採用される場合

は、弱点の２つのポイントを十分気をつけ

て、組織の形が１つありますし、もう一つ

は、部の仕事のシステムとして、例えば、部

局長会議とか部課長会議とか、いろいろあり

ますけれども、そういったのもあわせて、き

ちんと決めとった方がいいかなというのが感

想です。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 東さんがおっしゃったよう

に、組織は100点満点というのはないんだろ

うと。ただ、そこで働かれる方の意識であり

ますとか、与えられたシステムの中での工夫

なり、進化をさせようということによって、

仮に100点にもなるだろうし、０点に近くな

るかもしれないという意味で非常に示唆に富

むお話でしたので、異動なさる方もいらっし

ゃるかもしれませんが、残られる方は、先輩

の今のアドバイスをしっかり聞いて、すばら

しい組織にしていただければと。お２人とも

長い間お疲れさんでございました。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 最後に、ちょっと思い出し

たもんで。実は、皆さんもう忘れているかも
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しれませんけれども、ＳＡＲＳというのが流

行いたしましたよね。そのときに実は県で、

車とアイソレーターというのを買ったかと思

うんですよ。訓練に２～３回は使ったかなと

いう気はするんですけれども、その後、その

車とアイソレーターは一体どういうような使

われ方をしているのか、一体どこにあるの

か、それがわかれば。 

 

○末健康危機管理課長 御指摘のアイソレ

ーターを乗せた車、ワゴン車でございます

が、当健康危機管理課の方で管理いたしてお

ります。御指摘があったように、訓練時には

活用いたしております。それ以外、平時は私

どもの通常の活動に使わせてもらっています

が、後ろに荷物を乗せるので、２人乗りでは

ございますけれども、燃費に問題はございま

すけれども、一応そういう活用はさせてもら

っていますが、できるだけ実動訓練等にも生

かせるように訓練体制の方を充実していきた

いと考えております。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、以上で本日の

議題は、一部を残して終了いたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午後５時23分散会 
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第 ９ 回   熊本県議会    厚生常任委員会会議記録 

 

平成23年３月11日(金曜日) 

            午前10時３分開議 

            午後０時９分休憩 

            午後０時15分開議 

            午後０時19分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第56号  平成23年度熊本県一般会計予

算 

議案第58号 平成23年度熊本県母子寡婦福

祉資金特別会計予算 

議案第69号 平成23年度熊本県のチッソ株

式会社に対する貸付けに係る県債償還等

特別会計予算 

議案第75号 平成23年度熊本県病院事業会

計予算 

議案第83号 熊本県国民健康保険広域化等

支援基金条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第84号 熊本県環境影響評価条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第85号 熊本県立自然公園条例及び熊

本県自然環境保全条例の一部を改正する

条例の制定について 

議案第90号 熊本県病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第97号 熊本県やさしいまちづくり推

進計画の策定について 

議案第98号 第三次熊本県環境基本指針及

び第四次熊本県環境基本計画の策定につ

いて 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

①平成22年度水俣湾環境調査結果につ

いて 

②地下水保全に係る主な取組状況につ

いて 

③「生物多様性くまもと戦略」の策定

について 

④熊本県廃棄物処理計画（平成23年度

～27年度）の策定について 

⑤熊本県手数料条例の一部を改正する

条例（案）の概要について 

⑥公共関与による管理型最終処分場の

整備について 

⑦水俣病対策の状況等について 

  「若者の結婚支援事業」の実施に際して

の決議（案）について 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

                委 員 長  溝 口 幸 治 

        副委員長  内 野 幸 喜 

                委  員  鬼 海 洋 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

委  員  堤   泰 宏 

委  員 藤 川 隆 夫 

委  員 松 田 三 郎 

委  員 山 口 ゆたか 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 
――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 健康福祉部 

         部 長 森 枝 敏 郎 

                  医 監 東   明 正 

         次 長  本 田 惠 則 

         次 長  松 葉 成 正 

         次 長  古 森 誠 也 

    健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 
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      社会福祉課長 中 園 三千代 

      少子化対策課長  福 島 誠 治 

      障害者支援総室長  東   泰 治 

 障害者支援総室副総室長  西 岡 由 典 

     医療政策総室長 倉 永 保 男 

  福祉総合相談所次長兼 

  医療政策総室副総室長 佐 藤 克 之 

  医療政策総室副総室長 松 永   寿 

 健康づくり推進課長 岩 谷 典 学 

       健康危機管理課長  末  正 男 

        薬務衛生課長  内 田 英 男 

 ねんりんピック推進室長 小 原 雅 晶 

      長寿社会局長  江 口   満 

        高齢者支援課長  永 井 正 幸 

  認知症対策・ 

地域ケア推進課長 古 谷 秀 晴 

 環境生活部                          

         部 長 駒 崎 照 雄 

         次 長 谷 﨑 淳 一 

         次 長  山 本   理 

  首席環境生活審議員兼 

      環境政策課長 野 田 正 広 

      環境政策監兼 

    環境立県推進室長  家 入   淳 

      環境保全課長 松 島   章 

       水環境課長 田 代 裕 信 

      自然保護課長  岡 部 清 志 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

 廃棄物公共関与政策監兼 

    公共関与推進室長  中 島 克 彦 

水俣病保健課 

環境生活審議員 木 村 光 利 

     水俣病審査課長 寺 島 俊 夫 

  首席環境生活審議員兼 

 食の安全・消費生活課長 小 原 忠 隆 

  交通・くらし安全課長 松 山 昌 紹 

    人権同和政策課長 吉 田 國 靖 

病院局 

     病院事業管理者 横 田   堅 

      総務経営課長 大 谷 祐 次 
――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫 

     政務調査課課長補佐  森 田   学 

――――――――――――――― 

  午前10時３分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、昨日に続き委

員会を開きます。 

 まず、本日の委員会に５名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託された環境生活部に

関連した議案等を議題とし、これについて審

査を行います。 

 まず、議案等について、執行部の説明を求

めた後に一括して――ここは一括ではないか

もしれませんが、時折質疑を受けたいという

ふうに思います。 

 それでは、早速、駒崎環境生活部長から総

括説明を行い、続いて、担当課長から順次説

明をお願いいたします。 

 

○駒崎環境生活部長 おはようございます。

よろしくお願いいたします。 

 環境生活部関係の議案の概要につきまして

御説明を申し上げます。 

 今回御提案申し上げております議案は、予

算関係２議案、条例等関係３議案の合計５議

案でございます。 

 まず、第56号議案の平成23年度熊本県一般

会計予算ですけれども、総額178億6,200万円

余を計上しております。 

 その主なものについて御説明をいたしま

す。 

 まず、地球温暖化対策につきましては、家

庭部門での温室効果ガスの排出削減を進める

ため、環境に配慮した行動を実践する方々
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に、協賛店舗等で割引サービスなどを受けら

れるポイントを交付する仕組みを構築いたし

ます。あわせて、事業部門では、省エネ設備

の導入や、エコ通勤を推進する事業者を支援

することにより、県民総ぐるみの地球温暖化

防止活動の拡大に取り組んでまいります。 

 水銀削減に向けた取り組みにつきまして

は、平成25年度に我が国で開催される予定の

水銀条約に関する外交会議の招致も視野に置

いて、エコパーク水俣等の水銀灯や蛍光灯を

ＬＥＤ照明にかえるとともに、県内の水銀含

有製品に関する現況調査等を実施することと

しております。 

 有明海、八代海の再生につきましては、有

明海・八代海再生に向けた熊本県計画に基づ

き、引き続き種々の環境保全活動に取り組み

ます。また、有明海や八代海での水質環境基

準未達成海域において、引き続き重点的な水

質調査を実施するほか、新たに沿岸５県が共

同して行う広域かつ長期の水質調査にも取り

組んでまいります。 

 大気汚染等の公害防止対策につきまして

は、引き続き大気等の常時監視に努めるとと

もに、光化学スモッグ等の原因となる物質に

ついても、九州各県や国と連携して、越境汚

染とのかかわりを解明してまいります。 

 地下水対策につきましては、水量、水質の

両面に係る保全対策の充実強化を図るため、

地下水保全条例の改正に取り組みます。ま

た、地下水は公共水であるとのキャンペーン

を展開し、県民、事業者、行政が一体となっ

た地下水保全の共同体制づくりを推進しま

す。さらに、硝酸性窒素による汚染の防止対

策にも取り組んでまいります。 

 有害鳥獣対策につきましては、シカ、イノ

シシ、猿による農林業等被害の軽減のため、

捕獲に係る市町村への補助を拡充します。ま

た、宇土半島で被害を及ぼしているクリハラ

リスの捕獲についても、市への補助を新設い

たします。 

 廃棄物対策につきましては、本年度策定し

た新たな廃棄物処理計画に基づき、廃棄物の

排出の抑制、再使用、再生利用及び適正な処

理の推進に取り組んでまいります。また、公

共関与による管理型最終処分場の建設につい

て、地元住民の方々の御理解が得られるよう

丁寧な説明を続けるとともに、環境アセスメ

ント等を着実に行ってまいります。 

 水俣病対策につきましては、特別措置法と

和解手続により、被害者の方々を可能な限り

早期に救済するため、現在全力を挙げて取り

組んでおります。その救済に伴い必要となる

療養費等を計上しております。また、胎児

性・小児性患者の方々やその御家族が住みな

れた地域で安心して暮らしていただけるよ

う、日常生活を支援する福祉サービスの充実

にも取り組んでまいります。 

 消費者行政につきましては、多重債務者対

策として、債務整理から生活再生までの一貫

した支援に引き続き取り組むとともに、国の

交付金を財源に造成した消費者行政活性化基

金を活用して、市町村の消費生活相談窓口の

機能強化にも努めてまいります。 

 安全安心まちづくりにつきましては、交通

安全や防犯への意識が高い元気な高齢者に、

ひとり暮らし等の高齢者宅を訪問していただ

き、交通安全等の啓発活動等を行っていただ

く取り組みを新たに行います。また、犯罪被

害者等の支援につきましては、被害者、その

家族及び遺族の方々が必要とされる支援を適

切に受けられるよう各種施策を進めてまいり

ます。 

 人権教育・啓発の推進につきましては、同

和問題を初め、ハンセン病や障害者をめぐる

問題等、さまざまな人権問題の解決に向け、

熊本県人権教育・啓発基本計画に基づき、県

民の人権意識の高揚を図るための取り組みを

進めてまいります。 

 次に、第69号議案の平成23年度熊本県のチ

ッソ株式会社に対する貸付に係る県債償還等
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特別会計予算でございますが、チッソ県債に

係る元利償還金等の年間所要額を計上してお

ります。 

 以上、一般会計と特別会計を合わせまし

て、環境生活部の予算総額は293億8,100万円

余となります。 

 次に、第84号議案の熊本県環境影響評価条

例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいますが、これは、環境影響評価法の対象

であった事業が、事業規模の縮小によって法

の対象から外れ、県条例の対象となった場合

に、法に基づき行われた環境影響評価手続を

県条例に基づき行われた手続とみなして、事

業者の二重負担の発生を防止できるように関

係規定を整備するものでございます。 

 次に、第85号議案の熊本県立自然公園条例

及び熊本県自然環境保全条例の一部を改正す

る条例の制定についてでございますが、これ

は、自然公園法等の改正を踏まえ、県立自然

公園等における自然環境の保全対策の強化を

図るため、関係規定を整備するものでござい

ます。 

 次に、第98号議案の第３次熊本県環境基本

指針及び第４次熊本県環境基本計画の策定に

ついてでございます。平成２年に制定した熊

本県環境基本条例に基づき、環境基本指針を

10年ごと、環境基本計画を５年ごとにそれぞ

れ策定していますが、現行の指針と計画がい

ずれも今年度末で満了となります。このた

め、平成23年度を初年度とする新たな基本指

針と基本計画を策定することとし、熊本県行

政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決

事件として定める条例第３条に基づきお諮り

するものでございます。 

 このほか、平成22年度水俣湾環境調査結果

についてなど、７件について御報告をさせて

いただくこととしております。 

 以上が今回の概要ですが、詳細につきまし

ては、関係各課長から御説明いたしますの

で、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 当委員会説明資料の85ページをお願いいた

します。 

 一般会計でございます。主な事業につきま

して御説明を申し上げます。 

 説明欄をごらんいただきたいと思います。 

 １の職員給与費につきましては、平成23年

１月現在の職員を対象に年間必要額を計上し

たもので、環境政策課分で２億8,340万円余

を計上ております。職員給与費につきまして

は各課とも同様でございますので、以後の各

課からの説明は省略させていただきます。 

 なお、環境生活部全体では15億1,256万円

余となり、対前年比で１億3,200万円余の減

額となっておるところでございます。 

 続きまして、３の環境政策推進費でござい

ます。 

 (1)の環境センター運営費は、環境センタ

ーが実施します各種事業の経費、そういった

経費等でございます。２番目、(2)が新規事

業でございますが、有明海・八代海再生関連

データ編成事業は、緊急雇用創出基金を活用

して、大学等と連携しまして、これまで実施

されました有明海等の調査結果を集約し、デ

ータベース化を図るための経費でございま

す。 

 続きまして、４番の環境立県推進費でござ

います。 

 ページをおめくりいただきまして、86ペー

ジをお願いいたします。 

 バイオマス利活用推進事業は、新たな活用

計画の策定等に要する経費でございます。 

 次のストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進

事業は、県民総参加によります地球温暖化対

策の推進を図るための経費でございます。 

 次の市町村地球温暖化対策推進事業は、地

域グリーンニューディール基金を財源とし
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て、市町村が実施する公共施設の省エネ改修

等への補助でございます。 

 ５番目、新規事業でございます。エコくま

ポイント制度モデル事業は、県民の環境に配

慮した行動に取り組むきっかけづくりのた

め、公共交通機関の利用や環境イベントの参

加など環境に配慮した行動に対して、協賛店

舗等で割引サービスなどが受けられるポイン

トを交付する仕組みを構築されるための経費

でございます。 

 次の事業者計画書制度促進事業は、熊本県

地球温暖化防止に関する条例に基づく計画書

の提出事業者が行う省エネ設備導入に対する

補助等でございます。 

 次の87ページをお願いいたします。 

 エコ通勤等促進事業は、これも、条例に基

づきます計画書の提出事業者が行いますエコ

通勤に関する設備投資等に対する補助でござ

います。 

 ８番目、これも新規事業となります。水銀

ゼロ等推進事業は、身の回りの水銀製品を削

減する第一歩としまして、県環境センターの

照明のＬＥＤ化、エコパーク水俣一帯の水銀

灯のＬＥＤ化及び水銀含有製品についての調

査、啓発に要する経費でございます。 

 なお、環境センターは、設備等の省エネ改

修もあわせて実施することとしております。

 次の９番目も新規事業でございます。幼児

環境教育推進事業は、緊急雇用創出基金を活

用して、幼児向け環境教育の充実を図るた

め、ＮＰＯ等の連携のもと、幼児を対象とし

た環境教育教材の作成及び保育園、幼稚園等

への出前講座を実施するものでございます。 

 続きまして、88ページをお願いいたしま

す。 

 特別会計への繰出金でございます。これ

は、平成７年の一時金県債及び今年度新たに

発行します特別県債の抜本策に基づきます23

年度の償還に係るもののほか、新たに追加支

払いを23年度にする分、一時金の支払いを追

加支援する、それに係る繰出金でございま

す。 

 一般会計合計で38億752万5,000円を計上し

ております。 

 続きまして、89ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県のチッソ株式会社に対する貸し付け

に係る県債償還等特別会計でございます。 

 この特別会計は、チッソ支援に係る県債の

償還分が主でございまして、元金、利子がそ

れぞれ２段ずつになっております。 

 まず、89ページの上から２つ、２段でござ

いますが、水俣湾公害防止事業に係るヘドロ

県債、次の２つが、平成12年まで発行しまし

た患者補償に係る患者県債に係る分。 

 続いて、90ページをお願いいたします。 

 90ページの上２つが、平成７年の一時金県

債に係る約定償還分となっているところでご

ざいます。 

 90ページの３段目の特別貸付金につきまし

てが、チッソからの返済分の残り分を、８割

が国、２割が県で負担するという形にしてお

りますその２割分の特別貸付金でございま

す。 

 続きまして、90ページの４段目と91ページ

につきましてが、これまで特別貸付金で県債

発行しておりますその分の元金、利子の約定

償還分となります。 

 91ページの２段目でございますが、23年度

におきまして、新たに一時金の支援のための

出資金を予算を計上しておりますその分でご

ざいまして、一番下の３段目は、その利子及

び22年に貸し付けた特別貸付金の利子を計上

しているところでございます。 

 合計としまして、115億1,968万1,000円を

計上しております。 

 続きまして、申しわけございません、132

ページをお願いいたします。 

 先ほど部長の説明にもございました第３次

熊本県環境基本指針及び第４次熊本県環境基
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本計画の策定についてでございます。 

 説明につきましては、申しわけございませ

んが、133ページ以降の資料に基づいて説明

をさせていただきます。 

 まず、経緯でございますけれども、環境基

本条例に基づいて作成しております環境基本

指針、基本計画の対象期間が、いずれも今年

度末まででございますので、来年度以降を対

象とする新たな指針、計画を作成する必要が

ございますため、これまで検討を進めてまい

りました。このたび、県環境審議会から、妥

当なものであるとの答申をいただいたことか

ら、今回県議会に提案をさせていただいたと

ころでございます。 

 環境基本計画、指針の策定に当たりまして

は、２のところに記載しておりますように、

環境審議会等の御意見をいただき、また、県

内11カ所での地域懇談会の開催を行いまし

て、専門的または地域の意見の反映、そうい

ったものに努めたところでございます。 

 これまでの取り組みにつきましては、ここ

に記載のとおりでございます。 

 次の134ページをお願いいたします。 

 今回、12月の県議会の当委員会で、指針、

計画案の概要を説明させていただきました

後、県政パブリックコメントを実施し、熊本

県環境審議会で御審議をいただいたところで

ございます。 

 ４の基本指針の概要でございます。 

 基本指針は、県が行う施策の方向を示すも

ので、対象期間は10年です。今回の見直しの

特徴は、環境立県くまもとの実現に向けた取

り組みの方向性をわかりやすく示すため、目

指すべき姿としまして、低炭素社会、循環型

社会、自然共生社会、安全で快適な生活環境

の４つを掲げますとともに、取り組みのあり

方としまして、県民総ぐるみで学び、参加す

る環境保全行動と、環境配慮に向けた制度と

ネットワークの２つを掲げているところでご

ざいます。 

 続きまして、５の基本計画の概要でござい

ます。 

 基本計画は、基本方針における施策の方向

に合わせ、分野ごとに取り組みの内容を示す

もので、対象期間は５年となります。 

 今回の見直しの特徴は、現行計画でも新た

に発生している問題など、幅広く連携して取

り組む必要があるものを特定課題と位置づけ

ておりますが、今回新たに、地球温暖化対策

の推進、生物多様性の保全、それと環境産業

の振興を加えたところでございます。 

 また、くまもとの夢４カ年戦略や関係法令

等との整合、国際的な取り組み、国の施策、

そういったものの変化などを受けまして、新

たな課題などを踏まえ、効果的な目標の設定

を行いました。具体的には、130項目の数値

目標を掲げ、環境管理システムにより、毎年

度、点検と評価を行い、結果を県のホームペ

ージで公表することとしているところでござ

います。 

 県議会で御了承いただきましたら速やかに

策定をし、周知に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上が環境政策課の概要でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 

○松島環境保全課長 環境保全課でございま

す。予算関係のほかに条例１議案がございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、予算関係でございますが、説明資料

92ページをお願いいたします。 

 公害対策費といたしまして9,191万円余を

計上しております。 

 右側の説明欄２の環境政策推進費でござい

ますが、主な事業といたしまして、石綿健康

被害救済給付事業を挙げてございます。本事

業は、石綿による健康被害の救済に関する法

律に基づきまして設置されております独立行

政法人環境再生保全機構が管理しております
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基金に対して、応分の負担、拠出を行うもの

でございます。 

 次に、公害規制費として１億2,815万円余

を計上しております。 

 説明欄１の公害防止指導費でございます

が、主な事業といたしまして、大気生活環境

対策事業を挙げてございます。本事業は、騒

音、振動、悪臭規制に関する県の事務及び市

町村の事務に対する技術支援を行うととも

に、阿蘇くまもと空港周辺の航空機騒音調査

を実施するものでございます。 

 説明欄２の公害監視調査費の主な事業、

(1)の大気汚染監視調査事業は、県内36測定

局及び移動測定車で大気汚染の常時監視等を

行うものです。(2)大気環境測定機器更新事

業は、大気汚染防止法に基づきます大気汚染

監視測定装置の整備に関する経費でございま

す。 

 次に、条例関係でございます。112ページ

をお願いいたします。 

 第84号議案熊本県環境影響評価条例の一部

を改正する条例の制定についてでございま

す。114ページの条例(案)の概要で御説明さ

せていただきます。114ページお願いいたし

ます。 

 条例改正の趣旨は、法の手続との調整規定

を設けるものです。 

 現在の規定では、環境影響評価法に基づき

ます、いわゆる環境アセスメントの手続を進

めていた事業が、規模縮小によりまして条例

対象の事業となった場合に、条例に基づく手

続を最初からやり直す、すなわち同じ手続を

２度行うことになります。しかしながら、法

と条例では、事業規模が異なるのみで同様の

手続が定められていることから、法に基づい

て行われました手続を条例に基づいて行われ

たものとみなし、手戻りを防ぐための関係規

定の整備、すなわち調整規定を設けるもので

ございます。例えば、環境アセスの手続は、

方法書、準備書、評価書という３つの段階が

ございますけれども、方法書が終わった段階

で規模縮小により条例対象の規模になった場

合、今の制度で、改めて方法書の段階からア

セスを行うことになります。そこで、今回の

改正で、手戻りをなくし、次の段階でありま

す準備書から手続を行うと、そういった調整

規定を設けるものです。 

 以上でございます。御審議よろしくお願い

いたします。 

 

○田代水環境課長 水環境課でございます。 

 93ページ、２段目でございます。 

 計画調査費２億8,700万円余を計上してお

ります。 

 主な事業につきましては、右側の説明欄１

の公営企業貸付金２億6,000万円余、これ

は、企業局の工業用水道事業会計、具体的に

は、有明工業用水道事業の資金不足に対しま

す一般会計からの貸付金でございます。 

 それから、２番、水資源開発調査費は、熊

本地域の管理計画の進行管理、あるいは白川

中流域の地下水涵養事業等の経費でございま

す。 

 それから、３番の地下水保全対策費でござ

いますが、新規事業でございまして、地下水

の未来のための保全活用事業1,500万円余で

ございます。これは、県民に向けました地下

水保全キャンペーン、あるいは熊本市等と共

同しましての硝酸性窒素負荷量の実態調査と

対策強化、それから平成24年度実動を目指し

ております熊本地域の新たな地下水保全組織

の開設準備、そのほか、県外に向けましての

水の国熊本のアピール経費でございます。 

 それから、次のページでございます。 

 地下水位監視事業、公害対策費700万円余

を計上しておりますけれども、地下水位監視

としまして、県内に33カ所の観測井戸での地

下水位の常時監視等を行います。 

 それから、２段目の公害規制費6,300万円

余では、１番目、水環境教育やみんなの川と
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海づくり運動の展開、それから、２番、河

川、海域といった公共用水域、あるいは地下

水の水質の監視を行いますとともに、(3)

番、有明海・八代海環境調査事業といたしま

しては、平成21年度からの継続事業といたし

まして、海域におきます環境基準未達成海域

の特に低い層の水質、あるいは海底底質に着

目いたしました要因調査、それから新たに５

県共同での広域一斉調査を環境省からの委託

事業として取り組みます。 

 それから、次に、95ページに移りまして、

環境整備費4,500万円余でございます。(2)

番、水道広域化施設整備利子補給事業では、

平成16年２月から、宇土、宇城、上天草、天

草の４市に対しまして、八代工業用水を上水

転用いたしまして給水しております。この企

業債償還利子に助成しているものでございま

す。 

 最後に、工業用水道事業会計繰出金２億1,

500万円余でございますけれども、これは、

有明工業用水道事業会計の企業債元利償還金

等への一般会計からの繰出金でございます。

 水環境課は以上です。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○溝口幸治委員長 ここで環境政策課、環境

保全課、水環境課について質疑を受けたいと

思います。 

 質疑ありませんか。 

 

○松田三郎委員 資料86ページ、新規の(5)

ですね。エコくまポイント制度は、ちょっと

説明をいただきまして、377万ほどですか。

実際は、この協賛いただく店舗の方々が何か

特典なり恩典なりというのを利用者の方にサ

ービスされるわけでしょう。今度の予算がど

ういう分野に使われるのか、そして大体どれ

ぐらいの県内の店舗の方が協力していただけ

るのか、ざっくりした形でもいいです。と

か、いろいろやりとりが事前にあったと思い

ますので、どういった中身の特典が期待され

るとかというの、簡単で結構でございますの

で、説明していただければ。 

 

○家入環境政策監 エコくまポイントは、家

庭におけるＣＯ2削減の取り組みの実践につ

なげようということで、熊本県の場合、アン

ケート等をとりますと、非常に意識は高いん

ですが、なかなか実践とか継続につながって

いないというふうなことで、新たな仕組みと

して考えているものでございます。 

 今委員からお話がありましたように、環境

保全行動した方にポイントを付与して、それ

を企業等でのサービスにかえるということ

で、まず、ポイントの付与の対象としまし

て、ボランティア活動への参加ですとか、エ

コバッグの利用とか。 

 その店舗のポイントに応じて与えられるサ

ービスとしましては、実際いろんな商店街と

かチェーン店とかでもう既にポイント制導入

しているところがありますが、そのポイント

に追加のポイントをするとか、あるいは、お

店であれば、例えば自社で提供しております

商品の現物をポイントに応じて提供するとか

いった形を考えております。 

 今、これは、22年度、ＮＰＯと県で共同で

内容を検討してまいったところですが、今の

ところ協賛店は150店舗ほどを目指そうとい

うことで進めております。 

 この予算の中身なんですが、23年度予算に

つきましては、これは委託費となっておりま

す。事業を実際する事業の実施主体に対して

県の方で委託を行いまして、協賛店の募集で

あるとか、ポイントを付与する活動の提案の

受け付けですとか、そういったことに使おう

と思っております。 

 

○松田三郎委員 全国版エコポイントという

か、国の。それを熊本県版でも引き続きやろ

うという試みでしょうから、それはそれでも
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ちろんいいんですが、たしか国の場合は、ポ

イントにいろいろ商品に還元できたりとか―

―この熊本の場合は、実際ポイントを、ボラ

ンティア等々で各店舗協賛の店舗がふえて、

何か商品にかえるとか何かするのは全部丸々

その店舗の手出しになるわけでしょう。どう

なんですか、そんなに協力的なところが多い

のかなという感じはします。150とかおっし

ゃっていましたけれども、将来的にはもっと

ふえていくのを歓迎するわけでしょうから、

例えば自分のところの商品を、例えば事実上

割引とか、そこまでして協力していただける

のかなと、そうだったらありがたいなと思い

ますけれども、どうなんでしょうか。 

 

○家入環境政策監 これは、22年度、ＮＰＯ

と県の方で検討したときにも、事業者の方々

にも、あるいは商店街とかにも意見聴取等行

っておりまして、その中では、自分たちがで

きる範囲で、そういった負担というのは出て

くるかもしれませんが、新たな顧客の開拓で

すとか、そういった環境活動への協力とかい

った部分でのＰＲにつながるというふうなこ

とで、協力してもいいという事業者は何社か

おられるということです。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 87ページの９番の幼児環境

教育推進事業、確かに環境問題、幼児にいろ

んな出前講座等をやりながら推進していかれ

るのはいいかと思うんですけれども、この環

境教育教材の作成というふうになっているん

ですけれども、もうちょっとイメージがわか

ないので、詳しく説明してもらえれば。 

 

○家入環境政策監 この幼児教育推進事業の

内容につきましても、ほとんどがこれは委託

費として計上させていただいております。そ

の中で、緊急雇用創出というふうなことで、

ＮＰＯとか団体等に委託しまして、その中

で、人件費、それからパンフレット、それか

ら教材の作成費等を見ております。 

 就学前の子供さんたちに環境教育を早い時

期からするというふうなことで、それにふさ

わしい教材、あるいはパンフレットについて

作成して、それを活用しながら環境教育を進

めていこうかと思っております。 

 

○藤川隆夫委員 教材自体は、新たに作成す

るのか、既にあるものを利用するのか、その

付近までは突っ込んで話はしていないんでし

ょう、委託しただけで。 

 

○家入環境政策監 パンフレット、教材等に

ついても、既にＮＰＯ、団体等でつくってお

られる既存のものもございますので、そのあ

たりも参考としながら、また、どういった形

で、全く新たにするのか、そういったものを

改定というふうな形でするのかというのは、

また事業の中で検討してまいりたいと思って

おります。 

 

○溝口幸治委員長 470万ぐらいのこの内

訳、人件費が何割ぐらいで、その教材費に回

るのが何割ぐらいか、そういうのがわかれ

ば。 

 

○家入環境政策監 人件費は、２人分という

ことで大体250万程度、それから、パンフレ

ットの作成費が17万、それから教材制作費が

100万程度見込んでおります。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 私は、要望しておりまし

た有明海、八代海の環境調査がちょっともう

一段進んだので喜んでいるんですが、85ペー

ジの新規事業で、再生関連データ編成事業と

いうことですけれども、大学等という説明も
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ございましたけれども、大学で調査していた

だいたのは、例えばなぎさ線のやつとかさま

ざまありましたけれども、どういったデータ

をデータベース化されるのか、そのことをち

ょっとお聞かせください。 

 

○溝口幸治委員長 きのうもそうですけれど

も、基金事業のやつ、予算の割合とかそうい

うのがわからないので全体の事業が見えぬと

ですよ。だけん、質問があったときには、そ

のあたりも含めてちゃんと答えてもらわぬ

と、またどんどん二の矢、三の矢飛んできま

すので、きちっと答えてください。 

 

○家入環境政策監 これは、有明海、八代海

再生関連データ420万計上させていただいて

おりますけれども、この内訳としましては、

人件費が264万円、それから旅費、需用費と

いうことで、事業の内容としましては、先ほ

どお話がありましたように、熊大の沿岸研究

センターですとか、県立大学の先生等も研究

とか研究データ集められとったり、報告書出

されております。それから、県の方でも検討

委員会等の報告書とかつくっておりますの

で、一度そのデータを一堂に集めましてデー

タベース化し、有明海、八代海の実態の把握

ですとか、今後の施策につなげたいというふ

うに考えております。 

 

○山口ゆたか委員 まあ、かなり――例えば

なぎさ線の調査等は、全体、今まで調査され

た中では特殊な分野だったと思うんですよ

ね。これをどう生かすかということでデータ

ベース化するということですけれども、でき

得れば、より公表していただいて、実際調査

してますと言っていましたけれども、結果が

ほとんど報告されてなかったので、そのあた

りは随時出していただくようによろしくお願

いします。 

 

○家入環境政策監 済みません、補足で。こ

れも、データについてもいろんなデータがあ

るんですが、それがばらばらでなかなか一括

されて利用されてないというふうな実態もあ

りましたもんですから、一たんそれを集めま

して活用方法を探ろうということでございま

す。御意見は十分参考としたいと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○堤泰宏委員 92ページ、公害監視調査費、

主な事業、(1)、(2)ありますですけど、これ

は何を調査しなっとだろうか。 

 

○松島環境保全課長 まず、主に、(1)の方

が調査事業になりまして、(2)の方は機器整

備でございます。 

 まず、機器整備の方は、先ほどお話し申し

上げましたとおりに、自動測定装置等の整備

を行うもので、これは、新しく大気の環境基

準ができましたＰＭ2.5という微細な粒子、

そういったものを自動的にはかります機器を

設置する工事で、８基整備いたします。これ

が4,900万でございますけれども、汚染監視

調査費といいますのは、ここに書いてござい

ます通常の大気の自動監視測定装置、県内に

36カ所ございますけれども、そういった測定

装置の維持管理経費が主なものでございま

す。 

 そのほかに、越境汚染となります酸性雨、

そういったもの、そしてダイオキシン調査、

それから有害大気汚染物質と申しますか、越

境汚染、大陸からの影響がございますそうい

った有害な微細な化学物質等の調査をするも

のの全体の合計でございます。 

 主には、大気汚染の常時監視が全体の９割

を占めてございます。 

 

○堤泰宏委員 大陸からの何か汚染物質の調

査というと、何ば調べると。 
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○松島環境保全課長 それは……。 

 

○堤泰宏委員 わからぬならよかです、後か

らでも。 

 

○松島環境保全課長 化学物質ですから、い

ろんなトリエンとか、そういったテトラクロ

ロエチレンとか、そういった有機的な化学物

質のほかに、水銀とか、そういった重金属等

も含めて調査するものです。全体で19物質ご

ざいます。 

 

○堤泰宏委員 大陸からの調査対象が19品

目、大陸からんとだけ教えてください。 

 

○松島環境保全課長 これがすべて大陸とい

うわけではございません。あくまでも国内で

使われているいろんな汚染物質がございま

す、化学物質ございます。そういった中で、

この19物質だけが現在化学的に分析の方法が

確立されているもんですから、そういったも

のの通常の熊本県内の大気の状況をこの化学

物質に限定してやっている。その中で、越境

汚染と見られるものも含まれているといった

ところでございます。決して大陸だけをにら

んだものではございません。 

 

○堤泰宏委員 日本の国内のも大陸のもまざ

って――データを出せば、これは中国から来

よるとかわかるはずですもんな、重慶から来

よるとか。そういう疑いをみんな国民が持っ

ちょるわけですよ。すと、九州・熊本は、特

にあっち近いからですね。私はそれをちょっ

とお聞きしたい。まだわからぬならわからぬ

でいいですよ。データを出せばわかるはずで

すよ、これは。 

 

○溝口幸治委員長 それは後で、そういう分

析があるでしょうから、可能性があるという

のも含めて後日届けてください。 

 

○松島環境保全課長 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 アスベストの件なんですけ

れども、県内はもうすべて調査が終わってい

ると思うんですけれども、まだ残っているよ

うなものがあるのかどうか。これは健康被害

に関しての応分の負担というふうな話なんで

すけれども、その被害者の人数に応じて応分

に負担しているのか、その付近ちょっと教え

てもらえれば。 

 

○松島環境保全課長 負担については、各県

の中皮腫とか、そういった人数の割り当てで

決まっとります。県内では、現在と申します

か、ことしの１月現在で69名の認定がなされ

てございます。特に、去年の７月に、新たに

２つの症状が追加されました。あれは石綿肺

と申しますか、そういったものにつきまして

は、今年度、追加後に２者の認定申請があっ

てございます。そこの結果については発表し

ておりませんけれども、今のところそのよう

な状態でございます。 

 

○藤川隆夫委員 もう一点の全体、建物を全

部監視されているから、どの程度除去されて

いるかというのを。 

 

○松島環境保全課長 県有施設でございます

が、県有施設につきましては……。 

 

○藤川隆夫委員 県有以外も全体的にわかれ

ば教えてください。 

 

○松島環境保全課長 まず、県有につきまし

ては、全体調査を1,341してございまして、

結果的には、使用がございましたのが40カ所
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と、それで、除去されましたのが29カ所、そ

して囲い込みとか、そういった措置を行った

のが６カ所、それから通常使っても余り影響

ないというふうなことの継続使用が５カ所ご

ざいます。これは県内施設でございます。 

 それから、市町村の使用施設につきまして

は、現在の22年度分については４月に取りま

とめる予定でございますけれども、去年の状

態では、21年度後半で締めてございますが、

全体としては3,327施設ございまして、その

うちに含有施設が67ありましたということで

ございます。そして、50カ所が措置済み、そ

して、あと、使用禁止とか、暴露なしとか、

そういったものの観察するものが17カ所とい

うことです。そして、3,155施設が含有なし

という確認でございます。それから、105施

設につきましては、22年度以降の調査という

ことで聞いてございます。 

 あとにつきましては、私立学校等につきま

しては、現在……。 

 

○藤川隆夫委員 本当言うと、民間も含めて

全体でどの程度かだけ大まかな数字でいいで

すよ。何％ぐらいもう既に終わっているで

も、そういう形でも構いませんので、恐らく

すべてほとんど公的なところ含めて調べられ

ていると思いますので。 

 

○松島環境保全課長 大体そういったこと

で、全体と民有施設については、去年の９月

の状態でしょうけれども、3,245の建築物に

対しまして、まだ未対応というのが124ほど

ございます。 

 後で、また整理してからお持ちします。 

 

○藤川隆夫委員 どちらにしろ、まだきちっ

と対応されていないところに関しては、対応

してもらうように指導していただければとい

うふうに思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。岩中先生、何

か。 

 

○岩中伸司委員 いいです。 

 

○溝口幸治委員長 なければ、先に進みま

す。 

 自然保護課、岡部課長。 

 

○岡部自然保護課長 自然保護課です。 

 自然保護課は、予算関係と条例関係、２点

について御説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、96ページをお願いいたします。 

 まず、鳥獣保護費であります。これは、野

生鳥獣の保護や狩猟の行政指導等に要する経

費であります。 

 主なものを御説明いたします。 

 説明欄２の鳥獣保護事務費は、野生鳥獣保

護の推進や狩猟における違法捕獲等の指導、

取り締まり、鳥インフルエンザの確認等に要

する経費800万円余であります。 

 説明欄３の鳥獣保護対策事業費のうち、

(1)の鳥獣保護対策事業費は、鳥獣保護区等

の整備や、イノシシ、猿、クリハラリスなど

の有害鳥獣による農林業被害等を防止するた

めに実施する捕獲や捕獲隊の補助経費1,290

万円余であります。(2)の特定鳥獣適正管理

事業は、農林業に多大な被害を及ぼしており

ますシカについて、その生息数を適正な密度

に誘導するため、市町村が取り組まれる有害

捕獲などに対する補助4,000万円余でありま

す。 

 続きまして、97ページをお願いします。 

 説明欄５の鳥獣保護センター費は、傷病鳥

獣の救護等を行っております御船町にありま

す鳥獣保護センターの管理運営経費1,350万

円余であります。 

 下段の自然保護費です。これは、自然保護

の総合的推進や希少野生動植物の保護、保全
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等に利用する経費であります。 

 その主なものを説明いたします。 

 説明欄２の自然公園保護事業は、自然公園

内の開発等にかかわる許認可に要する経費

や、国立公園の清掃活動に取り組む団体への

補助等240万円余であります。 

 ３の自然環境保全対策事業費のうち、(1)

の自然保護普及啓発事業は、県民の方を対象

とした自然環境学習講座の実施などに要する

経費41万円であります。(3)の希少野生動植

物保護対策事業は、希少野生動植物保護検討

委員会の運営、活動や保護区における整備の

ための経費560万円余であります。 

 続きまして、98ページをお願いします。 

 (4)は、緊急雇用対策で実施予定の新規事

業であります。満願寺・井手湿地集中保護管

理事業業務委託です。県が希少野生動植物の

保護区のために指定しております南小国町の

満願寺保護区、阿蘇市にあります井手湿地保

護区において、オグラセンノウやサクラソウ

の保全のための除草、あるいはヨシの根切り

などを行う管理の経費920万円余でありま

す。(5)の生物多様性普及促進事業は、同じ

く新規事業でありますけれども、生物多様性

保全のためのパンフレット作成、あるいは保

護活動をされます団体等への助成経費150万

円でございます。 

 次に、下段の観光費であります。これは、

自然公園内の公園施設の整備や維持管理など

に要する経費であります。 

 その主な経費として、説明欄２の観光施設

整備事業費のうち、(1)自然公園利用事業

は、自然公園内のビジターセンター、あるい

はトイレ等の施設や九州自然歩道の維持管理

を市町村などに委託する経費4,740万円余で

あります。(2)は、新規事業として、緊急雇

用でありますけれども、九州自然歩道施設維

持管理事業ということで、県内の九州自然歩

道内に設置してあります指導標、案内板、ベ

ンチ等のうち、132基、さらに吸い殻入れの

撤去等であります。ベンチ等につきまして

は、塗りかえや簡易な補修、撤去などを計画

しております。その経費510万円余でありま

す。 

 以上、自然保護課の合計予算は２億6,670

万円余をお願いしております。 

 続きまして、115ページをお願いいたしま

す。 

 第85号議案熊本県自然公園条例及び熊本県

自然環境保全条例の一部を改正する条例の制

定についてです。 

 説明につきましては、130ページをお願い

したいと思います。条例の概要についてを記

載しておりますので、これに基づいて御説明

させていただきたいというふうに思います。

 本条例の改正につきましては、昨年12月議

会におきまして概略御報告しておりました内

容と大きく変わった点はございません。 

 改正の趣旨につきましては、昨年開催され

ましたＣＯＰ10に象徴されますように、生物

多様性の保全に対する社会的要請の高まりな

どを受け、自然公園法及び自然環境保全法の

一部を改正する法律が昨年４月より施行され

ましたのを踏まえ、熊本県自然公園及び熊本

県自然環境保全地域における環境保全対策の

強化を図るため、法律と同様の規定を整備す

るものであります。 

 内容ですが、自然公園条例については、１

点目が(1)のア、条例の目的に、生物多様性

の確保に努めるということを追加、２点目が

イ、公園事業の適正な執行を確保するため、

申請関係、あるいは改善命令、事業の休廃止

などについての措置を定めること、３点目が

ウ、指定された区域内で木竹の損傷及び本来

そこに生息していない動植物の放出等を知事

の許可を要する行為に追加する、４点目が

エ、希少植生が減少するおそれの地域などを

知事が指定し、その地域での生態系維持回復

事業の計画を作成、他の地方公共団体、ＮＰ

Ｏなどの団体は、知事の確認または認可を受
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けていれば、許可なしで県と同様に事業を実

施することができる旨を定めること、５点目

がオ、公園事業執行に関して罰則を追加、整

備すること、そしてその他所要の改正を行う

という内容であります。 

 次に、熊本県自然環境保全条例につきまし

ては、(2)にまとめておりますが、ただいま

御説明いたしました自然公園条例の(1)の

ア、ウ、エと同様の内容と罰則の最高額を県

立自然公園条例と同額に引き上げるほか、所

要の改定を行う内容であります。 

 施行期日につきましては、本年の７月１日

を予定しております。 

 以上が改正の概要であります。 

 自然保護課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 資料の99ページをお願いいたします。 

 環境整備費につきまして３億4,685万円を

計上しております。 

 説明欄のうち、主な事業を御説明いたしま

す。 

 １の一般廃棄物等対策費のうち、(3)の海

岸漂着物対策推進協議会運営及び地域計画策

定事業は、いわゆる海岸漂着物処理推進法に

基づき、行政、ＮＰＯ等で組織します協議会

の運営及び来年度策定する地域計画の経費で

ございます。 

 次のページをお願いします。 

 (4)の海岸漂着物等回収・処理事業は、海

岸管理者が行います海岸漂着物等の回収処理

の県市分の経費及び市町村への補助に要する

経費でございます。いずれも地域グリーンニ

ューディール基金を活用して実施する事業で

ございます。 

 ２の産業廃棄物対策費のうち、(1)及び(2)

は、産業廃棄物の適正処理への検査、指導並

びに不法投棄防止の監視員等の経費でござい

ます。(3)の公共関与推進事業は、南関町に

おける公共関与管理型最終処分場の建設に係

る住民説明会の開催等に要する経費でござい

ます。 

 ３の産業廃棄物等特別対策事業費につきま

しては、産業廃棄物税を活用して事業を実施

するものです。(1)の管理型最終処分場立地

交付金事業は、新設または増設された管理型

最終処分場が所在する市町村に対する立地交

付金の交付に要する経費です。 

 次のページをお願いします。 

 (2)の最終処分場周辺環境整備等補助事業

は、産業廃棄物最終処分場周辺の環境整備等

を行います市町村に対する補助を行うもので

ございます。(3)の産業廃棄物リサイクル等

推進事業は、排出抑制、リサイクル等に関す

る研究・技術開発への、(4)の産業廃棄物リ

サイクル施設整備等促進事業は、先導的なリ

サイクル施設の整備等への補助に要する経費

でございます。その他、廃棄物コーディネー

ター事業は、リサイクルに対する助言を行い

ますコーディネーターへの経費、それから不

法投棄撲滅県民協働推進事業につきまして

は、不法投棄未然防止の促進強化のために、

県民との連携を図るための経費でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 (7)の産業廃棄物事業者研修事業は、産業

廃棄物処理業者や、それから排出事業者に対

する研修会に要する経費でございます。(8)

の産業廃棄物施設モデル的整備立地交付金積

立金は新規事業でございます。国の産業廃棄

物処理施設モデル的整備事業に該当する廃棄

物処理施設の整備を推進するため、当該処理

施設が立地する関係市町村へ交付する交付金

に備え、基金に積み立てる経費です。 

 以上、総額５億4,863万3,000円を計上して

おります。 

 廃棄物対策課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○木村環境生活審議員 水俣病保健課でござ

います。 

 資料の103ページをお願いいたします。 

 公害保健費の主な事業につきまして、右側

の説明欄に沿って御説明いたします。 

 まず、１の公害被害者救済対策費の(1)水

俣病関連情報発信事業でございますが、これ

は、ＮＰＯ法人等から企画提案を受け、審査

して、水俣病の教訓を伝えたり、環境教育プ

ログラム作成を補助する事業費でございま

す。(2)の環境・福祉モデル地域づくり推進

事業でございますが、これは、毎年５月１日

に水俣市が開催されている慰霊式やもやい音

楽祭、それから芦北町女島にもやい直しを推

進するための施設整備に関する経費などでご

ざいます。 

 ２の水俣病患者保健福祉事業費でございま

すが、これは、水俣病認定患者の方々の御自

宅を保健師等が訪問して、体調把握、生活相

談に応じるための経費でございます。 

 ３の水俣病総合対策事業費のうち、(1)水

俣病総合対策費等扶助費は、水俣病被害者手

帳を所持する方に対する医療費の支給等に要

する経費でございます。 

 次に、104ページをお願いいたします。 

 (2)の水俣病総合対策事業は、先ほど御説

明しました(1)の医療費のレセプト点検や支

払いのためのデータ処理に係る経費でござい

ます。(3)の胎児性・小児性患者等の地域生

活支援事業でございますが、これは、胎児性

患者の方々が地域で安心して暮らしていただ

けるように、在宅での生活支援や施設整備を

行う法人への支援等に要する経費でございま

す。(4)の胎児性水俣病患者等なじみホーム

ヘルパー等養成事業でございますが、これは

新規の事業で、胎児性患者の方々は、御家族

を中心の介護を受けてこられ、ほかの人をな

かなか受け入れない状況がありますので、胎

児性患者の方々となじみの関係を持ったヘル

パー養成の支援等に要する経費でございま

す。(5)の胎児性水俣病患者等ケアマネジメ

ント・相談支援事業でございますが、これも

新規の事業で、胎児性患者の方々のケアプラ

ンの作成や相談の充実のために要する経費で

ございます。 

 以上、水俣病保健課で合計110億3,300万円

余を計上しております。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○寺島水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 資料の105ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害保健費でございますが、右側

説明欄に沿って御説明いたします。 

 １公害被害者救済対策費に１億494万6,000

円を計上しております。 

 主な事業は、水俣病認定審査会の運営経費

や認定申請者に対する検診などに要する経費

でございます。 

 次に、２水俣病総合対策事業費に２億2,34

7万9,000円を計上しております。これは、認

定申請後、県処分が出るまでに原則１年を経

過した方の医療費などの支給に要する経費で

ございます。 

 以上、水俣病審査課の合計は４億9,900万

円余を計上しております。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 ここで自然保護課、廃棄

物対策課、水俣病保健課、水俣病審査課の説

明について質疑を受けたいと思います。 

 質疑ございませんか。 

 

○鬼海洋一委員 自然保護課にお尋ねをいた

します。 

 クリハラリスについては、現段階では宇城

の独自の課題ですから取り組みに非常に感謝

をしております。特に、この１年間は相当の

成果も上がったようでして、新たにまた追加
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予算をつくっていただいているということに

ついて非常に感謝をするんですが、現段階、

あるいはこれからもこの繁殖の可能性につい

てどういうぐあいに思っておられるか、新予

算と絡めてお願いしたいと思います。 

 もう一つは、クリハラリスが問題になって

おりますけれども、特に今年度はヒヨドリの

大繁殖の年だったようで、ミカンなんか物す

ごい被害を受けているんですね。こういうも

のに対する取り組みというか、把握、どうい

うぐあいにされているかというこの２点、少

しお尋ねしておきたいと思います。 

 

○岡部自然保護課長 まず、クリハラリスに

ついてでありますけれども、クリハラリスに

つきましては、本年、委員御指摘のとおり、

宇城市、宇土市の方で有害鳥獣駆除と外来生

物法に基づきます確認ということをとられま

して、捕獲を進めておられます。その関係で

２月……。 

 

○鬼海洋一委員 アバウトで。 

 

○岡部自然保護課長 ２月末時点で2,700頭

余りが捕獲をされております。そのうち、宇

城市が2,500頭というところでございまし

て、ほとんどが宇城の方で捕獲がなされてい

るというような状況でございます。 

 それと、今後の予想ということも御質問が

あったと思いますけれども、専門家の方の御

意見等伺いまして、今の宇土半島のクリハラ

リスにつきまして、繁殖が確認された時点等

を考慮いたしますと、年間2,200頭前後を捕

獲していくと、５年の期間で、絶滅といいま

すか、捕獲が進んでいくとゼロに近くなると

いうようなことの御意見を伺っておりますの

で、来年度予算につきましては、一応2,200

頭分の予算を計上させていただいているとこ

ろでございます。 

 

○鬼海洋一委員 ほかにもまだ宇土半島から

外の方に移動しているというような状況はな

いんでしょうか。 

 

○岡部自然保護課長 現在のところ宇土半島

を出ているという情報等は得ておりません。

 もう一点、ヒヨドリについてですけれど

も、先般、ヒヨドリにつきましても、新聞報

道で、芦北等でのデコポンとかいろんなとこ

ろで被害が出ているというようなことであり

まして、県の野鳥の会等に状況等をお伺いし

ております。その中では、新聞にありました

報道とはちょっと若干違うコメントがありま

して、そう極端にふえているという状況は会

員の方からは得ていないというふうなお話を

聞いております。 

 なお、ヒヨドリにつきましては、捕獲が、

平成19年度が５万4,000羽、平成20年度が１

万3,500羽、平成21年度が5,500というふうな

ことで、有害鳥獣関係で、それくらいのヒヨ

ドリについて、捕獲をされている状況でござ

います。 

 

○鬼海洋一委員 自然観察家の方々はそうい

う意向のようですけれども、私たちなんか現

地におって、とにかくひどか。食い荒らされ

てしまって、もう本当に泣くに泣けないとい

う状況。しかもそれは、ミカンだけではなく

て、野菜類についても、ほとんどブロッコリ

ーなんかも食い荒らしてしまうという状況に

あります。ことし、冬の寒が強かったという

こともあったんではないかというふうに思い

ますが、特にひどい状況にありますので、も

し何か対策とっていただくということがあれ

ば、今後連携をとりながらお願いしておきた

いと思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 質問の前に、今、鬼海委員
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がおっしゃったように、実はうちあたりの果

樹でかなりヒヨドリの被害がある。今ふえて

いないという話で、数自体わかりませんけれ

ども、シカとかシシと比べてなかなか、例え

ばネット張ればいいじゃないかという県の方

の指導があっても、かなりの面積だとお金が

かかる。うちの場合、果樹が、場合によって

は金額的に１割、２割ぐらいはやられてしま

うと言うて非常に困っていらっしゃるのは球

磨郡の方でも一緒でございますので、鬼海先

生おっしゃったように、なかなかちょっと防

ぎにくい。例えば駆除隊を編成しててもすぐ

どっかに行ってしまうわけでしょうから、そ

ういった点が意外とまだ認識が薄い――新聞

に載ったことによって大分理解も深まったの

かもしれませんが、私はこれもお願いをした

いと思います。 

 それと、質問ですが、96ページの自然保護

課にお尋ねしますが、３のまず、説明いただ

きましたので、２については、これはいわゆ

る捕獲の市町村に対しての２分の１の補助―

―３の(2)です。のことだと思いますが、大

体来年度は、割り算すればわかるんでしょう

けれども、何頭分ぐらいを想定されているの

かが１点と、それと、その上の(1)の保護繁

殖は別といたしまして、及びの次に、農林業

被害防止対策というのは、どういったことを

実施なさっている、もしくは来年度以降新た

になさるのか、この２点。 

 

○岡部自然保護課長 まず、最初の御質問の

鳥獣保護の特定鳥獣適正化にシカの頭数です

けれども、23年度におきましては、本年度と

同数の１万頭の予算を計上させていただいて

おります。 

 それと２点目が、(1)の鳥獣保護対策事業

費のうち、被害防止対策はほかにどういうの

をやっているかというふうな御質問だったと

思いますけれども、猿対策について170頭分

の捕獲奨励金、それと、イノシシにつきまし

ては、猟銃での編成で１隊というふうな駆除

が一般的というふうなこともありまして、そ

れの編成の１隊につきまして10万円の２分の

１の補助をいたしておりますけれども、それ

の捕獲隊に対して25隊を計上しております。

それと、タイワンリスが、先ほど鬼海委員の

御質問に答えましたけれども、2,200頭分で

ございます。それともう一つが、熊本市内で

江津湖を鳥獣保護区に設定しておりまして、

あそこがヒドリガモ等のカモの飛来が非常に

多いところでございます。それの麦等の被害

の防止といいますか、そういうことで、嘉島

町についてですけれども、カモ被害というふ

うなことで、75ヘクタールの被害対策という

ことで30万ほどを町の方に補助しているとい

うふうな状況が鳥獣保護の内容でございま

す。 

 

○松田三郎委員 (2)がシカで、それ以外が

(1)というふうな感じ、猿、シシ。 

 

○岡部自然保護課長 委員の発言のとおりで

ございます。 

 

○松田三郎委員 今年度同様、来年度も要望

していただいているというのは、非常に精力

的に取り組んでいただいているのは感謝を申

し上げたいと思います。 

 以前、課長にも、また駒崎部長にも球磨郡

の町村長さんたちが御要望なさった折に、重

々御承知のこととは思いますが、非常にシカ

の生息エリアが広域化している。恐らく今一

番使われている調査の手法が、何かふんを数

えたりとか、定点で定期的に――定点調査だ

と、どうしても広域化すると、その周りには

減ったように見えるけれども、全体ではふえ

たりとか、なかなか把握が難しいというとこ

ろがありますので、以前、例えば財政課あた

りが減っているんじゃないだろうかというよ

うな話もなさって、なかなか予算要望で御苦
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労なさったということもありますので、限ら

れた調査の経費では難しいかもしれません

が、広域化して、自分たちがわからないとこ

ろでもふえているんじゃないかというのは重

々御承知と思いますので、そういった点もま

た認識をしていただいて、どれだけやって

も、１万頭でどうなのかという議論もあるで

しょうから、できるだけ多くといいますか、

それについてはちょっとお尋ねですけれど

も、地元の新聞で、五木村が、県の補助を受

けて、センサーで、例えば行き来するであろ

うところに何台か設置をして、近づくと何か

音を出すとか、犬の声とかを出して、まずは

追っ払うと。その回数とか時間を役場のパソ

コンと連動させて、何日の何時ごろに何頭ぐ

らい出没した、このエリアに、というのがあ

るというのが最近載っていましたけれども、

球磨の振興局からの補助を受けて五木村がな

さっておられるというのはもちろん御存じ。

その効果といいますか、だったら、１台幾ら

ぐらいかというのは、まあ、100万としか書

いてない、何台分かわかりませんけれども、

そういうのが効果があるならば併用していた

だくと、殺さなくても済むのかなという面も

ありますので、その器具についての説明をち

ょっとお聞かせいただければ。 

 

○駒崎環境生活部長 総論的なところだけま

ず私がお答えいたします。 

 松田委員からお話がありましたように、球

磨郡の町村長さんたちから深刻な状況を訴え

ていただいております。 

 昨年の補正予算で経済対策の予算を使いま

して、従来定点調査していなかった部分も、

いわゆる里山とか、いわゆる中山間地域を調

査させてもらいましたので、新しいデータが

手に入りました。それで、委員から御指摘が

ありましたように、財政当局に対しても新し

いデータをもとに議論を進めることができま

したので、ことしの予算につながっていると

思います。全体を見ると、やはり減っていな

いということが明らかになりましたので、今

後、対策を緩めることなく、予算も確保しな

がら取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 いろいろな対策ございますけれども、今、

この後の細かい点は課長からお答えさせます

が、そういう監視装置を使って脅かして樹園

地とか農地に近づけない対策もあるんですけ

れども、一方で、シカが異常にふえているの

は確かですので、これは自然の形態も乱しま

すので、やはりある程度は捕獲して殺傷もし

ていきたいというふうに考えております。 

 これは、シカにとっては、我が部とシカと

の関係では自然保護ではないように見えます

けれども、自然形態全体から見ると、貴重な

植物生態とかも破壊していっていますので、

ある程度の数に押さえ込む必要はやはりある

と考えていますので、今のパソコン等による

監視装置は別にして、ある程度の捕獲は続け

てまいりたいと考えております。 

 細かい点につきましては、課長の方から説

明させます。 

 

○岡部自然保護課長 ただいま部長の方から

も説明がありましたけれども、ことし、里山

地域について、ふん粒調査を県下で60ポイン

トさせていただきました。その結果、里地里

山の方に約１万頭余りの生息が推定されまし

たので、合わせますと３万3,000頭余りが県

内でもまだいるのではないかというふうに思

っております。まだ確定の数値ではございま

せんので、変わるかもしれませんけれども、

今の概算ではそういうふうな数字を得ており

ますので、今後とも、委員御指摘のとおり、

部長からも発言がありましたけれども、シカ

駆除の捕獲圧は高めていかなければならない

というふうに思っております。 

 ２点目の五木のセンサーについてですけれ

ども、猟友会の方とか地元の方に伺います
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と、犬の声等の効果は一応あるというふうに

お聞きしております。ただ、犬の声はちょっ

と若干違うのかもしれませんけれども、さき

の動物のなれというのもございまして、最

初、初期段階では効果があるように見えて

も、なれてくると、若干効果が薄れるという

ふうなこともございますので、経年変化とい

いますか、時期を見ながらいろんな方法をと

らないといけないかなというふうに思ってお

ります。 

 それと、五木につきましては、全般にです

けれども、部長の本会議の答弁でもございま

したけれども、生息環境といいますか、野菜

とか、そういうものの後の処理といいます

か、それとか、ミカンの後の処理とか、そう

いう――ミカンといいますか、カキとか、そ

ういう処理というのも生息環境を広げる原因

になっていると思いますので、そういったこ

とでは総合的に住民の方の御協力のもとにや

らないと、これを一点だけやれば効果がある

というふうなことではないと思いますので、

総合的な対策が必要ではないかなというふう

には思っております。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 ちょっと最後に要望しておきますが、部長

の心構えが、自然保護課とはいえ、ほかの動

植物との関係できちっとした個体数の管理を

していかなければならない。私、ちょっと遠

慮めにお願いしとったんですけれども、そう

いう意気込みであるならば、今年度同様の１

万頭を予算要望していただいているのは、限

られた財政状況の中では大変ありがたいとい

うことを前提としつつも、ふえているんであ

れば、やっぱり本年度同様じゃあやっぱり追

いつかないわけでしょうから、これを増額と

は言いませんが、場合によっては、来年度途

中でまた補正なり、いろいろというのも頭の

隅に置いといていただきたいということを要

望して、終わります。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○山口ゆたか委員 重ねてですが、私の地域

でもヒヨドリの被害が出ておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 101ページの廃棄物対策課にちょっとお尋

ねします。 

 まず第１点が、先導的リサイクル施設とい

うのはどういうことかということと、あと１

点は、地元では、海岸漂着物に対する対策が

県を通じて打たれているんですけれども、99

ページの協議会の運営とその後の地域計画の

策定、この地域計画がどのようなものなの

か、ちょっとお聞かせください。 

 

○加久廃棄物対策課長 まず、産業廃棄物リ

サイクル施設等の促進事業の方でございま

す。こちらの方は、基本的に先進的なリサイ

クルを行えるような施設に対する整備でござ

います。500万の予算をつけておりまして、

２分の１以内の補助という形になっておりま

す。 

 それから、海岸漂着物の地域計画でござい

ますけれども、地域計画につきましては、現

在漂着物の調査を行っております。それで、

海岸域の中で、どこを、いわゆる清掃等につ

きまして重点的に行うべきかというもの、そ

れからその際のそれぞれの役割、県民、それ

から行政、その他の役割につきまして、23年

度で計画をつくって定めていくというもので

ございます。 

 

○山口ゆたか委員 先導的と表現するか、先

進的と表現するか、まあ、その点詳しくわか

れば教えていただければと思います。 

 もう一点、海岸漂着物についてですが、重

点地、今までの調査とか、漂着物の回収にお

いてもある程度地域を限定されてやっておら

れましたけれども、重点地という言葉も出ま
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したが、いろんな地域全体でそういった計画

を立てるのか、やっぱり重点地だけなのか、

そこだけちょっとお聞かせください。 

 

○加久廃棄物対策課長 まず、今年度、リサ

イクル施設の方の整備で補助対象になってい

るものにつきましては、一例といたしまして

は、これまで廃棄物として出していました家

畜のふん尿といいますか、下水の汚泥とか、

そういうものを使いまして、堆肥施設という

のが通常ございます、堆肥をつくるという施

設が。その際に、汚泥の固形分につきまして

はそのまま堆肥となりますけれども、残りま

した水分がございます。これにつきましても

液肥として利用できるというようなことで、

そういうものについて施設をつくって、それ

に補助したものでございます。 

 それから、重点地域の話でございますけれ

ども、現在のところ、重点地域につきまして

も協議会の方で話を進めております。県内の

海岸域のほぼ全域がその重点地域になるとい

う形になりますので、基本的にはどこで行わ

れても清掃に関してはきちんと処理できると

いう形になろうかと思っております。 

 

○山口ゆたか委員 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○堤泰宏委員 シカとイノシシと猿は、私の

地元でも大変深刻であります。この移動が、

高森は宮崎県、大分県ですね。波野、産山、

県境越えて来るわけですよね。それはそれに

して、数を減らすというのは、やはり殺さぬ

としようがないと思うですよね。殺した後の

ことを――今はあれは埋めとるんですかね。

よくわかりません。それはどがんでよか。 

 猟師の方が言うには、自分たちは食べるは

食べると。しかし、あん人たちはイノシシば

食いよらすて言うて陰口言う人もおると。そ

ういう社会通念を高めるために、イノシシ料

理とかシカ料理。イノシシは、これは豚カツ

じゃない、猪のカツで食えば豚カツよりうま

いですもんね。私は食ったことがある。です

から、イノシシも工夫して料理すれば大変お

いしいんですよね。特定のところでは特産品

で売っているところもありますので、これは

通常化せんといかぬような気がするですね。

屠殺するところのいろんな問題とか、それは

また別問題にして、食品化して、そして猟師

がそれを捕獲することによって、ある程度の

収入を得るようにすれば、私は、頭数を年間

に何頭までいいと言えば、かなり競争してと

るような気がするんですよね。スザンヌさん

とか、宣伝部長ですな。ああいう人が猪のカ

ツをぱっくんぱっくん食って。それはまた考

えるとええじゃないですかな。 

 殺して食わんといかぬです。猿は手が出ら

ぬですね。猿は、一部の人はこわがらぬ人が

いるんですよ、一部の人は。猿を殺しても自

分は全然こわくないと。そういう人に何か免

許を与えんといかぬですね。わなの免許、そ

の人たちは猿を平気で殺すですもんね。そう

いう人たちがそういうことをせぬと、猿は減

らぬと思うですね。 

 猿の被害――ちょっと長くいいですか。 

 

○溝口幸治委員長 いや、余り長うなか方が

……。 

 

○堤泰宏委員 阿蘇の農家に行くでしょう。

農家の人が留守のときには庭先に猿が何十頭

と来とるんですよ。ちょっとすき間がある

と、あけて家に入るですね。猿は、あれは草

とかだけじゃないです、あれは飯食うんです

よね。それぐらい今猿はもう人間の社会に近

づいていますから――もうちょっといいです

かね。 

 ある人が、猿わなの許可を得るための何か

試験があるんですな、年に１回か２回。それ
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は不合格しとるんですね。ちょっと脳梗塞を

何年か前に負うて、手がちょっと不自由で、

わなの仕掛けの実技ではねられたんじゃない

かと。試験に通してくれと私のところに来た

けど、はねられたじゃしようがないばいたと

断ったですけどね。 

 ですから、やっぱり許可をですよ、変な人

に与えるといかぬですけど、ちょっと広範囲

に与えて、猿怖くない人がおるんですよ。そ

ういう人にとらせんと猿は減らぬと思います

ね。シカとイノシシは調理方法、必ず減りま

すよ、これ。 

 以上です。答えは、これは要らぬでしょう

な。 

 

○溝口幸治委員長 貴重な御意見ありがとう

ございました。 

 ほかにございませんか。――なければ、

次、進みます。 

 食の安全・消費生活課、小原課長。 

 

○小原食の安全・消費生活課長 食の安全・

消費生活課でございます。 

 資料の106ページでございます。 

 消費者行政推進費といたしまして２億8,50

0万円余をお願いしてございます。 

 右側の説明欄お願いいたします。 

 まず、２の消費者行政推進費１億400万円

余でございますけれども、主な事業について

御説明させていただきます。 

 (1)地方消費者行政活性化事業といたしま

して8,440万円余を計上しております。これ

は、地方消費者行政活性化交付金を財源にい

たしまして造成いたしました消費者行政活性

化基金を活用して、県消費生活センター及び

市町村消費生活相談窓口の機能強化を目的と

して実施するものでございます。 

 具体的には、県消費生活センター分といた

しましては、悪質化、巧妙化した難易度の高

い相談に対応するための顧問弁護士費用や相

談員のレベルアップを図るための各種研修会

への参加費用等でございます。また、市町村

分といたしましては、相談窓口の強化に向け

た相談員の研修会参加等への支援や新規相談

員の養成等に要する経費でございます。 

 次の(2)多重債務者生活再生支援事業は、

同様に基金の事業でございますが、今年度６

月から実施している事業でございまして、今

回920万円余を計上してございます。この事

業は、多重債務者の生活再生に向け、面談に

よる家計診断や生活指導を行うとともに、債

務整理後に突発的に生じました生活資金の不

足に対する貸し付けを業務委託により実施す

るもので、多重債務者に対して総合的な支援

を行うものでございます。 

 次の(3)消費生活相談強化事業でございま

すけれども、これも基金を活用した事業でご

ざいますが、消費生活センターを開設いたし

ました市におけるリレーシンポジウムの開催

等に要する経費でございます。 

 次に、３の消費生活センター費でございま

すけれども、3,340万円余の計上を行ってお

ります。主な事業といたしましては、(1)消

費生活相談事業として3,140万円余を計上し

ております。これは、消費生活センターの相

談員による生活相談への助言等の対応や商品

サービスの危害検討に関する原因究明のテス

ト等の実施に要する経費でございます。 

 次のページ、107ページをお願いいたしま

す。 

 農業総務費でございますけれども、右側の

説明欄１の地域食品振興対策費といたしまし

て1,670万円余を計上してございます。主な

事業といたしましては、(1)ＪＡＳ品質表示

指導事業といたしまして262万円余を計上し

ております。これは、ＪＡＳ法に基づく品質

表示制度の普及啓発や巡回指導、不適正表示

に対する調査等に要する経費でございます。 

 次に、(2)食の安全安心確保対策事業251万

円余でございますが、これは、消費者に対す
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る普及啓発や関係団体等と連携したセミナー

開催等の取り組みに要する経費でございま

す。 

 次に、(3)食品検査体制整備事業1,163万円

余でございますが、これは、食品の残留農薬

等の検査を実施する際に使用する検査機器等

のリース料等の経費でございます。 

 最後に、中小企業振興費といたしまして28

0万円余をお願いしてございます。これは、

貸金業法に基づく貸金業者の登録及び指導監

督経費等でございます。 

 以上、合計で３億460万円余をお願いして

ございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○松山交通・くらし安全課長 交通・くらし

安全課でございます。 

 資料の108ページをお願いいたします。 

 交通安全対策促進費として1,170万円余を

計上しております。 

 説明欄でございます。 

 １の交通安全総合対策費でございますが、

(1)高齢者等による地域の安全・安心確保事

業は、高齢者が交通事故や犯罪の被害に遭わ

ないようにするため、元気で意欲のある高齢

者にボランティアとして、ひとり暮らし等の

高齢者世帯を訪問していただき、啓発活動等

を行うものでございます。本年度は、モデル

事業として取り組むこととしております。 

 (2)の県民参加型飲酒運転根絶等特別啓発

事業につきましては、飲酒運転の根絶と高齢

者の交通事故防止を図るため、一般公募する

メッセージをもとに、テレビスポット広報等

を実施するものでございます。 

 ２の交通安全思想普及費は、市町村の交通

安全担当職員や交通安全教育指導者等に対す

る研修等に要する経費でございます。 

 ３の交通事故被害者対策費は、交通事故相

談所において行います交通事故被害者救済援

護のための相談業務に要する経費でございま

す。 

 次に、109ページでございますが、諸費と

して380万円余を計上しております。 

 説明欄(1)の犯罪の起きにくい安全安心ま

ちづくり推進事業につきましては、地域防犯

リーダーの育成や自主防犯活動団体の情報、

意見交換会及び県民大会の開催など、県民の

防犯意識の啓発や自主防犯活動の促進を図る

ものでございます。 

 (2)の犯罪被害者等支援推進事業につきま

しては、犯罪被害者等支援に関します理解促

進を図るための広報啓発及び支援体制の整備

等を図るための経費でございます。 

 最後に、青少年育成費として440万円余を

お願いしております。 

 (1)の少年保護育成条例実施事業は、有害

環境の調査、浄化活動及び有害図書、玩具類

の指定のための審議会等の開催などに要する

経費でございます。 

 (2)の熊本県ジュニアドリーム事業につき

ましては、県内の小中学生を対象として、自

然体験、交流活動等を通して、夢と可能性を

見出すきっかけづくり及び少年の健全育成を

目的とする事業でございます。 

 以上、合計で当課9,940万円余をお願いし

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○吉田人権同和政策課長 人権同和政策課で

ございます。 

 資料110ページをお願いいたします。 

 諸費でございますが、人権啓発推進費１億

3,000万円余をお願いいたしております。 

 内訳の主なものを説明させていただきま

す。 

 (3)の人権啓発活動市町村委託事業ですけ

れども、これは、市町村が、法務省が措置し

ております委託事業に係る予算を活用して、

講演会や人権フェスティバルなどを実施する

もので、県を窓口にして予算措置を申請する
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ものです。23年度は、26の市町村から申請が

なされております。 

 (4)の広報・啓発事業でございますけれど

も、県民の皆様の人権についての意識の高揚

を図ることを目的にいたしまして実施してお

ります新聞や広報誌を使った広報、啓発のほ

か、テレビやラジオといったマスメディアを

使った啓発の取り組みに要する経費でござい

ます。これも、財源に法務省の委託事業予算

を活用して県費と合わせて計上をお願いいた

しております。 

 (5)の研修・人材育成事業でございますけ

れども、企業や団体の中で研修を担当される

研修担当者の方、児童生徒の保護者及び民

生・児童委員等を対象に実施します人権研修

に要する経費でございまして、職場や地域に

おきまして、人権擁護のために活躍していた

だく人材の育成を図るための取り組みでござ

います。 

 111ページをお願いいたします。 

 続きまして、２段目の社会福祉総務費１億

9,000万円余をお願いいたしております。 

 ２の(1)の地方改善事業でございますけれ

ども、これは市町村が設置いたします隣保館

の運営に対します補助金でございます。県内

には14の市町に19の隣保館がございますが、

国が２分の１、県が４分の１を国の補助基準

に基づきまして補助するものでございます。

 (2)の人権問題連携調整費でございますけ

れども、これは、人権擁護委員連合会を初め

とします団体との連携、支援及び全国の26都

府県、政令市で組織します全国人権同和行政

促進協議会の負担金等の経費でございます。 

 人権同和政策課は以上であります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で食の安全・消費生

活課、交通くらし安全課、人権同和政策課に

ついての質疑を受けたいと思います。 

 何かありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 くらし安全課の方にお願い

します。 

 高齢者等による地域の安全安心確保事業と

いうことで、高齢者の方が、高齢者の自宅を

訪ねて、防犯あるいは交通事故に関しての啓

発をしていくということなんですけれども、

この行かれる方は、民生委員だとか、よく行

かれている方たちはいらっしゃるんだけれど

も、どういう形でそういう方をピックアップ

して指名されて委託するのかをちょっと教え

ていただければと思います。 

 

○松山交通・くらし安全課長 今回の事業に

つきましては、もともと今までが公助という

形で行政の方で緊急雇用活用等で支援を要請

して行ったりしておりましたけれども、高齢

化の進展を見据えた場合には、やはり地域は

地域でやっていただくのが一番理想の形だと

いう前提に立っております。 

 そこで、今委員からお話がありました民生

委員の方もそうなんですけれども、今地域に

はいろんな形で交通、あるいは防犯ボランテ

ィアの皆さん方がいらっしゃいまして、今県

内では約５万人を超える方が防犯ボランティ

ア活動、特に見守り活動等に従事をしていた

だいております。そのほか、交通指導員さ

ん、あるいは防犯協会員さん、いろんな形で

そういう公的活動に携わっておられますの

で、そういう方々にお声をかけて、地域にお

ける交通安全、あるいは防犯の呼びかけをし

ていただくということで今のところ計画をし

ております。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。ただ、なか

なか今お年寄りも、行っても戸をあけてくれ

ないというパターンが物すごく多いかと思い

ますので、やっぱり地域にずっといらっしゃ

って、そして地域の方も信用されている方

を、やはりぜひピックアップしていただいて
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訪問してもらうような活動をしてもらえれば

と思います。 

 

○山口ゆたか委員 106ページ、食の安全・

消費生活課、小原課長にお尋ねします。 

 １つは、地方消費者行政の活性化事業とい

うことで、市町村の消費生活相談窓口の強化

に努めてこられたと思うんですが、県内市町

村において設置は進んだのか、まず第１点、

お聞きします。 

 そして、本年度から取り組んでおられま

す、これもまた小原課長も頑張られたんです

が、多重債務者の生活再生についてですけれ

ども、この事業、１年経過した中でよいよう

に働いているか、ちょっとその状況等々も含

めてお尋ねします。 

 

○小原食の安全・消費生活課長 最初の御質

問の消費生活センター等の設置状況でござい

ます。 

 消費生活センターは、実は昭和46年に県に

できましたのが最初でございまして、その

後、昭和56年に熊本市に設置されました。熊

本市消費者センターと申しますけれども、あ

と、この事業等が始まりました後でございま

すが、平成21年度に、八代、人吉、天草、そ

れぞれの市で設置いただいております。平成

22年度、今年度でございますけれども、山

鹿、合志、宇土、宇城、水俣ということで設

置をいただいております。あと、平成23年

度、来年のことでちょっと鬼が笑うかもしれ

ませんが、菊池と上天草ということで、特に

上天草は４月１日という予定になってござい

ます。 

 今、22年度までに14市のうち９つ、23年度

にはあと２つ追加いただきますので、14市の

うち11市ほどはできるということでございま

す。 

 あと３つでございますけれども、あえて言

えば、あと、荒尾、玉名、阿蘇におかれまし

ても、実はまだ消費生活センターという形に

はなっておりませんけれども、それぞれ相談

業務はやっていただいておりまして、特に阿

蘇市等は、前から随分熱心にやっていただい

ております。ほかの荒尾、玉名におきまして

も、相談員の養成事業別途やっておりますけ

れども、こちらについては御参加いただいて

おりまして、着々とそういう形での相談体制

は整備されているものと思っております。 

 あと、町村でございますが、町村のレベル

ではなかなか消費生活センターというわけに

まいりませんですけれども、消費生活相談窓

口という形では、ほとんど町村で実は担当職

員を配置していただいておりまして、消費生

活相談があったときに全く受け付けないとい

うふうな町村はございません。そういう意味

では随分進歩してきたなということでござい

ます。 

 次の(2)の多重債務者生活再生支援事業で

ございますけれども、これは去年の６月から

実施いたしておりますけれども、相談件数、

最新のものがちょっと書いてございますの

で、貸し付けだけで申し上げますと、65件の

3,800万ということで、最終的には貸し付け

だけが目的ではございませんけれども、そう

いうことで貸し付けも随分ふえております。

もともとの目的でございます相談件数は、現

在のところでございますが、電話件数が617

件、面談件数が337件ということでございま

して、予想以上に御利用いただいているとい

うぐあいに感じているところでございます。 

 一応概要以上でございます。 

 

○山口ゆたか委員 まず、第１点の地方消費

者行政の活性化の件ですけれども、やはり相

談によっては、例えば身近な人に相談してい

いこともあろうでしょうし、その身近さが一

定程度邪魔になることもあるので、いろんな

相談があるので、全体的に相談体制やセンタ

ーの機能を強化して、連携もとりながらまた

 - 109 -



第９回 熊本県議会厚生常任委員会会議記録（平成23年３月11日) 

進めていただきたいと思います。 

 本年度からつくったこの多重債務者の生活

再生ですけれども、相談等々見てもかなり多

くの件数が寄せられていて、県内の現状がわ

かってくるのかなというふうに思っておりま

すので、来年度もしっかりとサポートしなけ

ればいけない内容もあると思うんですね。委

託もしておりますけれども、やはり県として

も主体的に生活再生に向けた取り組みにサポ

ートしていただくよう要望しておきます。よ

ろしくお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに質疑ございません

か。――なければ、これで質疑を終了いたし

ます。 

 なお、議案の採決については、最後に一括

してお諮りをしたいと思います。 

 それでは次に、その他に入ります。 

 執行部からの申し出が７件あっておりま

す。簡潔に御説明をいただいた後に一括して

質疑を受けたいと思います。 

 まず、水環境課、田代課長から御報告をお

願いいたします。 

 

○田代水環境課長 別冊報告事項のページ、

23ページをお願いいたします。 

 平成22年度の水俣湾環境調査の結果につき

まして、最近の結果も含めまして整理をいた

したものでございます。 

 結果でございますけれども、この23ページ

の一番下の(3)番、調査結果でございます。

 ①番、10月、それから２月の水質調査、地

下水調査につきましても、水銀類は検出され

ておりません。それから、②番、魚類調査に

つきましても、これは９月委員会で報告済み

でございます。大きな変化は見られていない

ということでございます。 

 それから、次のページ、上の方はそのデー

タをまとめたものでございます。それから、

③番、10月に実施いたしました海底の底質に

つきましても、分析結果、平均で3.50という

ことで、暫定除去基準の25ppm以下でござい

ました。異常ございません。 

 それから、その下、④番でございます。12

月に動物プランクトンの水銀含有量の調査を

しております。表にございますけれども、0.

19ppmということで、例年より若干高い値が

見られましたけれども、その後、ちょっとこ

の表には間に合っておりませんけれども、確

認調査を２月にプランクトンの採取をやって

おります。その結果、きのうその結果が出て

おりますけれども、0.05ppmということで、

0.19ではなく、0.05ppmが出たということで

ございます。異常なしということを確認して

おります。有識者の評価によりますと、分析

上の変動の許容範囲内であるというふうな分

析でございました。23年度も本年度と同様の

調査を予定しております。 

 それから、続きまして、26ページ、地下水

保全に係る主な取り組み状況です。状況報告

でございます。 

 １番、熊本県地下水保全条例の見直しに向

けた取り組みを進めております。昭和53年以

来、地下水採取の規程、それから水質の条

例、それを、平成12年度に２つの条例を統合

した現在の地下水保全条例を制定しておりま

す。それから10年たちまして、現状を踏まえ

まして、(2)番、条例改正の検討状況でござ

います。昨年の８月から外部有識者から成り

ます検討委員会を設置しておりまして、来週

も第４回の検討会を開催しておりますけれど

も、こうした御意見をもとに素案をつくって

いきたいと思っております。 

 それから、今回の12月の本会議でも、地下

水に係りますさまざまな御意見、御質問、答

弁を踏まえまして、検討を進めていきたいと

思っております。環境審議会の審議、それか

ら各方面での御意見を踏まえまして、23年度

中の条例改正案の提案を考えております。 

 その下に書いておりますのは、検討会での
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主な意見でございます。 

 特に、３つ目の丸でございますけれども、

重点地域、熊本地域を想定しておりますけれ

ども、許可制を導入すると、それから、一定

規模以上の地下水採取に対しての許可制、そ

れと、この採取量に応じた涵養対策を義務づ

けること、それから全県下での特に大規模な

採取に係ります規制、許可制ができないか、

こういったことについても検討しておりま

す。 

 それから、一番下の方でございますけれど

も、硝酸性窒素汚染対策の推進を条例に位置

づける、あるいは、次のページにわたります

けれども、罰則の強化といったことを掲げて

いきたいというような意見が出ております。 

 それから、２番、熊本地域の地下水保全に

係る新たな推進組織の設立に向けた取り組み

でございます。 

 ２つ目の段落のところに書いておりますけ

れども、これまでの行政によります熊本地域

の地下水保全対策会議、それから熊本地下水

基金、これは雨水浸透施設等に補助を行う財

団でございます。それからもう一つ、熊本地

域地下水保全活用協議会、これは年間１万ト

ン以上の地下水採取者から成ります組織でご

ざいます。こういった組織を一つに統合し

て、平成24年度実動に向けて公益財団法人化

を今検討しているというところでございま

す。財源は、当面数千万円でございますけれ

ども、市町村と県が率先して負担をしまし

て、また民間の地下水採取者にも協力金、寄

附金を要請したいと思っております。そうい

った仕組みにつきましては、今アンケート調

査等に着手しているところでございます。 

 ３番目、水の戦略会議でございますけれど

も、県内外の有識者で構成して、21年度、22

年度ということで議論をしていただいたとこ

ろでございます。現在、その提言を取りまと

め中でございます。提言の中身でございます

けれども、本県が目指す未来の姿としまして

は、地下水の恵みあふれる「水の国」という

ことを目指してはどうかという御意見でござ

います。中身的には、日本一の水環境教育の

推進、あるいは地下水に関する研究拠点づく

り、それから、一番下ですけれども、水のお

いしさのＰＲ、あるいは恵みによる農産物等

のブランド化、あるいは新たな水の名所づく

り等々の御提言をいただくことになりそうで

ございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 自然保護課、岡部課長。

――簡潔にお願いいたします。 

 

○岡部自然保護課長 自然保護課です。 

 報告事項の28ページをお願いします。 

 生物多様性くまもと戦略の策定についての

報告でございます。 

 本戦略につきましては、昨年６月議会で策

定の趣旨等については御報告いたしました。

策定がなりましたので、報告いたすものでご

ざいます。 

 １番目の策定の背景ですけれども、１番目

の１行目の最後に書いてありますように、本

県には多様で豊かな自然環境がある、その中

で多種多様な動植物が支え合いながら生存し

ているというふうなこと、この多様性が、４

行目にありますけれども、人による生態系の

損傷など、さまざまな影響を受けています。

そして、７行目にありますけれども、生物多

様性基本法に基づいて策定が県の努力義務と

規定されたところで、この策定を行うという

ふうなことの背景でございます。 

 次に、策定の目的、特色と言ってもよいと

思いますが、１点目が、県民、事業者、県な

どの役割を明確にする、２点目が、県の関係

部局が生物多様性保全のための取り組み方針

と具体的施策を整理したこと、３点目が、そ

れぞれの主体の連携を通じて、保全の取り組

みが効果的に行われるようにすることなどが
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挙げられます。 

 次に、３番目に、策定の経過を表に記載し

ております。植物や昆虫などの専門家、ある

いはＮＰＯの代表の方に計５回の保全戦略検

討委員会において御審議いただいております

し、さらに、県庁内の関係27課長による施策

推進連携会議を設置し、課題や今後の取り組

みを検討しております。 

 また、県内各地域振興局及び県庁を会場

に、市町村、企業、各種団体等への説明も行

っております。また、パブリックコメントの

実施、続きまして、29ページに書いておりま

すけれども、本年に入りまして、環境審議会

での御意見も伺っております。 

 続きまして、戦略の内容、概要についてで

すけれども、次の30、31ページをお願いいた

します。 

 まず、30ページですけれども、戦略の最初

には、前提として、戦略の、先ほど申しまし

た背景、あるいは策定に当たっての基本的な

考え方、それと位置づけ、また、対象期間と

しては10年、それで５年目の見直しを行うこ

と、それと、対象区域といたしましては、県

下全域というふうなことで規定しておりま

す。 

 そういった考えのもと、２段目のくくりで

すけれども、種における多様性などの説明を

行い、その多様性がもたらす恵み、あるいは

資源としての、あるいは文化面からの資源の

多様性をとらえております。そして、その多

様性が今置かれている危機的な状況、人間の

活動によるもの、あるいは働きかけが縮小し

たもの、あるいは外来生物、化学生物による

もの、また、温暖化等を述べております。そ

ういうのを述べた後に、３段目のくくりにな

りますけれども、本県の多様性の現状を気候

と地形、植物や動物、あるいは森林、里地里

山、草原といった生息環境面からとらえ、県

内の危機の状況等を述べてございます。 

 その現状に対する課題といたしまして、生

態系の保全、動植物の保護、多様性に配慮し

た事業活動などといった面から６つの課題を

抽出し、50年、100年後の熊本県が共生する

豊かな命を未来につなぐ郷土となるよう、４

段目にあります多様性の維持増進、多様性の

恵みの持続的な利用、あるいは自然との共生

など、この10年の間の５つの目標を掲げてお

ります。 

 続きまして、31ページでありますけれど

も、今述べました目標を達成するため、県を

初め、県、市町村、環境保全活動団体、学

校、企業、県民といった立場から、どうすべ

きか、何を期待されているかというようなこ

とを問いかけ、記述しております。そして、

この本戦略の一番多くのページを費やしてお

りますけれども、戦略を策定した県は何をす

るのかというようなことで、多様性の保全の

面から、自然環境保全地域の取り組み強化や

野生鳥獣の保護、管理、草原再生といったと

ころ、それと持続可能な利用の面から、農

業、農村整備、道路の公共事業の取り組み、

それから農業生産、草地の利用、水産資源の

利用と続いて、現状課題の分析と今後の取り

組みを述べております。 

 さらには、今述べました保全の取り組みや

持続可能な利用を推進するために、基盤づく

りといたしまして、調査、あるいは普及啓

発、学校教育などの今後の取り組みを述べて

おります。 

 そして最後に、各団体の連携といった推進

体制と進行管理を記載して、本県の生物多様

性くまもと戦略としております。 

 自然保護課は以上です。 

 

○溝口幸治委員長 見ればわかるところはご

らんくださいで結構ですので、そちらの帳面

消しじゃなかけん、きちっとお願いします。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 
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 資料の32ページをお願いします。 

 熊本県廃棄物処理計画についてでございま

す。 

 １の策定の根拠ですが、県は、廃棄物処理

法の規定によりまして、国が定める基本方針

に即して計画を定めることとなっておりまし

て、平成27年までの国の基本方針が昨年告示

されましたが、平成23年から27年までの５カ

年計画を策定しました。 

 廃棄物処理計画で定めることとされている

事項については、①から⑤に掲げているとお

りでございます。 

 ２の計画の概要ですが、(1)の計画の期間

を飛ばしまして、(2)現状と課題です。ま

ず、一般廃棄物につきましては、平成16年度

に比べ排出量は減少、再生利用率は微増、最

終処分量は減少となっております。課題とし

ては、一層の排出抑制及び再生利用を図る必

要があります。 

 次のページ、お願いします。 

 次に、産業廃棄物については、同じく排出

量は減少、再生利用率は増加、最終処分量は

減少となっておりまして、課題としては、公

共による管理型最終処分場の整備と不法投棄

等の未然防止を図ることとなっております。 

 次に、(3)目標についてですが、一般廃棄

物については、平成20年度実績から排出量は

５％減の57万2,000トン、再生利用率は９ポ

イント増の25％、最終処分率は３ポイント減

の９％。産業廃棄物につきましては、排出量

は0.5％減の381万5,000トン、再生利用率は

１ポイント増の48％、それから最終処分率は

１ポイント減の２％を目標としております。

 この目標達成におきまして、(4)の３つの

基本方針のもと、(5)で県民、事業者、市町

村、県のそれぞれの役割を定めております。 

 次のページをお願いします。 

 計画の策定に当たりましては、有識者や県

民代表者で組織いたします熊本県環境審議

会、廃棄物処理計画検討委員会などで検討の

上、パブリックコメント等の実施、環境審議

会からの答申を経て、２月28日に策定された

ところです。 

 熊本県廃棄物処理計画の説明は以上でござ

います。 

 次、資料36ページをお願いいたします。 

 熱回収施設の手数料条例の新設についてで

ございます。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部

を改正する法律が平成22年５月19日に公布さ

れ、本年４月１日から施行されることとなっ

ています。 

 この中で、焼却の余熱を利用して発電や乾

燥を行う熱回収施設について、一般廃棄物処

理施設または産業廃棄物処理施設であって、

熱回収施設を設置しているものは環境省令で

定める基準に適合していることにつき、都道

府県知事の認定を受けることができることと

されました。 

 今回、この認定申請について新たに手数料

を取るため、条例に追加を行っているところ

です。手数料については、新規認定手数料が

３万3,000円、更新認定手数料が２万円とな

ります。この金額につきましては、環境省が

例示した金額と同額であり、九州各県が設定

する金額とも同額となっております。 

 次に、37ページをお願いいたします。 

 公共関与による管理型最終処分場の整備に

ついてでございます。 

 資料文中太文字の箇所がございます。これ

は、12月議会での御報告以降の動きとなって

おりますので、こちらで御説明いたします。 

 (1)のクローズド無放流型の施設構造の発

表後、(2)陳情等の状況についてですが、地

元南関町、和水町などからの申し入れ書など

の提出を受けまして、12月24日、クローズド

無放流型の安全性や県が責任を持って最後ま

で取り組んでいくことを含めた県の回答書を

村田副知事が両地を訪問し、お渡し、説明し

ました。また、漁協からの陳情書等に対して
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も文書回答しております。 

 次に、(3)環境アセス手続について、２月

末には現況調査を終了したことから、その結

果を踏まえた評価をした上で、近くその内容

を関係者に御説明したいと考えております。

 次のページをお開きください。 

 次に、(4)住民説明会等の開催状況につい

て、11月に知事みずから現地入りして以降

は、副知事、環境生活部長が現地に入り、住

民の方々と直接お会いして誠意を持って御説

明させていただいております。２月４日の臼

間山総合開発推進員会で、説明内容に記載し

ておりますが、①極限まで安全性を追求する

こと、②将来にわたって県が安全上の責任を

果たすこと、③地域と一体となった処分場づ

くりを行うことの３つの主な県の考え方を説

明しております。 

 次のページをお願いします。 

 次に、(5)「公共関与お問い合わせ窓口」

の設置、パンフレットの配付等についてで

す。２月18日から住民の皆様方の御意見や御

質問をいただくため「公共関与お問い合わせ

窓口」を開設しております。また、先ほど説

明した県の考え方を記したパンフレットを南

関町全世帯と和水町関係地区の世帯に配付

し、３月７日、８日には、南関町の各区長を

対象とした説明会を開催するとともに、４月

からは南関町主催の行政懇談会にも県が参画

し、本事業の概要や県の考え方について御説

明する計画としております。 

 次に、３、今後の取り組みです。 

 まず、(1)地元の理解促進についてです

が、今後も、４月に予定されている南関町主

催の行政懇談会など、さまざまな機会を通じ

ながら、先ほど述べました県の考え方を引き

続き丁寧に説明し、処分場建設に向けて理解

を得てまいりたいと考えております。 

 次に、(2)地域振興策についてですが、具

体的な振興策について、地元合意につながる

よう、今後地元町や地域住民の意見を踏まえ

て策定したいと考えております。 

 最後に、去る３月９日の南関町議会におい

て、南関町長から処分場受け入れの正式表明

があっております。県としては、町長の苦渋

の御決断を重く受けとめ、そのお気持ちにこ

たえられるよう、強い覚悟を持って取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

 

○木村環境生活審議員 水俣病保健課でござ

います。 

 資料の40ページをお願いいたします。 

 水俣病対策の状況等についてでございます

が、前回の委員会以降の主な経緯について

は、平成22年12月15日、特措法に基づき、チ

ッソ株式会社が申請していた事業再編計画を

国において許可されております。 

 平成23年１月12日、チッソ株式会社が事業

会社を設立いたしております。 

 ２行飛びまして、２月５日、認定審査会を

開催しております。２月８日、特措法に基づ

き、大阪地裁へチッソ株式会社が申請してい

た事業会社への事業譲渡を大阪地裁が許可さ

れております。 

 ２の新たな救済策の取り組みについてです

が、平成23年２月28日現在の対象者数は、裁

判上の和解による解決2,998人、特措法に基

づく救済２万8,762人となっております。特

措法に基づく救済の内訳は、一時金の給付申

請が１万3,965人、被害者手帳への切りかえ

申請が１万4,797人となっております。 

 41ページをお願いいたします。 

 (2)の取り組み状況は、前回報告時から変

わりはございませんので、省略させていただ

きます。 

 (3)の今後の県の役割についても前回報告

時から基本的に変わりはございませんが、一

番上の項目のノーモア・ミナマタ、ノーモ

ア・ミナマタ近畿、ノーモア・ミナマタ東京

の３つの国賠訴訟については、和解協議の結
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果、原告、被告は、本年３月までに和解が成

立するよう努力することとなっております。 

 水俣病保健課は以上です。 

 

○寺島水俣病審査課長 続きまして、水俣病

審査課が説明いたします。 

 42ページ、３番、認定業務の状況でござい

ます。 

 申請者数は、２月28日現在で2,416人でご

ざいます。 

 (2)は省略をさせていただきます。 

 (3)につきましてですが、審査会につきま

しては、21年２月の開催以来では、これまで

12回開催してきております。直近ではことし

の２月に開催をいたしております。今後も円

滑な運営を図ってまいります。 

 ４番の裁判の状況でございますけれども、

先ほど保健課から説明がありましたとおり、

国家賠償請求訴訟につきましては、４件のう

ちの３件、ノーモア関係の３件が和解成立に

向けて今成立を目指しておるところでござい

ます。 

 それから、棄却処分取り消しや認定義務づ

け等の行政事件訴訟につきましては、３件が

提訴されておりまして、今後も県処分の正当

性等を主張、立証してまいります。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

○鬼海洋一委員 質疑というよりも要望した

いと思いますが、水環境課で、今度地下水保

全条例を改正するわけですよね。それでま

た、ここにいろいろ具体的な項目等に対する

意見の中に掲示されておりますけれども、保

全そのものはもちろんですけれども、汚染を

どう防止するか、特に硝酸性窒素、これが非

常に改善をされずに今日まで来てて、特に農

業関連の農業そのものの営農形態といいます

か、このことを含めて相当これまで長い間議

論されてきた課題だというふうに思うんです

が、特に、この硝酸性窒素に対する取り組み

を新たなこの計画の中には含めていただきた

いということを申し上げておきたいと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○松田三郎委員 37ページ、廃対課にちょっ

と確認ですけれども、これは説明の時系列的

に見ると、漁協ですね。漁協からの陳情書が

出ていて、それに答えられたと。陳情自体

は、この日付見ると、無放流型を表明する前

の段階で建設反対の陳情なさっておられたん

でしょうから、その後は文書で回答なさっ

て、一応の御理解は得られたんでしょうか。 

 

○中島政策監 少なくとも、大浜、滑石漁協

におきましては、無放流にいたしましたの

で、御理解いただいたものと思っておりま

す。 

 それから、菊池川漁協につきましても、正

直申し上げれば、もう来なくていいというふ

うなお返事でありましたけれども、一応文書

で回答いたしております。そういう状況でご

ざいます。 

 

○山本次長 12月に文書で回答させていただ

いておりますが、その内容は、おっしゃると

おり、クローズド無放流型ということで回答

させていただいておりますし、大浜と滑石に

は、環境生活部長が直接参って説明をさせて

いただいております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○内野幸喜副委員長 先ほど課長の方からも

話ありました。９日に南関の上田町長が受け
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入れを表明されたと。本当にこれは苦渋の決

断だったと思います。今まで、５年間という

表現をされていましたが、いろんなことがあ

って、そして９日の正式表明という形に至っ

たと思うんです。やっぱり私はこれは県の事

業なので、そういう中で決断されて、これは

県としても最大限にバックアップしてやって

いかないといけないと思っています。 

 それから、まさに表明されて、これからが

本当にまた大事だと思います。県の事業で町

内に大きな溝を生じさせるわけにはいかない

と思うんですね。その辺、ちょっと部長の考

えを……。 

 

○駒崎環境生活部長 御指摘ありがとうござ

います。 

 私どもも、先日の町長の容認の表明で物事

が済んだとは決して思っておりませんで、新

たな段階に入ったと思っております。先ほど

課長も説明しましたように、丁寧な説明とい

うのは、これまで予定していたもの、これは

絶対手を抜かずに進めてまいります。 

 さらに、いろんな資料も今充実をさせてお

ります。住民の方から御要望のあった資料も

加えながら説明をしていきますし、町長さん

のお気持ちにこたえられるようにというのが

知事も発言しておりますが、まちづくりにつ

なげたいというふうにおっしゃっていますの

で、県として、この施設を活用してどんなこ

とが考えられるか、あるいは、さらには、施

設と直接関係ないにしろ、南関町のためにお

役に立つ部分が県としてあると思いますの

で、そうした事柄を含めて町長さんとしっか

り御相談しながら進めていきます。そうした

ことが、副委員長がおっしゃった、町長さん

をしっかり支える、町長さんの御決断にこた

える道だと思っておりますので、しっかりや

ってまいります。 

 

○内野幸喜副委員長 よろしくお願いしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑がないよ

うですので、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○松田三郎委員 先ほどの堤委員のお話のと

ころで質問すべきでしたけれども、余りにも

すばらしい意見でしたので、ちょっとあっけ

にとられておりました。自然保護課というよ

りも、自然保護課を中心に、堤先生おっしゃ

ったように、これはかねがね、シカ、シシに

被害を受けている各町村並びに振興局等で、

あるいは民間もですけれども、調理法をいろ

いろ工夫をなさっている、あるいはどっかに

販路はないだろうかと。というのは、黙っと

ってもある程度の値がつく取引が成立するな

らば、補助を出さなくてもどんどんとるわけ

ですよね。今そこまでいかないから、２分の

１で補助をもらってようやく駆除隊を編成し

てとっていただいているということですか

ら、堤先生御指摘のように、黙っとっても高

く売れる、そこそこの値で売れるというよう

な状況がつくり出せれるならば、県の補助も

要らなくなるし、市町村の負担も要らなくな

るということで、もちろんそういう御努力は

なさっているのかもしれませんが、これは何

も自然保護課だけで任せとって済む問題じゃ

ありませんので、例えば商工であるとか、ほ

かの農林とか、いろいろ県庁内で言うならば

ですね、でありますし、市町村との連携も必

要だろうし、場合によっちゃ、さっき堤先生

おっしゃったように、スザンヌさんに頼むと

か、まず食べられるのかというような、誤解

なり偏見なり、認識のなさも大きいと思いま

すので、例えば、県の「県からのたより」か

広報を使って、知事がアピールをしていただ

くとか、あるいはテルサでそういう調理の何

か特集といいますか、していただくとか、い
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ろいろな県で、余りお金を使わなくてもでき

る、協力できる分があると思いますので、関

係の部局横断的に、もちろんもう取り組みな

さっているならば、それを充実させていただ

く、まだならば、どっかが司令塔になってで

しょうけれども、そういう点にもどんどん取

り組んでいただきたいということを要望しと

きますが、何かありましたら。 

 

○岡部自然保護課長 自然保護課です。 

 今、松田委員から御指摘がありました、堤

委員も御指摘されました、売れれば補助を出

さなくてもとれるんじゃないかということは

確かにあると思いますし、今、農政の方の鳥

獣被害の特措法関係で、処理施設といいます

か、そういうのも補助対象になっておりまし

て、現在県内では、多良木と五木の公的なも

のと、天草の方がイノシシが多いもんですか

ら、御所浦と倉岳町に処理施設があると思い

ますけれども、農政の方でも、委員の御指摘

のように、処理施設をより数多くつくろうと

いうふうなことの御指導もされておりますの

で、松田委員おっしゃったように、うち、自

然保護課だけではなくて、農林水産部、ある

いは商工と連携をする中で、売れるイノシシ

肉とシカ肉というふうなことで、さまざまな

――五木の方が、レシピとかいろいろされて

阿蘇の方で売られておりますけれども、そう

いうのも参考にしながら、ぜひ、県民の方ほ

か、他の地域の方にも食べていただくよう

に、ほかの部局と協力しながらやっていきた

いというふうに思います。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、ここで採決のために健康福祉部

と病院局に入ってもらいますので、５分、暫

時休憩いたします。 

  午後０時９分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時15分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、休憩前に引き

続き委員会を再開いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第56号、第58号、第69号、第

75号、第83号から第85号まで、第90号、第97

号及び第98号について、一括して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第56号外９件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第56号外９件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、ただいま可決しました議案第56号の

うち、きのう審議されました若者の結婚支援

事業に関して、藤川委員から、決議(案)を委

員会提出議案とする提案がありましたので、

決議(案)の趣旨説明をお願いします。 

 

○藤川隆夫委員 昨日、いろんな議論をしま

したけれども、なかなか若者の結婚支援事業

に関して非常に納得しがたい部分もありまし

たけれども、ただ、予算案として上がってお

りますので、幾つかの事項をつけて認めたい

というふうに考えて、今回決議(案)を出させ

ていただきました。 

 まず、県は、この事業を実施するに当たっ

ては、その必要性をより一層明確にしていた

だくということ、２点目が、この事業、場合

によっては、見方を変えれば、出会い系サイ

トみたいなふうにもとられかねませんので、

他者に悪用されることがないよう十分配慮し

てもらうということ、もう一点が、県内に既

にこのような結婚支援等の活動を行っている

団体が幾つもあるかと思います。その方たち

は、住民に身近な場所で、地域で活動してお

られますので、この方々、団体に直接活動資
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金等を提供できるような仕組みも十分検討

し、事業を実施していただくというようなこ

とで決議(案)を出させていただいておりま

す。 

 

○溝口幸治委員長 決議(案)について、今御

説明いただきましたが、質疑、御意見はあり

ませんか。 

 

○岩中伸司委員 こういう決議の中にも今説

明いただいて、なるほどなというふうな思い

もします。ただ、深刻な少子化問題、きのう

議論もかなりあったんですけれども、やっぱ

り若者の未婚率というのが非常に高いという

ところから、県も積極的にこの支援をしてい

くというのは大変重要だなというふうに思い

ます。 

 改めてこの決議というのが要るのかなとい

うのがあったんですけれども、あえて私もこ

のことに対する――まあ、反対しようかとも

思いましたけれども、やっぱり進めていかな

いかぬということが大前提にありますので、

ぜひ執行部の方をもっと信用する面は信用し

ながら、その後のチェックで議員もしていっ

ていいんじゃないかというふうな思いを主張

して、この決議には賛同します。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに質疑ありません

か。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、藤川委員から

提案のありました決議(案)について採決した

いと思います。 

 「若者の結婚支援事業」の実施に際しての

決議(案)を本委員会提出議案として委員長名

をもって議長あて提出することについて、挙

手により採決いたします。 

 本提案に賛成の委員の挙手を求めます。 

  (賛成者挙手) 

○溝口幸治委員長 全会一致と認め、本提案

は可決することに決定いたしました。 

 それでは、熊本県議会会議規則第14条第２

項の規定に基づいて、本決議(案)を厚生常任

委員会として、委員長名をもって議長あてに

提出することにいたしました。 

 なお、文言の調整については委員長一任と

いうことでよろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 私から一言。きのう相当議論をさせていた

だきましたが、なかなか明確にこの事業やっ

ていくというような説明がなされていないよ

うに感じております。また、制度の設計につ

いても、今、藤川委員から提案がありました

ことも含めてきちっと議論をしていただくこ

とが大切だと思います。 

 きょう提案があったようなことがきちっと

整理されて、次の議会といいますか、委員会

も入れかわりますが、次の委員会あたりでき

ちっと御説明をいただいて、そのことがクリ

アできれば実施していただいても結構です

が、若者の結婚支援事業という、要は若者の

という言葉に敏感に反応される方もいらっし

ゃるようです。他者に悪用されるという表現

もございましたが、とにかく県民に誤解を与

えないように、先ほど岩中先生の御意見でも

ありましたように、少子化対策に歯どめをか

けたいという思いは共通のものがあります

が、こういった事業を実施する場合に誤解を

与えないように、そして悪用されないよう

に、そして本当にやりたいことが実現できる

ような体制をとることはとても大事なことだ

と思いますので、皆さん方はより一層この制

度設計をきちっとしたものにしていただくよ

うにお願いをしておきます。 

 森枝部長からコメントがあればいただきた

いというふうに思います。 

 

○森枝健康福祉部長 今委員長からお話があ
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りました方向で、もう少し精査をして、その

上で再構築といいますか、してから実施でき

るように努めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 次に、閉会中の継続審査

についてお諮りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることに

してよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 以上で本日の議題は終了いたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後０時19分閉会 

――――――――――――――― 

○溝口幸治委員長 なお、最後の委員会であ

りますので、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 この１年間、内野副委員長初め委員の皆様

方には御指導、また御協力いただきましたこ

とを厚く御礼申し上げます。また、森枝部

長、駒崎部長、そして横田病院事業管理者初

め職員の皆様方には、何かと御協力をいただ

きましたこと、心から感謝を申し上げる次第

でございます。 

 この１年間、視察もいい視察をさせていた

だきましたし、また、この委員会でも熱心に

御議論をいただきました。ただ、私として

は、議員提案で歯と口腔の健康づくり条例等

も制定させていただきまして、充実した議会

であったと思う反面、障害のある人もない人

も共に生きる熊本づくり条例については、結

果的には慎重な議論が要るということで先送

りということになりました。また、きょうの

若者の結婚支援事業についても、次の委員会

に先送りということになりましたので、果た

して私が委員長としての役目が果たせたの

か、自分自身、自問自答しているところでご

ざいますが、とにかく今日までお支えいただ

きました皆様方に心から感謝を申し上げると

ころであります。 

 なお、３月末をもって退職される皆さん

方、本当に長い間、県政発展のために御尽力

いただきましたことに厚く御礼を申し上げま

す。これからも県政発展のためにいろいろな

立場からまた御指導いただければ幸いでござ

います。 

 それでは、本日の委員会、これで終わりに

なりますけれども、それぞれの皆さん方がま

た県政発展に向けて、異動もあるかと思いま

す。行ったところで精いっぱい仕事をして頑

張っていただきますことを心からお願い申し

上げまして、私の委員長としてのごあいさつ

にかえさせていただきます。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 次に、副委員長からお願いいたします。 

 

○内野幸喜副委員長 この１年間、副委員長

として溝口委員長を補佐するという立場だっ

たんですが、溝口委員長のリーダーシップの

もと、私が引っ張られたような１年間だった

と思います。本当にこの１年間、充実した審

議ができたんではなかろうかと思っておりま

す。本当に執行部の皆さん方には大変お世話

になりました。また、委員長からも話があり

ました、森枝部長初め、この３月をもって定

年される職員の皆さん方には、今後とも県政

発展のためにお力をいただければと思いま

す。そして、今後の御活躍、御多幸を心から

お祈り申し上げまして、簡単ではございます

が、私のあいさつとさせていただきます。 

 本当にこの１年間、ありがとうございまし

た。(拍手) 

 

○溝口幸治委員長 それでは、これで終了い

たします。 

  午後０時22分 
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